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番号

提案主体名 特区計画の名称
規制の特例事項（事

項名）

090011

保育所における調
理室の必置規制の
緩和及び外部搬入
方式の容認

Ｃ
ただし、
一部に
ついて
は検討
中

Ⅲ

保育所の調理室については、
①　一人ひとりの子どもの状況に応じたきめ細やかな対応
②　多様な保育ニーズへの対応
③　食事を通じた児童の健全育成を図る
観点から、必要不可欠であると考えており、調理室の必置規制を撤廃することは困難であ
る。

提案者の要望は、３歳未満児については一の保育所で調理
しその他の保育所に搬送する方式、３歳以上児については
学校給食センター方式で実施すること等によって、貴省回答
中①～③に対応することができる場合には、調理室の増改
築コストにより保育料を上げるか、保育料を安価に据え置く
か、地方公共団体が選択できるようにすべきというものであ
り、この点を踏まえ、要望を実現できないか、再度検討し回
答されたい。

Ｃ
ただし、
一部に
ついて
は検討
中

保育所の調理室については、
①　一人ひとりの子どもの状況に応じたきめ細やかな対応
②　多様な保育ニーズへの対応
③　食事を通じた児童の健全育成を図る
観点から、必要不可欠であると考えており、調理室の必置規制を撤廃することは困難であ
る。

「一部については検討中」の内容につき、早急に検討し､回答
されたい。

調理室
必置規
制の緩
和につ
いては
Ｃ、外部
搬入方
式の容
認につ
いては
Ａ

外部搬
入方式
の容認
につい
てはⅣ

公立保育所についてその運営の合理化を進める一環として、保育所（公立保育所に限
る。）における調理業務に関し、次の措置が講じられる場合、外部搬入を認める。
①　調理室は必置。外部搬入を受ける保育所においては、保存、配膳及び加熱や食物ア
レルギー及び体調不調児等の対応に支障が生じないようにするため、調理室として一定の
調理機能を有する設備を設けることとする。
②　外部搬入を行う場合であっても、児童の食事の内容・回数・時機に適切に応じることが
できること。
③　社会福祉施設において外部搬入を行う場合の衛生基準に従うとともに、衛生面では保
健所との協力の下に行うこと。また、現行の調理業務の委託・受託に係る基準を遵守する
こと。
④　必要な栄養素量を給与するとともに、食を通じた子どもの健やかな育成（食育）を図る
観点から、食育プログラムに基づき食事を提供すること。

2003010 羽合町（31361）

保育所運営の効率
化を進め、子育てを
支援する構造改革
特区

保育所調理施設設
置要件の緩和

090011

保育所における調
理室の必置規制の
緩和及び外部搬入
方式の容認

Ｃ
ただし、
一部に
ついて
は検討
中

Ⅲ

保育所の調理室については、
①　一人ひとりの子どもの状況に応じたきめ細やかな対応
②　多様な保育ニーズへの対応
③　食事を通じた児童の健全育成を図る
観点から、必要不可欠であると考えており、調理室の必置規制を撤廃することは困難であ
る。

提案者の要望は、３歳未満児については一の保育所で調理
しその他の保育所に搬送する方式、３歳以上児については
学校給食センター方式で実施すること等によって、貴省回答
中①～③に対応することができる場合には、調理室の増改
築コストにより保育料を上げるか、保育料を安価に据え置く
か、地方公共団体が選択できるようにすべきというものであ
り、この点を踏まえ、要望を実現できないか、再度検討し回
答されたい。

Ｃ
ただし、
一部に
ついて
は検討
中

保育所の調理室については、
①　一人ひとりの子どもの状況に応じたきめ細やかな対応
②　多様な保育ニーズへの対応
③　食事を通じた児童の健全育成を図る
観点から、必要不可欠であると考えており、調理室の必置規制を撤廃することは困難であ
る。

「一部については検討中」の内容につき、早急に検討し､回答
されたい。

調理室
必置規
制の緩
和につ
いては
Ｃ、外部
搬入方
式の容
認につ
いては
Ａ

外部搬
入方式
の容認
につい
てはⅣ

公立保育所についてその運営の合理化を進める一環として、保育所（公立保育所に限
る。）における調理業務に関し、次の措置が講じられる場合、外部搬入を認める。
①　調理室は必置。外部搬入を受ける保育所においては、保存、配膳及び加熱や食物ア
レルギー及び体調不調児等の対応に支障が生じないようにするため、調理室として一定の
調理機能を有する設備を設けることとする。
②　外部搬入を行う場合であっても、児童の食事の内容・回数・時機に適切に応じることが
できること。
③　社会福祉施設において外部搬入を行う場合の衛生基準に従うとともに、衛生面では保
健所との協力の下に行うこと。また、現行の調理業務の委託・受託に係る基準を遵守する
こと。
④　必要な栄養素量を給与するとともに、食を通じた子どもの健やかな育成（食育）を図る
観点から、食育プログラムに基づき食事を提供すること。

2008030 稚内市(1214)

過疎地域における
小規模保育所と幼
稚園との「幼保一元
化特区」

保育所の調理施設
設置要件の緩和

090011

保育所における調
理室の必置規制の
緩和及び外部搬入
方式の容認

Ｃ
ただし、
一部に
ついて
は検討
中

Ⅲ

保育所の調理室については、
①　一人ひとりの子どもの状況に応じたきめ細やかな対応
②　多様な保育ニーズへの対応
③　食事を通じた児童の健全育成を図る
観点から、必要不可欠であると考えており、調理室の必置規制を撤廃することは困難であ
る。

提案者の要望は、３歳未満児については一の保育所で調理
しその他の保育所に搬送する方式、３歳以上児については
学校給食センター方式で実施すること等によって、貴省回答
中①～③に対応することができる場合には、調理室の増改
築コストにより保育料を上げるか、保育料を安価に据え置く
か、地方公共団体が選択できるようにすべきというものであ
り、この点を踏まえ、要望を実現できないか、再度検討し回
答されたい。

Ｃ
ただし、
一部に
ついて
は検討
中

保育所の調理室については、
①　一人ひとりの子どもの状況に応じたきめ細やかな対応
②　多様な保育ニーズへの対応
③　食事を通じた児童の健全育成を図る
観点から、必要不可欠であると考えており、調理室の必置規制を撤廃することは困難であ
る。

「一部については検討中」の内容につき、早急に検討し､回答
されたい。

調理室
必置規
制の緩
和につ
いては
Ｃ、外部
搬入方
式の容
認につ
いては
Ａ

外部搬
入方式
の容認
につい
てはⅣ

公立保育所についてその運営の合理化を進める一環として、保育所（公立保育所に限
る。）における調理業務に関し、次の措置が講じられる場合、外部搬入を認める。
①　調理室は必置。外部搬入を受ける保育所においては、保存、配膳及び加熱や食物ア
レルギー及び体調不調児等の対応に支障が生じないようにするため、調理室として一定の
調理機能を有する設備を設けることとする。
②　外部搬入を行う場合であっても、児童の食事の内容・回数・時機に適切に応じることが
できること。
③　社会福祉施設において外部搬入を行う場合の衛生基準に従うとともに、衛生面では保
健所との協力の下に行うこと。また、現行の調理業務の委託・受託に係る基準を遵守する
こと。
④　必要な栄養素量を給与するとともに、食を通じた子どもの健やかな育成（食育）を図る
観点から、食育プログラムに基づき食事を提供すること。

2010010 瑞浪市(21208)
（仮称）幼保センター
特区

保育所の調理施設
設置要件の緩和

090011

保育所における調
理室の必置規制の
緩和及び外部搬入
方式の容認

Ｃ
ただし、
一部に
ついて
は検討
中

Ⅲ

保育所の調理室については、
①　一人ひとりの子どもの状況に応じたきめ細やかな対応
②　多様な保育ニーズへの対応
③　食事を通じた児童の健全育成を図る
観点から、必要不可欠であると考えており、調理室の必置規制を撤廃することは困難であ
る。

提案者の要望は、３歳未満児については一の保育所で調理
しその他の保育所に搬送する方式、３歳以上児については
学校給食センター方式で実施すること等によって、貴省回答
中①～③に対応することができる場合には、調理室の増改
築コストにより保育料を上げるか、保育料を安価に据え置く
か、地方公共団体が選択できるようにすべきというものであ
り、この点を踏まえ、要望を実現できないか、再度検討し回
答されたい。

Ｃ
ただし、
一部に
ついて
は検討
中

保育所の調理室については、
①　一人ひとりの子どもの状況に応じたきめ細やかな対応
②　多様な保育ニーズへの対応
③　食事を通じた児童の健全育成を図る
観点から、必要不可欠であると考えており、調理室の必置規制を撤廃することは困難であ
る。

「一部については検討中」の内容につき、早急に検討し､回答
されたい。

調理室
必置規
制の緩
和につ
いては
Ｃ、外部
搬入方
式の容
認につ
いては
Ａ

外部搬
入方式
の容認
につい
てはⅣ

公立保育所についてその運営の合理化を進める一環として、保育所（公立保育所に限
る。）における調理業務に関し、次の措置が講じられる場合、外部搬入を認める。
①　調理室は必置。外部搬入を受ける保育所においては、保存、配膳及び加熱や食物ア
レルギー及び体調不調児等の対応に支障が生じないようにするため、調理室として一定の
調理機能を有する設備を設けることとする。
②　外部搬入を行う場合であっても、児童の食事の内容・回数・時機に適切に応じることが
できること。
③　社会福祉施設において外部搬入を行う場合の衛生基準に従うとともに、衛生面では保
健所との協力の下に行うこと。また、現行の調理業務の委託・受託に係る基準を遵守する
こと。
④　必要な栄養素量を給与するとともに、食を通じた子どもの健やかな育成（食育）を図る
観点から、食育プログラムに基づき食事を提供すること。

2083010 津島市（23208） 子育て支援特区
保育園の調理室及
び調理員必置規制
の撤廃

090012
幼稚園において合
同保育を行う場合の
規制緩和

Ｄ-２ Ⅲ
御提案のようなケースは、構造改革特区第１次提案で認められた「幼稚園児と当該幼稚園
に在籍しない幼児の合同活動事業」により実施することが可能である。

提案者の要望は、「乳児保育を実施していない場合に限り、
幼稚園と同一敷地内の小学校調理室において、食事につい
て柔軟な対応ができ、安全性等が確保されていれば、実質
的に児童にとって保育所内に調理室が設置されているのと
同等の環境と考え」、調理室の必置規制を緩和するというも
のであり、この点についても現行で対応可能なのか、確認し
回答されたい。

Ｄ-２
御提案のようなケースは、構造改革特区第１次提案で認められた「幼稚園児と当該幼稚園
に在籍しない幼児の合同活動事業」により実施することが可能である。

2243020 和歌山県（30000） 地方型こども園特区
保育所の調理施設
設置要件の緩和

090020
幼稚園の教室と保
育所の保育室の共
有化

検討中 早急に検討し、回答されたい。 検討中 早急に検討し、回答されたい。 Ａ Ⅳ

次の措置が講じられる場合、「幼稚園と保育所の施設の共用化等に関する指針」（平成１０
年３月１０日文初幼第４７６号・児発第１３０号）に基づく保育所と幼稚園の共用化施設にお
いて、保育所児及び幼稚園児を合同で保育する保育室（以下「共用保育室」という。）を設
置し、共用保育室において保育所児と幼稚園児とを合同で保育することを認める。
①　共用保育室は、幼児（保育所児及び幼稚園児）数の合計により児童福祉施設最低基
準（昭和２３年厚生省令第６３号）に規定する面積基準及び職員配置基準を満たすこととす
ること。
②　幼稚園における幼稚園児と保育所児等の合同活動の特例（幼稚園設置基準第５条第
１項の専任規定の特例）の認定を受けること。
③　共用保育室において幼児の保育に直接従事する職員は、保育士資格及び幼稚園教
諭資格を併有し、一緒に活動する保育所児及び幼稚園児がそれぞれ在籍する保育所の保
育士及び幼稚園の幼稚園教諭を兼務していること。
④　合同活動の内容は、保育所保育指針及び幼稚園教育要領に沿ったものであること。
⑤　共用保育室は、当該保育室において合同保育を行う保育所児及び幼稚園児それぞれ
の定員数により按分管理することとすること。
この場合において、保育所として管理する部分については児童福祉施設最低基準に規定
する面積基準を満たすこととし、また、幼稚園として管理する部分については幼稚園設置
基準（昭和３１年文部省令第３２号）に規定する園舎の面積基準を満たすこととすること。

2010020 瑞浪市(21208)
（仮称）幼保センター
特区

保育室を共用するこ
との容認

090020
幼稚園の教室と保
育所の保育室の共
有化

検討中 早急に検討し、回答されたい。 検討中 早急に検討し、回答されたい。 Ａ Ⅳ

次の措置が講じられる場合、「幼稚園と保育所の施設の共用化等に関する指針」（平成１０
年３月１０日文初幼第４７６号・児発第１３０号）に基づく保育所と幼稚園の共用化施設にお
いて、保育所児及び幼稚園児を合同で保育する保育室（以下「共用保育室」という。）を設
置し、共用保育室において保育所児と幼稚園児とを合同で保育することを認める。
①　共用保育室は、幼児（保育所児及び幼稚園児）数の合計により児童福祉施設最低基
準（昭和２３年厚生省令第６３号）に規定する面積基準及び職員配置基準を満たすこととす
ること。
②　幼稚園における幼稚園児と保育所児等の合同活動の特例（幼稚園設置基準第５条第
１項の専任規定の特例）の認定を受けること。
③　共用保育室において幼児の保育に直接従事する職員は、保育士資格及び幼稚園教
諭資格を併有し、一緒に活動する保育所児及び幼稚園児がそれぞれ在籍する保育所の保
育士及び幼稚園の幼稚園教諭を兼務していること。
④　合同活動の内容は、保育所保育指針及び幼稚園教育要領に沿ったものであること。
⑤　共用保育室は、当該保育室において合同保育を行う保育所児及び幼稚園児それぞれ
の定員数により按分管理することとすること。
この場合において、保育所として管理する部分については児童福祉施設最低基準に規定
する面積基準を満たすこととし、また、幼稚園として管理する部分については幼稚園設置
基準（昭和３１年文部省令第３２号）に規定する園舎の面積基準を満たすこととすること。

2008010 稚内市(1214)

過疎地域における
小規模保育所と幼
稚園との「幼保一元
化特区」

幼稚園の教室と保
育所の保育室の共
有化

090030

幼保合築施設にお
ける幼稚園教諭と保
育所保育士の資格
に係る経過的相互
みなし規定

Ｃ Ⅲ

○保育所と幼稚園は、それぞれが整備充実を図る中で、地域の実情に応じた弾力的な設
置・運営が可能となるよう連携を図ってきているところ。
○保育士及び幼稚園教諭の資格については、養成課程の整合性が図られるよう、平成１４
年度より保育士の養成課程を見直し、両資格を同時に取得しやすくなる措置を行ったとこ
ろであり、また、今年度、「規制改革推進３ヶ年計画（再改定）」やそれを受けた「経済財政
運営と構造改革に関する基本方針２００３」に基づき、幼稚園教諭免許所有者が保育士資
格を取得しやいよう措置することとしている。

提案主体の要望は、保育所と幼稚園がそれぞれ整備充実を
図る中で、地域の実情に応じた弾力的な設置・運営が可能と
なるよう連携を図るために、現在既に保育士又は幼稚園教
諭の資格を有し保育所又は幼稚園に数年間勤務している職
員について、幼保共有化施設に勤務することになった場合
に、数年間幼稚園教諭又は保育士の資格を有するとみなす
というものであり、この点を踏まえ、要望を実現できないか、
再度検討し回答されたい。

Ｃ

○現行制度上、認可保育所においては、児童の年齢・人数に応じて、必要な保育士数を配
置することとしているところ。
○保育サービスの質を維持・向上するためには専門的な観点から保育がなされることが必
要であり、幼稚園免許を有し、幼稚園に数年間勤務している職員について保育士の資格を
有することとみなすというのは適当ではない。
○なお、保育士及び幼稚園教諭の資格については、養成課程の整合性が図られるよう、
平成１４年度より保育士の養成課程を見直し、両資格を同時に取得しやすくなる措置を
行ったところであり、また、今年度、「規制改革推進３ヶ年計画（再改定）」やそれを受けた
「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」に基づき、幼稚園教諭免許所有者が
保育士資格を取得しやいよう措置することとしている。

現在既に保育士又は幼稚園教諭の資格を有し保育所又は
幼稚園に数年間勤務している職員について、幼保共有化施
設に勤務することになった場合に、その実務経験を勘案し
て、数年間の経過措置として幼稚園教諭又は保育士の資格
を有するとみなすことができないか、検討し回答されたい。

Ｃ

○現行制度上、認可保育所においては、児童の年齢・人数に応じて、必要な保育士数を配
置することとしているところ。
○保育サービスの質を維持・向上するためには専門的な観点から保育がなされることが必
要であり、幼稚園免許を有し、幼稚園に数年間勤務している職員について保育士の資格を
有することとみなすというのは適当ではない。
○なお、保育士及び幼稚園教諭の資格については、養成課程の整合性が図られるよう、
平成１４年度より保育士の養成課程を見直し、両資格を同時に取得しやすくなる措置を
行ったところであり、また、今年度、「規制改革推進３ヶ年計画（再改定）」やそれを受けた
「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」に基づき、幼稚園教諭免許所有者が
保育士資格を取得しやいよう措置することとしている。

2158010 東川町1458 幼保一元化特区

幼保合築施設にお
ける幼稚園教諭、保
育所保育士資格の
経過的特例措置
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2.管理コー
ド

3.規制の特例事項名
6.措置の
分類

7.措置の
内容

8.措置の概要(対応策)
11．各省庁からの回答に対する構造改革特区推進室からの再検

討要請

12．「措置
の分類」
の見直し

13．「措置
の内容」
の見直し

14．各省庁からの再検討要請に対する回答
15．各省庁からの回答に対する構造改革特区推進室からの再々

検討要請

16．「措置
の分類」
の見直し

17．「措置
の内容」
の見直し

18．各省庁からの再々検討要請に対する回答
規制特例提
案事項管理
番号

提案主体名 特区計画の名称
規制の特例事項（事

項名）

090040

保育士資格を有す
る幼稚園教諭の保
育園延長保育への
参加の容認

Ｄ-１ Ⅲ

保育士資格を有する幼稚園教諭を延長保育に対応する職員としてカウントすることについ
ては、
　・幼稚園と保育所、両方の兼務職員であることが必要であること
　・勤務時間については、労働基準法に反しないことが必要であること
　・補助金の対象となるのは延長保育に係る時間帯のみなので、同一職員に支払われ　る
給与について、時間帯によりどちらから支払われるかの整理が必要であること
について、整理されれば、現行制度においても対応は可能である。'

2247010 掛川市（22213）
保育一元・幼保一元
特区

保育士資格を有す
る幼稚園教諭の保
育園延長保育への
参加

090050
保育所の入所要件
の緩和

Ｄ-１、Ｆ Ⅰ

○保育所は、親の就労等により家庭で保育をなし得ない児童に対して、家庭に代わり保育
を提供する児童福祉施設であり、幼稚園のように親の希望により教育を提供する教育施設
とは異なる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○近年、
女性の就業の増加等に伴い、多様な時間帯、休日など年間を通じた保育に対する需要や
０～２歳児の受入れの増加等、幼稚園との差異は拡大。
○このように多様化する子育てニーズに対応するため、地域の子育て資源を効率的に活
用することが重要であり、保育所と幼稚園は、地域の実情を踏まえ、相互の連携をより一
層強化することが重要。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○
保育所入所要件を満たさない児童の保育所への受入れについては、一時保育、特定保育
のほか、定員の範囲内での私的契約児の入所、へき地保育所による対応、地方単独施策
等地域の実情に応じた取組が既に可能となっている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　○な
お、入所要件を満たさない児童に対して公費を投入することは、従来型の補助制度の創
造・拡充を求めるものである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○また、構造改革特区第２
次提案を受け、少子化の進行等の事情のある地域を対象に、保育所において保育所児と
幼稚園児を合同で保育することを容認したところ。加えて、先般閣議決定された「経済財政
運営と構造改革に関する基本方針２００３」において平成１８年度までに検討することとされ
ている「総合施設」については、子どもの幸せとともに、利用者や地域のニーズを考え、保
育所と幼稚園の共用施設や、構造改革特区における合同保育の実施状況も評価しながら
検討することとしている。

提案者の要望は、親の就労状況等に関わらず、保育を必要
とする児童が保育所又は幼保一元化施設に公平に入所でき
るようにするというものであり、この点を踏まえ要望を実現で
きないか、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２０
０３」に規定された「総合施設」の特区における先行実施も含
めて、再度検討し回答されたい。

Ｄ-１、Ｆ

○保育所は、親の就労等により家庭で保育をなし得ない児童に対して、家庭に代わり保育
を提供する児童福祉施設であり、幼稚園のように親の希望により教育を提供する教育施設
とは異なる。
○保育所入所要件を満たさない児童の保育所への受入れについては、一時保育、特定保
育のほか、定員の範囲内での私的契約児の入所、へき地保育所による対応、地方単独施
策等地域の実情に応じた取組が既に可能となっている。
○なお、入所要件を満たさない児童に対して公費を投入することは、従来型の補助制度の
創造・拡充を求めるものである。
○また、構造改革特区第２次提案を受け、少子化の進行等の事情のある地域を対象に、
保育所において保育所児と幼稚園児を合同で保育することを容認したところであり、先般
閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において平成１８年
度までに検討することとされている「総合施設」については、子どもの幸せとともに、利用者
や地域のニーズを考え、保育所と幼稚園の共用施設や、構造改革特区における合同保育
の実施状況も評価しながら検討することとしている。

「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」に規定
された「総合施設」について、特区において先行的に実施で
きないか、検討し回答されたい。

Ｄ-１、Ｆ

○保育所は、親の就労等により家庭で保育をなし得ない児童に対して、家庭に代わり保育
を提供する児童福祉施設であり、幼稚園のように親の希望により教育を提供する教育施設
とは異なる。
○保育所入所要件を満たさない児童の保育所への受入れについては、一時保育、特定保
育のほか、定員の範囲内での私的契約児の入所、へき地保育所による対応、地方単独施
策等地域の実情に応じた取組が既に可能となっている。
○なお、入所要件を満たさない児童に対して公費を投入することは、従来型の補助制度の
創造・拡充を求めるものである。
○「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において平成１８年度までに検討
することとされている「総合施設」については、子どものしあわせとともに、利用者や地域の
ニーズを考え、保育所と幼稚園の共用施設や構造改革特区第２次提案で容認した保育所
の保育室における合同保育の実施状況も評価しながら、文部科学省など関係省庁ともよく
相談しつつ、検討を行うこととしている。

2040020 品川区（13109）
公立民営幼保一元
化特区

幼保一元化施設に
おける保育所の入
所要件の緩和

090050
保育所の入所要件
の緩和

Ｄ-１、Ｆ Ⅰ

○保育所は、親の就労等により家庭で保育をなし得ない児童に対して、家庭に代わり保育
を提供する児童福祉施設であり、原則「保育に欠ける」児童の保育を行う。
○保育所入所要件を満たさない児童の保育所への受入れについては、一時保育、特定保
育のほか、定員の範囲内での私的契約児の入所、へき地保育所による対応、地方単独施
策等地域の実情に応じた取組が既に可能となっている。
○なお、入所要件を満たさない児童に対して公費を投入することは、従来型の補助制度の
創造・拡充を求めるものである。'

提案者の要望は、親の就労状況等に関わらず、保育を必要
とする児童が保育所又は幼保一元化施設に公平に入所でき
るようにするというものであり、この点を踏まえ要望を実現で
きないか、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２０
０３」に規定された「総合施設」の特区における先行実施も含
めて、再度検討し回答されたい。

Ｄ-１、Ｆ

○保育所は、親の就労等により家庭で保育をなし得ない児童に対して、家庭に代わり保育
を提供する児童福祉施設であり、幼稚園のように親の希望により教育を提供する教育施設
とは異なる。
○保育所入所要件を満たさない児童の保育所への受入れについては、一時保育、特定保
育のほか、定員の範囲内での私的契約児の入所、へき地保育所による対応、地方単独施
策等地域の実情に応じた取組が既に可能となっている。
○なお、入所要件を満たさない児童に対して公費を投入することは、従来型の補助制度の
創造・拡充を求めるものである。
○また、構造改革特区第２次提案を受け、少子化の進行等の事情のある地域を対象に、
保育所において保育所児と幼稚園児を合同で保育することを容認したところであり、先般
閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において平成１８年
度までに検討することとされている「総合施設」については、子どもの幸せとともに、利用者
や地域のニーズを考え、保育所と幼稚園の共用施設や、構造改革特区における合同保育
の実施状況も評価しながら検討することとしている。

「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」に規定
された「総合施設」について、特区において先行的に実施で
きないか、検討し回答されたい。

Ｄ-１、Ｆ

○保育所は、親の就労等により家庭で保育をなし得ない児童に対して、家庭に代わり保育
を提供する児童福祉施設であり、幼稚園のように親の希望により教育を提供する教育施設
とは異なる。
○保育所入所要件を満たさない児童の保育所への受入れについては、一時保育、特定保
育のほか、定員の範囲内での私的契約児の入所、へき地保育所による対応、地方単独施
策等地域の実情に応じた取組が既に可能となっている。
○なお、入所要件を満たさない児童に対して公費を投入することは、従来型の補助制度の
創造・拡充を求めるものである。
○「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において平成１８年度までに検討
することとされている「総合施設」については、子どものしあわせとともに、利用者や地域の
ニーズを考え、保育所と幼稚園の共用施設や構造改革特区第２次提案で容認した保育所
の保育室における合同保育の実施状況も評価しながら、文部科学省など関係省庁ともよく
相談しつつ、検討を行うこととしている。

2240010
株式会社  東京リー
ガルマインド

保育サービス自由
選択特区

保育所の入所要件
の緩和

090050
保育所の入所要件
の緩和

Ｄ-１、Ｆ Ⅰ

○保育所は、親の就労等により家庭で保育をなし得ない児童に対して、家庭に代わり保育
を提供する児童福祉施設であり、幼稚園のように親の希望により教育を提供する教育施設
とは異なる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○近年、
女性の就業の増加等に伴い、多様な時間帯、休日など年間を通じた保育に対する需要や
０～２歳児の受入れの増加等、幼稚園との差異は拡大。
○このように多様化する子育てニーズに対応するため、地域の子育て資源を効率的に活
用することが重要であり、保育所と幼稚園は、地域の実情を踏まえ、相互の連携をより一
層強化することが重要。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○
保育所入所要件を満たさない児童の保育所への受入れについては、一時保育、特定保育
のほか、定員の範囲内での私的契約児の入所、へき地保育所による対応、地方単独施策
等地域の実情に応じた取組が既に可能となっている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　○な
お、入所要件を満たさない児童に対して公費を投入することは、従来型の補助制度の創
造・拡充を求めるものである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○また、構造改革特区第２
次提案を受け、少子化の進行等の事情のある地域を対象に、保育所において保育所児と
幼稚園児を合同で保育することを容認したところ。加えて、先般閣議決定された「経済財政
運営と構造改革に関する基本方針２００３」において平成１８年度までに検討することとされ
ている「総合施設」については、子どもの幸せとともに、利用者や地域のニーズを考え、保
育所と幼稚園の共用施設や、構造改革特区における合同保育の実施状況も評価しながら
検討することとしている。

提案者の要望は、親の就労状況等に関わらず、保育を必要
とする児童が保育所又は幼保一元化施設に公平に入所でき
るようにするというものであり、この点を踏まえ要望を実現で
きないか、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２０
０３」に規定された「総合施設」の特区における先行実施も含
めて、再度検討し回答されたい。

Ｄ-１、Ｆ

○保育所は、親の就労等により家庭で保育をなし得ない児童に対して、家庭に代わり保育
を提供する児童福祉施設であり、幼稚園のように親の希望により教育を提供する教育施設
とは異なる。
○保育所入所要件を満たさない児童の保育所への受入れについては、一時保育、特定保
育のほか、定員の範囲内での私的契約児の入所、へき地保育所による対応、地方単独施
策等地域の実情に応じた取組が既に可能となっている。
○なお、入所要件を満たさない児童に対して公費を投入することは、従来型の補助制度の
創造・拡充を求めるものである。
○また、構造改革特区第２次提案を受け、少子化の進行等の事情のある地域を対象に、
保育所において保育所児と幼稚園児を合同で保育することを容認したところであり、先般
閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において平成１８年
度までに検討することとされている「総合施設」については、子どもの幸せとともに、利用者
や地域のニーズを考え、保育所と幼稚園の共用施設や、構造改革特区における合同保育
の実施状況も評価しながら検討することとしている。

「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」に規定
された「総合施設」について、特区において先行的に実施で
きないか、検討し回答されたい。

Ｄ-１、Ｆ

○保育所は、親の就労等により家庭で保育をなし得ない児童に対して、家庭に代わり保育
を提供する児童福祉施設であり、幼稚園のように親の希望により教育を提供する教育施設
とは異なる。
○保育所入所要件を満たさない児童の保育所への受入れについては、一時保育、特定保
育のほか、定員の範囲内での私的契約児の入所、へき地保育所による対応、地方単独施
策等地域の実情に応じた取組が既に可能となっている。
○なお、入所要件を満たさない児童に対して公費を投入することは、従来型の補助制度の
創造・拡充を求めるものである。
○「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において平成１８年度までに検討
することとされている「総合施設」については、子どものしあわせとともに、利用者や地域の
ニーズを考え、保育所と幼稚園の共用施設や構造改革特区第２次提案で容認した保育所
の保育室における合同保育の実施状況も評価しながら、文部科学省など関係省庁ともよく
相談しつつ、検討を行うこととしている。

2243010 和歌山県（30000） 地方型こども園特区
保育所入所要件の
緩和

090050
保育所の入所要件
の緩和

Ｄ-１、Ｆ Ⅰ

○保育所は、親の就労等により家庭で保育をなし得ない児童に対して、家庭に代わり保育
を提供する児童福祉施設であり、幼稚園のように親の希望により教育を提供する教育施設
とは異なる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○近年、
女性の就業の増加等に伴い、多様な時間帯、休日など年間を通じた保育に対する需要や
０～２歳児の受入れの増加等、幼稚園との差異は拡大。
○このように多様化する子育てニーズに対応するため、地域の子育て資源を効率的に活
用することが重要であり、保育所と幼稚園は、地域の実情を踏まえ、相互の連携をより一
層強化することが重要。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○
保育所入所要件を満たさない児童の保育所への受入れについては、一時保育、特定保育
のほか、定員の範囲内での私的契約児の入所、へき地保育所による対応、地方単独施策
等地域の実情に応じた取組が既に可能となっている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　○な
お、入所要件を満たさない児童に対して公費を投入することは、従来型の補助制度の創
造・拡充を求めるものである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○また、構造改革特区第２
次提案を受け、少子化の進行等の事情のある地域を対象に、保育所において保育所児と
幼稚園児を合同で保育することを容認したところ。加えて、先般閣議決定された「経済財政
運営と構造改革に関する基本方針２００３」において平成１８年度までに検討することとされ
ている「総合施設」については、子どもの幸せとともに、利用者や地域のニーズを考え、保
育所と幼稚園の共用施設や、構造改革特区における合同保育の実施状況も評価しながら
検討することとしている。

提案者の要望は、親の就労状況等に関わらず、保育を必要
とする児童が保育所又は幼保一元化施設に公平に入所でき
るようにするというものであり、この点を踏まえ要望を実現で
きないか、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２０
０３」に規定された「総合施設」の特区における先行実施も含
めて、再度検討し回答されたい。

Ｄ-１、Ｆ

○保育所は、親の就労等により家庭で保育をなし得ない児童に対して、家庭に代わり保育
を提供する児童福祉施設であり、幼稚園のように親の希望により教育を提供する教育施設
とは異なる。
○保育所入所要件を満たさない児童の保育所への受入れについては、一時保育、特定保
育のほか、定員の範囲内での私的契約児の入所、へき地保育所による対応、地方単独施
策等地域の実情に応じた取組が既に可能となっている。
○なお、入所要件を満たさない児童に対して公費を投入することは、従来型の補助制度の
創造・拡充を求めるものである。
○また、構造改革特区第２次提案を受け、少子化の進行等の事情のある地域を対象に、
保育所において保育所児と幼稚園児を合同で保育することを容認したところであり、先般
閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において平成１８年
度までに検討することとされている「総合施設」については、子どもの幸せとともに、利用者
や地域のニーズを考え、保育所と幼稚園の共用施設や、構造改革特区における合同保育
の実施状況も評価しながら検討することとしている。

「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」に規定
された「総合施設」について、特区において先行的に実施で
きないか、検討し回答されたい。

Ｄ-１、Ｆ

○保育所は、親の就労等により家庭で保育をなし得ない児童に対して、家庭に代わり保育
を提供する児童福祉施設であり、幼稚園のように親の希望により教育を提供する教育施設
とは異なる。
○保育所入所要件を満たさない児童の保育所への受入れについては、一時保育、特定保
育のほか、定員の範囲内での私的契約児の入所、へき地保育所による対応、地方単独施
策等地域の実情に応じた取組が既に可能となっている。
○なお、入所要件を満たさない児童に対して公費を投入することは、従来型の補助制度の
創造・拡充を求めるものである。
○「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において平成１８年度までに検討
することとされている「総合施設」については、子どものしあわせとともに、利用者や地域の
ニーズを考え、保育所と幼稚園の共用施設や構造改革特区第２次提案で容認した保育所
の保育室における合同保育の実施状況も評価しながら、文部科学省など関係省庁ともよく
相談しつつ、検討を行うこととしている。

2260020 個人（50010）
中学校区を基準とし
た地域ケア

幼保一元化

090050
保育所の入所要件
の緩和

Ｄ-１、Ｆ Ⅰ

○保育所は、親の就労等により家庭で保育をなし得ない児童に対して、家庭に代わり保育
を提供する児童福祉施設であり、幼稚園のように親の希望により教育を提供する教育施設
とは異なる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○近年、
女性の就業の増加等に伴い、多様な時間帯、休日など年間を通じた保育に対する需要や
０～２歳児の受入れの増加等、幼稚園との差異は拡大。
○このように多様化する子育てニーズに対応するため、地域の子育て資源を効率的に活
用することが重要であり、保育所と幼稚園は、地域の実情を踏まえ、相互の連携をより一
層強化することが重要。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○保育
所入所要件を満たさない児童の保育所への受入れについては、一時保育、特定保育のほ
か、定員の範囲内での私的契約児の入所、へき地保育所による対応、地方単独施策等地
域の実情に応じた取組が既に可能となっている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　○なお、入
所要件を満たさない児童に対して公費を投入することは、従来型の補助制度の創造・拡充
を求めるものである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○また、構造改革特区第２次提案
を受け、少子化の進行等の事情のある地域を対象に、保育所において保育所児と幼稚園
児を合同で保育することを容認したところ。加えて、先般閣議決定された「経済財政運営と
構造改革に関する基本方針２００３」において平成１８年度までに検討することとされている
「総合施設」については、子どもの幸せとともに、利用者や地域のニーズを考え、保育所と
幼稚園の共用施設や、構造改革特区における合同保育の実施状況も評価しながら検討す
ることとしている。

提案者の要望は、親の就労状況等に関わらず、保育を必要
とする児童が保育所又は幼保一元化施設に公平に入所でき
るようにするというものであり、この点を踏まえ要望を実現で
きないか、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２０
０３」に規定された「総合施設」の特区における先行実施も含
めて、再度検討し回答されたい。

Ｄ-１、Ｆ

○保育所は、親の就労等により家庭で保育をなし得ない児童に対して、家庭に代わり保育
を提供する児童福祉施設であり、幼稚園のように親の希望により教育を提供する教育施設
とは異なる。
○保育所入所要件を満たさない児童の保育所への受入れについては、一時保育、特定保
育のほか、定員の範囲内での私的契約児の入所、へき地保育所による対応、地方単独施
策等地域の実情に応じた取組が既に可能となっている。
○なお、入所要件を満たさない児童に対して公費を投入することは、従来型の補助制度の
創造・拡充を求めるものである。
○また、構造改革特区第２次提案を受け、少子化の進行等の事情のある地域を対象に、
保育所において保育所児と幼稚園児を合同で保育することを容認したところであり、先般
閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において平成１８年
度までに検討することとされている「総合施設」については、子どもの幸せとともに、利用者
や地域のニーズを考え、保育所と幼稚園の共用施設や、構造改革特区における合同保育
の実施状況も評価しながら検討することとしている。

「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」に規定
された「総合施設」について、特区において先行的に実施で
きないか、検討し回答されたい。

Ｄ-１、Ｆ

○保育所は、親の就労等により家庭で保育をなし得ない児童に対して、家庭に代わり保育
を提供する児童福祉施設であり、幼稚園のように親の希望により教育を提供する教育施設
とは異なる。
○保育所入所要件を満たさない児童の保育所への受入れについては、一時保育、特定保
育のほか、定員の範囲内での私的契約児の入所、へき地保育所による対応、地方単独施
策等地域の実情に応じた取組が既に可能となっている。
○なお、入所要件を満たさない児童に対して公費を投入することは、従来型の補助制度の
創造・拡充を求めるものである。
○「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において平成１８年度までに検討
することとされている「総合施設」については、子どものしあわせとともに、利用者や地域の
ニーズを考え、保育所と幼稚園の共用施設や構造改革特区第２次提案で容認した保育所
の保育室における合同保育の実施状況も評価しながら、文部科学省など関係省庁ともよく
相談しつつ、検討を行うこととしている。

2228070 千代田区(13101)
子育て特区（幼保一
元施設設置）

（厚労省事項名）保
育所入所要件の緩
和、（本区事項名）
「保育所」入所にあ
たっての「保育に欠
ける」要件の緩和
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09　厚生労働省　再々検討要請（特区）第３次

2.管理コー
ド

3.規制の特例事項名
6.措置の
分類

7.措置の
内容

8.措置の概要(対応策)
11．各省庁からの回答に対する構造改革特区推進室からの再検

討要請

12．「措置
の分類」
の見直し

13．「措置
の内容」
の見直し

14．各省庁からの再検討要請に対する回答
15．各省庁からの回答に対する構造改革特区推進室からの再々

検討要請

16．「措置
の分類」
の見直し

17．「措置
の内容」
の見直し

18．各省庁からの再々検討要請に対する回答
規制特例提
案事項管理
番号

提案主体名 特区計画の名称
規制の特例事項（事

項名）

090050
保育所の入所要件
の緩和

Ｄ-１、Ｆ Ⅰ

○保育所は、親の就労等により家庭で保育をなし得ない児童に対して、家庭に代わり保育
を提供する児童福祉施設であり、幼稚園のように親の希望により教育を提供する教育施設
とは異なる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○近年、
女性の就業の増加等に伴い、多様な時間帯、休日など年間を通じた保育に対する需要や
０～２歳児の受入れの増加等、幼稚園との差異は拡大。
○このように多様化する子育てニーズに対応するため、地域の子育て資源を効率的に活
用することが重要であり、保育所と幼稚園は、地域の実情を踏まえ、相互の連携をより一
層強化することが重要。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○保育
所入所要件を満たさない児童の保育所への受入れについては、一時保育、特定保育のほ
か、定員の範囲内での私的契約児の入所、へき地保育所による対応、地方単独施策等地
域の実情に応じた取組が既に可能となっている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　○なお、入
所要件を満たさない児童に対して公費を投入することは、従来型の補助制度の創造・拡充
を求めるものである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○また、構造改革特区第２次提案
を受け、少子化の進行等の事情のある地域を対象に、保育所において保育所児と幼稚園
児を合同で保育することを容認したところ。加えて、先般閣議決定された「経済財政運営と
構造改革に関する基本方針２００３」において平成１８年度までに検討することとされている
「総合施設」については、子どもの幸せとともに、利用者や地域のニーズを考え、保育所と
幼稚園の共用施設や、構造改革特区における合同保育の実施状況も評価しながら検討す
ることとしている。

提案者の要望は、親の就労状況等に関わらず、保育を必要
とする児童が保育所又は幼保一元化施設に公平に入所でき
るようにするというものであり、この点を踏まえ要望を実現で
きないか、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２０
０３」に規定された「総合施設」の特区における先行実施も含
めて、再度検討し回答されたい。

Ｄ-１、Ｆ

○保育所は、親の就労等により家庭で保育をなし得ない児童に対して、家庭に代わり保育
を提供する児童福祉施設であり、幼稚園のように親の希望により教育を提供する教育施設
とは異なる。
○保育所入所要件を満たさない児童の保育所への受入れについては、一時保育、特定保
育のほか、定員の範囲内での私的契約児の入所、へき地保育所による対応、地方単独施
策等地域の実情に応じた取組が既に可能となっている。
○なお、入所要件を満たさない児童に対して公費を投入することは、従来型の補助制度の
創造・拡充を求めるものである。
○また、構造改革特区第２次提案を受け、少子化の進行等の事情のある地域を対象に、
保育所において保育所児と幼稚園児を合同で保育することを容認したところであり、先般
閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において平成１８年
度までに検討することとされている「総合施設」については、子どもの幸せとともに、利用者
や地域のニーズを考え、保育所と幼稚園の共用施設や、構造改革特区における合同保育
の実施状況も評価しながら検討することとしている。

「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」に規定
された「総合施設」について、特区において先行的に実施で
きないか、検討し回答されたい。

Ｄ-１、Ｆ

○保育所は、親の就労等により家庭で保育をなし得ない児童に対して、家庭に代わり保育
を提供する児童福祉施設であり、幼稚園のように親の希望により教育を提供する教育施設
とは異なる。
○保育所入所要件を満たさない児童の保育所への受入れについては、一時保育、特定保
育のほか、定員の範囲内での私的契約児の入所、へき地保育所による対応、地方単独施
策等地域の実情に応じた取組が既に可能となっている。
○なお、入所要件を満たさない児童に対して公費を投入することは、従来型の補助制度の
創造・拡充を求めるものである。
○「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において平成１８年度までに検討
することとされている「総合施設」については、子どものしあわせとともに、利用者や地域の
ニーズを考え、保育所と幼稚園の共用施設や構造改革特区第２次提案で容認した保育所
の保育室における合同保育の実施状況も評価しながら、文部科学省など関係省庁ともよく
相談しつつ、検討を行うこととしている。

5097070 東京都千代田区
「保育所」入所にあ
たっての「保育に欠
ける」要件の緩和

090061
幼稚園と保育所の
制度の一元化

Ｄ-１、Ｆ Ⅰ

○保育所は、親の就労等により家庭で保育をなし得ない児童に対して、家
庭に代わり保育を提供する児童福祉施設であり、幼稚園のように親の希望
により教育を提供する教育施設とは異なる。
○近年、女性の就業の増加等に伴い、多様な時間帯、休日など年間を通じ
た保育に対する需要や０～２歳児の受入れの増加等、幼稚園との差異は
拡大。
○このように多様化する子育てニーズに対応するため、地域の子育て資源
を効率的に活用することが重要。
○保育所と幼稚園は、地域の実情を踏まえ、相互の連携をより一層強化す
ることが重要であり、文部科学省と共同して、両施設の共用化等、弾力的
な運用を可能としているところ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○幼稚園と
保育所制度を統合した新たな施設については、地方単独事業であれば現
行制度でも創設可能であるところ。　　　　　　　　　　　'
○なお、幼稚園と保育所制度を統合した新たな施設に対して補助を実施す
ることは、従来型の補助制度の創設・拡充を求めるものである。
○また、構造改革特区第２次提案を受け、少子化の進行等の事情のある
地域を対象に、保育所において保育所児と幼稚園児を合同で保育すること
を容認したところ。加えて、先般閣議決定された「経済財政運営と構造改革
に関する基本方針２００３」において平成１８年度までに検討することとされ
ている「総合施設」については、子どもの幸せとともに、利用者や地域の
ニーズを考え、保育所と幼稚園の共用施設や、構造改革特区における合
同保育の実施状況も評価しながら検討することとしている。

提案者の要望は、児童が年齢や家庭環境等で区別されるこ
となく、一貫した育成方針による保育及び教育を受けられる
ようにするために、これまでの経緯から現在、保育所と幼稚
園に区分されている各種の制度を一元化するというものであ
り、この点を踏まえ要望を実現できないか、「経済財政運営と
構造改革に関する基本方針２００３」に規定された「総合施
設」の特区における先行実施も含めて、再度検討し回答され
たい。

Ｄ-１、Ｆ

○保育所は、親の就労等により家庭で保育をなし得ない児童に対して、家庭に代わり保育
を提供する児童福祉施設であり、幼稚園のように親の希望により教育を提供する教育施設
とは異なる。
○近年、女性の就業の増加等に伴い、多様な時間帯、休日など年間を通じた保育に対す
る需要や０～２歳児の受入れの増加等、幼稚園との差異は拡大。
○このように多様化する子育てニーズに対応するため、地域の子育て資源を効率的に活
用することが重要。
○保育所と幼稚園は、地域の実情を踏まえ、相互の連携をより一層強化することが重要で
あり、文部科学省と共同して、両施設の共用化等、弾力的な運用を可能としているところ。
○幼稚園と保育所制度を統合した新たな施設については、地方単独事業であれば現行制
度でも創設可能であるところ。
○なお、幼稚園と保育所制度を統合した新たな施設に対して補助を実施することは、従来
型の補助制度の創設・拡充を求めるものである。
○また、構造改革特区第２次提案を受け、少子化の進行等の事情のある地域を対象に、
保育所において保育所児と幼稚園児を合同で保育することを容認したところであり、先般
閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において平成１８年
度までに検討することとされている「総合施設」については、子どもの幸せとともに、利用者
や地域のニーズを考え、保育所と幼稚園の共用施設や、構造改革特区における合同保育
の実施状況も評価しながら検討することとしている。

「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」に規定
された「総合施設」について、特区において先行的に実施で
きないか、検討し回答されたい。

Ｄ-１、Ｆ

○保育所は、親の就労等により家庭で保育をなし得ない児童に対して、家庭に代わり保育
を提供する児童福祉施設であり、幼稚園のように親の希望により教育を提供する教育施設
とは異なる。
○近年、女性の就業の増加等に伴い、多様な時間帯、休日など年間を通じた保育に対す
る需要や０～２歳児の受入れの増加等、幼稚園との差異は拡大。
○このように多様化する子育てニーズに対応するため、地域の子育て資源を効率的に活
用することが重要。
○保育所と幼稚園は、地域の実情を踏まえ、相互の連携をより一層強化することが重要で
あり、文部科学省と共同して、両施設の共用化等、弾力的な運用を可能としているところ。
○幼稚園と保育所制度を統合した新たな施設については、地方単独事業であれば現行制
度でも創設可能であるところ。
○なお、幼稚園と保育所制度を統合した新たな施設に対して補助を実施することは、従来
型の補助制度の創設・拡充を求めるものである。
○「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において平成１８年度までに検討
することとされている「総合施設」については、子どものしあわせとともに、利用者や地域の
ニーズを考え、保育所と幼稚園の共用施設や構造改革特区第２次提案で容認した保育所
の保育室における合同保育の実施状況も評価しながら、文部科学省など関係省庁ともよく
相談しつつ、検討を行うこととしている。

2228010 千代田区(13101)
子育て特区（幼保一
元施設設置）

（厚労省事項名）幼
稚園と保育所の制
度の一元化、（本区
事項名）幼稚園と保
育所の機能を統合
した第三の制度（幼
保一元化施設）の創
設

090061
幼稚園と保育所の
制度の一元化

Ｄ-１、Ｆ Ⅰ

○保育所は、親の就労等により家庭で保育をなし得ない児童に対して、家
庭に代わり保育を提供する児童福祉施設であり、幼稚園のように親の希望
により教育を提供する教育施設とは異なる。
○近年、女性の就業の増加等に伴い、多様な時間帯、休日など年間を通じ
た保育に対する需要や０～２歳児の受入れの増加等、幼稚園との差異は
拡大。
○このように多様化する子育てニーズに対応するため、地域の子育て資源
を効率的に活用することが重要。
○保育所と幼稚園は、地域の実情を踏まえ、相互の連携をより一層強化す
ることが重要であり、文部科学省と共同して、両施設の共用化等、弾力的
な運用を可能としているところ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○幼稚園と
保育所制度を統合した新たな施設については,地方単独事業であれば現行
制度でも創設可能であるところ。　　　　　　　　　　　　　'
○なお、幼稚園と保育所制度を統合した新たな施設に対して補助を実施す
ることは、従来型の補助制度の創設・拡充を求めるものである。
○また、構造改革特区第２次提案を受け、少子化の進行等の事情のある
地域を対象に、保育所において保育所児と幼稚園児を合同で保育すること
を容認したところ。加えて、先般閣議決定された「経済財政運営と構造改革
に関する基本方針２００３」において平成１８年度までに検討することとされ
ている「総合施設」については、子どもの幸せとともに、利用者や地域の
ニーズを考え、保育所と幼稚園の共用施設や、構造改革特区における合
同保育の実施状況も評価しながら検討することとしている。

提案者の要望は、児童が年齢や家庭環境等で区別されるこ
となく、一貫した育成方針による保育及び教育を受けられる
ようにするために、これまでの経緯から現在、保育所と幼稚
園に区分されている各種の制度を一元化するというものであ
り、この点を踏まえ要望を実現できないか、「経済財政運営と
構造改革に関する基本方針２００３」に規定された「総合施
設」の特区における先行実施も含めて、再度検討し回答され
たい。

Ｄ-１、Ｆ

○保育所は、親の就労等により家庭で保育をなし得ない児童に対して、家庭に代わり保育
を提供する児童福祉施設であり、幼稚園のように親の希望により教育を提供する教育施設
とは異なる。
○近年、女性の就業の増加等に伴い、多様な時間帯、休日など年間を通じた保育に対す
る需要や０～２歳児の受入れの増加等、幼稚園との差異は拡大。
○このように多様化する子育てニーズに対応するため、地域の子育て資源を効率的に活
用することが重要。
○保育所と幼稚園は、地域の実情を踏まえ、相互の連携をより一層強化することが重要で
あり、文部科学省と共同して、両施設の共用化等、弾力的な運用を可能としているところ。
○幼稚園と保育所制度を統合した新たな施設については、地方単独事業であれば現行制
度でも創設可能であるところ。
○なお、幼稚園と保育所制度を統合した新たな施設に対して補助を実施することは、従来
型の補助制度の創設・拡充を求めるものである。
○また、構造改革特区第２次提案を受け、少子化の進行等の事情のある地域を対象に、
保育所において保育所児と幼稚園児を合同で保育することを容認したところであり、先般
閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において平成１８年
度までに検討することとされている「総合施設」については、子どもの幸せとともに、利用者
や地域のニーズを考え、保育所と幼稚園の共用施設や、構造改革特区における合同保育
の実施状況も評価しながら検討することとしている。

「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」に規定
された「総合施設」について、特区において先行的に実施で
きないか、検討し回答されたい。

Ｄ-１、Ｆ

○保育所は、親の就労等により家庭で保育をなし得ない児童に対して、家庭に代わり保育
を提供する児童福祉施設であり、幼稚園のように親の希望により教育を提供する教育施設
とは異なる。
○近年、女性の就業の増加等に伴い、多様な時間帯、休日など年間を通じた保育に対す
る需要や０～２歳児の受入れの増加等、幼稚園との差異は拡大。
○このように多様化する子育てニーズに対応するため、地域の子育て資源を効率的に活
用することが重要。
○保育所と幼稚園は、地域の実情を踏まえ、相互の連携をより一層強化することが重要で
あり、文部科学省と共同して、両施設の共用化等、弾力的な運用を可能としているところ。
○幼稚園と保育所制度を統合した新たな施設については、地方単独事業であれば現行制
度でも創設可能であるところ。
○なお、幼稚園と保育所制度を統合した新たな施設に対して補助を実施することは、従来
型の補助制度の創設・拡充を求めるものである。
○「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において平成１８年度までに検討
することとされている「総合施設」については、子どものしあわせとともに、利用者や地域の
ニーズを考え、保育所と幼稚園の共用施設や構造改革特区第２次提案で容認した保育所
の保育室における合同保育の実施状況も評価しながら、文部科学省など関係省庁ともよく
相談しつつ、検討を行うこととしている。

5097010 東京都千代田区

幼稚園と保育所の
機能を統合した第三
の制度（幼保一元化
施設）の創設

090061
幼稚園と保育所の
制度の一元化

Ｄ-１、Ｆ Ⅰ

○保育所は、親の就労等により家庭で保育をなし得ない児童に対して、家
庭に代わり保育を提供する児童福祉施設であり、幼稚園のように親の希望
により教育を提供する教育施設とは異なる。
○近年、女性の就業の増加等に伴い、多様な時間帯、休日など年間を通じ
た保育に対する需要や０～２歳児の受入れの増加等、幼稚園との差異は
拡大。
○このように多様化する子育てニーズに対応するため、地域の子育て資源
を効率的に活用することが重要。
○保育所と幼稚園は、地域の実情を踏まえ、相互の連携をより一層強化す
ることが重要であり、文部科学省と共同して、両施設の共用化等、弾力的
な運用を可能としているところ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○幼稚園と
保育所制度を統合した新たな施設については、地方単独事業であれば現
行制度でも創設可能であるところ。　　　　　　　　　　　　　'
○なお、幼稚園と保育所制度を統合した新たな施設に対して補助を実施す
ることは、従来型の補助制度の創設・拡充を求めるものである。
○また、構造改革特区第２次提案を受け、少子化の進行等の事情のある
地域を対象に、保育所において保育所児と幼稚園児を合同で保育すること
を容認したところ。加えて、先般閣議決定された「経済財政運営と構造改革
に関する基本方針２００３」において平成１８年度までに検討することとされ
ている「総合施設」については、子どもの幸せとともに、利用者や地域の
ニーズを考え、保育所と幼稚園の共用施設や、構造改革特区における合
同保育の実施状況も評価しながら検討することとしている。

提案者の要望は、児童が年齢や家庭環境等で区別されるこ
となく、一貫した育成方針による保育及び教育を受けられる
ようにするために、これまでの経緯から現在、保育所と幼稚
園に区分されている各種の制度を一元化するというものであ
り、この点を踏まえ要望を実現できないか、「経済財政運営と
構造改革に関する基本方針２００３」に規定された「総合施
設」の特区における先行実施も含めて、再度検討し回答され
たい。

Ｄ-１、Ｆ

○保育所は、親の就労等により家庭で保育をなし得ない児童に対して、家庭に代わり保育
を提供する児童福祉施設であり、幼稚園のように親の希望により教育を提供する教育施設
とは異なる。
○近年、女性の就業の増加等に伴い、多様な時間帯、休日など年間を通じた保育に対す
る需要や０～２歳児の受入れの増加等、幼稚園との差異は拡大。
○このように多様化する子育てニーズに対応するため、地域の子育て資源を効率的に活
用することが重要。
○保育所と幼稚園は、地域の実情を踏まえ、相互の連携をより一層強化することが重要で
あり、文部科学省と共同して、両施設の共用化等、弾力的な運用を可能としているところ。
○幼稚園と保育所制度を統合した新たな施設については、地方単独事業であれば現行制
度でも創設可能であるところ。　　　　　　　　　　　'
○なお、幼稚園と保育所制度を統合した新たな施設に対して補助を実施することは、従来
型の補助制度の創設・拡充を求めるものである。
○また、構造改革特区第２次提案を受け、少子化の進行等の事情のある地域を対象に、
保育所において保育所児と幼稚園児を合同で保育することを容認したところであり、先般
閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において平成１８年
度までに検討することとされている「総合施設」については、子どもの幸せとともに、利用者
や地域のニーズを考え、保育所と幼稚園の共用施設や、構造改革特区における合同保育
の実施状況も評価しながら検討することとしている。

「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」に規定
された「総合施設」について、特区において先行的に実施で
きないか、検討し回答されたい。

Ｄ-１、Ｆ

○保育所は、親の就労等により家庭で保育をなし得ない児童に対して、家庭に代わり保育
を提供する児童福祉施設であり、幼稚園のように親の希望により教育を提供する教育施設
とは異なる。
○近年、女性の就業の増加等に伴い、多様な時間帯、休日など年間を通じた保育に対す
る需要や０～２歳児の受入れの増加等、幼稚園との差異は拡大。
○このように多様化する子育てニーズに対応するため、地域の子育て資源を効率的に活
用することが重要。
○保育所と幼稚園は、地域の実情を踏まえ、相互の連携をより一層強化することが重要で
あり、文部科学省と共同して、両施設の共用化等、弾力的な運用を可能としているところ。
○幼稚園と保育所制度を統合した新たな施設については、地方単独事業であれば現行制
度でも創設可能であるところ。
○なお、幼稚園と保育所制度を統合した新たな施設に対して補助を実施することは、従来
型の補助制度の創設・拡充を求めるものである。
○「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において平成１８年度までに検討
することとされている「総合施設」については、子どものしあわせとともに、利用者や地域の
ニーズを考え、保育所と幼稚園の共用施設や構造改革特区第２次提案で容認した保育所
の保育室における合同保育の実施状況も評価しながら、文部科学省など関係省庁ともよく
相談しつつ、検討を行うこととしている。

2093010 港区（13103)
豊かな都心居住と
子育て活動を支える
すこやか特区

現行の幼稚園・保育
所制度の再構築

090062
幼稚園と保育所のカ
リキュラムの統一

D-1 Ⅳ
○保育内容については、幼稚園教育要領との整合性が図られるよう保育所保育指針を改
定し、平成１２年４月より施行されている。

提案者の要望は、児童が年齢や家庭環境等で区別されるこ
となく、一貫した育成方針による保育及び教育を受けられる
ようにするために、これまでの経緯から現在、保育所と幼稚
園に区分されている各種の制度を一元化するというものであ
り、この点を踏まえ要望を実現できないか、「経済財政運営と
構造改革に関する基本方針２００３」に規定された「総合施
設」の特区における先行実施も含めて、再度検討し回答され
たい。

D-1

○保育内容については、幼稚園教育要領との整合性が図られるよう保育所保育指針を改
定し、平成１２年４月より施行されている。
○なお、構造改革特区第２次提案を受け、少子化の進行等の事情のある地域を対象に、
保育所において保育所児と幼稚園児を合同で保育することを容認したところであり、先般
閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において平成１８年
度までに検討することとされている「総合施設」については、子どもの幸せとともに、利用者
や地域のニーズを考え、保育所と幼稚園の共用施設や、構造改革特区における合同保育
の実施状況も評価しながら検討することとしている。

「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」に規定
された「総合施設」について、特区において先行的に実施で
きないか、検討し回答されたい。

D-1

○保育内容については、幼稚園教育要領との整合性が図られるよう保育所保育指針を改
定し、平成１２年４月より施行されている。
○「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において平成１８年度までに検討
することとされている「総合施設」については、子どものしあわせとともに、利用者や地域の
ニーズを考え、保育所と幼稚園の共用施設や構造改革特区第２次提案で容認した保育所
の保育室における合同保育の実施状況も評価しながら、文部科学省など関係省庁ともよく
相談しつつ、検討を行うこととしている。

2228020 千代田区(13101)
子育て特区（幼保一
元施設設置）

（文科省事項名）幼
稚園と保育所にお
ける教育内容の統
一、（厚労省事項
名）保育所と幼稚園
のカリキュラムの統
一、（本区事項名）
「幼稚園教育要領」
と「保育所保育指
針」の統合
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2.管理コー
ド

3.規制の特例事項名
6.措置の
分類

7.措置の
内容

8.措置の概要(対応策)
11．各省庁からの回答に対する構造改革特区推進室からの再検

討要請

12．「措置
の分類」
の見直し

13．「措置
の内容」
の見直し

14．各省庁からの再検討要請に対する回答
15．各省庁からの回答に対する構造改革特区推進室からの再々

検討要請

16．「措置
の分類」
の見直し

17．「措置
の内容」
の見直し

18．各省庁からの再々検討要請に対する回答
規制特例提
案事項管理
番号

提案主体名 特区計画の名称
規制の特例事項（事

項名）

090062
幼稚園と保育所のカ
リキュラムの統一

D-1 Ⅳ
○保育内容については、幼稚園教育要領との整合性が図られるよう保育所保育指針を改
定し、平成１２年４月より施行されている。

提案者の要望は、児童が年齢や家庭環境等で区別されるこ
となく、一貫した育成方針による保育及び教育を受けられる
ようにするために、これまでの経緯から現在、保育所と幼稚
園に区分されている各種の制度を一元化するというものであ
り、この点を踏まえ要望を実現できないか、「経済財政運営と
構造改革に関する基本方針２００３」に規定された「総合施
設」の特区における先行実施も含めて、再度検討し回答され
たい。

D-1

○保育内容については、幼稚園教育要領との整合性が図られるよう保育所保育指針を改
定し、平成１２年４月より施行されている。
○なお、構造改革特区第２次提案を受け、少子化の進行等の事情のある地域を対象に、
保育所において保育所児と幼稚園児を合同で保育することを容認したところであり、先般
閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において平成１８年
度までに検討することとされている「総合施設」については、子どもの幸せとともに、利用者
や地域のニーズを考え、保育所と幼稚園の共用施設や、構造改革特区における合同保育
の実施状況も評価しながら検討することとしている。

「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」に規定
された「総合施設」について、特区において先行的に実施で
きないか、検討し回答されたい。

D-1

○保育内容については、幼稚園教育要領との整合性が図られるよう保育所保育指針を改
定し、平成１２年４月より施行されている。
○「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において平成１８年度までに検討
することとされている「総合施設」については、子どものしあわせとともに、利用者や地域の
ニーズを考え、保育所と幼稚園の共用施設や構造改革特区第２次提案で容認した保育所
の保育室における合同保育の実施状況も評価しながら、文部科学省など関係省庁ともよく
相談しつつ、検討を行うこととしている。

5097020 東京都千代田区
「幼稚園教育要領」
と「保育所保育指
針」の統合

090063
保育士資格と幼稚
園教諭免許の統合

Ｃ Ⅲ

○保育所と幼稚園は、それぞれが整備充実を図る中で、地域の実情に応じた弾力的な設
置・運営が可能となるよう連携を図ってきているところ。
○保育士及び幼稚園教諭の資格については、養成課程の整合性が図られるよう、平成１４
年度より保育士の養成課程を見直し、両資格を同時に取得しやすくなる措置を行ったとこ
ろであり、また、今年度、「規制改革推進３ヶ年計画（再改定）」やそれを受けた「経済財政
運営と構造改革に関する基本方針２００３」に基づき、幼稚園教諭免許所有者が保育士資
格を取得しやいよう措置することとしている。

提案者の要望は、児童が年齢や家庭環境等で区別されるこ
となく、一貫した育成方針による保育及び教育を受けられる
ようにするために、これまでの経緯から現在、保育所と幼稚
園に区分されている各種の制度を一元化するというものであ
り、この点を踏まえ要望を実現できないか、「経済財政運営と
構造改革に関する基本方針２００３」に規定された「総合施
設」の特区における先行実施も含めて、再度検討し回答され
たい。

Ｃ

○保育所と幼稚園は、それぞれが整備充実を図る中で、地域の実情に応じた弾力的な設
置・運営が可能となるよう連携を図ってきているところ。
○保育士及び幼稚園教諭の資格については、養成課程の整合性が図られるよう、平成１４
年度より保育士の養成課程を見直し、両資格を同時に取得しやすくなる措置を行ったとこ
ろであり、また、今年度、「規制改革推進３ヶ年計画（再改定）」やそれを受けた「経済財政
運営と構造改革に関する基本方針２００３」に基づき、幼稚園教諭免許所有者が保育士資
格を取得しやいよう措置することとしている。
○なお、構造改革特区第２次提案を受け、少子化の進行等の事情のある地域を対象に、
保育所において保育所児と幼稚園児を合同で保育することを容認したところであり、先般
閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において平成１８年
度までに検討することとされている「総合施設」については、子どもの幸せとともに、利用者
や地域のニーズを考え、保育所と幼稚園の共用施設や、構造改革特区における合同保育
の実施状況も評価しながら検討することとしている。

「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」に規定
された「総合施設」について、特区において先行的に実施で
きないか、検討し回答されたい。

Ｃ

○保育所と幼稚園は、それぞれが整備充実を図る中で、地域の実情に応じた弾力的な設
置・運営が可能となるよう連携を図ってきているところ。
○保育士及び幼稚園教諭の資格については、養成課程の整合性が図られるよう、平成１４
年度より保育士の養成課程を見直し、両資格を同時に取得しやすくなる措置を行ったとこ
ろであり、また、今年度、「規制改革推進３ヶ年計画（再改定）」やそれを受けた「経済財政
運営と構造改革に関する基本方針２００３」に基づき、幼稚園教諭免許所有者が保育士資
格を取得しやいよう措置することとしている。
○「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において平成１８年度までに検討
することとされている「総合施設」については、子どものしあわせとともに、利用者や地域の
ニーズを考え、保育所と幼稚園の共用施設や構造改革特区第２次提案で容認した保育所
の保育室における合同保育の実施状況も評価しながら、文部科学省など関係省庁ともよく
相談しつつ、検討を行うこととしている。

2228030 千代田区(13101)
子育て特区（幼保一
元施設設置）

（文科省事項名）保
育士資格・幼稚園教
諭免許の統合、（厚
労省事項名）保育士
資格・幼稚園教諭免
許の統合、（本区事
項名）「幼稚園教諭」
と「保育士」の資格
の一元化

090063
保育士資格と幼稚
園教諭免許の統合

Ｃ Ⅲ

○保育所と幼稚園は、それぞれが整備充実を図る中で、地域の実情に応じた弾力的な設
置・運営が可能となるよう連携を図ってきているところ。
○保育士及び幼稚園教諭の資格については、養成課程の整合性が図られるよう、平成１４
年度より保育士の養成課程を見直し、両資格を同時に取得しやすくなる措置を行ったとこ
ろであり、また、今年度、「規制改革推進３ヶ年計画（再改定）」やそれを受けた「経済財政
運営と構造改革に関する基本方針２００３」に基づき、幼稚園教諭免許所有者が保育士資
格を取得しやいよう措置することとしている。

提案者の要望は、児童が年齢や家庭環境等で区別されるこ
となく、一貫した育成方針による保育及び教育を受けられる
ようにするために、これまでの経緯から現在、保育所と幼稚
園に区分されている各種の制度を一元化するというものであ
り、この点を踏まえ要望を実現できないか、「経済財政運営と
構造改革に関する基本方針２００３」に規定された「総合施
設」の特区における先行実施も含めて、再度検討し回答され
たい。

Ｃ

○保育所と幼稚園は、それぞれが整備充実を図る中で、地域の実情に応じた弾力的な設
置・運営が可能となるよう連携を図ってきているところ。
○保育士及び幼稚園教諭の資格については、養成課程の整合性が図られるよう、平成１４
年度より保育士の養成課程を見直し、両資格を同時に取得しやすくなる措置を行ったとこ
ろであり、また、今年度、「規制改革推進３ヶ年計画（再改定）」やそれを受けた「経済財政
運営と構造改革に関する基本方針２００３」に基づき、幼稚園教諭免許所有者が保育士資
格を取得しやいよう措置することとしている。
○なお、構造改革特区第２次提案を受け、少子化の進行等の事情のある地域を対象に、
保育所において保育所児と幼稚園児を合同で保育することを容認したところであり、先般
閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において平成１８年
度までに検討することとされている「総合施設」については、子どもの幸せとともに、利用者
や地域のニーズを考え、保育所と幼稚園の共用施設や、構造改革特区における合同保育
の実施状況も評価しながら検討することとしている。

「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」に規定
された「総合施設」について、特区において先行的に実施で
きないか、検討し回答されたい。

Ｃ

○保育所と幼稚園は、それぞれが整備充実を図る中で、地域の実情に応じた弾力的な設
置・運営が可能となるよう連携を図ってきているところ。
○保育士及び幼稚園教諭の資格については、養成課程の整合性が図られるよう、平成１４
年度より保育士の養成課程を見直し、両資格を同時に取得しやすくなる措置を行ったとこ
ろであり、また、今年度、「規制改革推進３ヶ年計画（再改定）」やそれを受けた「経済財政
運営と構造改革に関する基本方針２００３」に基づき、幼稚園教諭免許所有者が保育士資
格を取得しやいよう措置することとしている。
○「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において平成１８年度までに検討
することとされている「総合施設」については、子どものしあわせとともに、利用者や地域の
ニーズを考え、保育所と幼稚園の共用施設や構造改革特区第２次提案で容認した保育所
の保育室における合同保育の実施状況も評価しながら、文部科学省など関係省庁ともよく
相談しつつ、検討を行うこととしている。

5097030 東京都千代田区
「幼稚園教諭」と「保
育士」の資格の一元
化

090064
幼稚園と保育所の
職員配置基準の統
一

C Ⅲ

○保育所は、親の就労等により家庭で保育をなし得ない児童に対して、家庭に代わり保育
を提供する児童福祉施設であり、幼稚園のように親の希望により教育を提供する教育施設
とは異なる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○近年、
女性の就業の増加等に伴い、多様な時間帯、休日など年間を通じた保育に対する需要や
０～２歳児の受入れの増加等、幼稚園との差異は拡大。
○このように多様化する子育てニーズに対応するため、地域の子育て資源を効率的に活
用することが重要であり、保育所と幼稚園は、地域の実情を踏まえ、相互の連携をより一
層強化することが重要。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○児童
の健全育成を図る観点から、児童福祉施設最低基準を緩和することは適当ではないが、
職員の配置を、保育所における職員の配置基準に統一することは特段問題のないところ。
○また、構造改革特区第２次提案を受け、少子化の進行等の事情のある地域を対象に、
保育所において保育所児と幼稚園児を合同で保育することを容認したところ。加えて、先般
閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において平成１８年
度までに検討することとされている「総合施設」については、子どもの幸せとともに、利用者
や地域のニーズを考え、保育所と幼稚園の共用施設や、構造改革特区における合同保育
の実施状況も評価しながら検討することとしている。

提案者の要望は、児童が年齢や家庭環境等で区別されるこ
となく、一貫した育成方針による保育及び教育を受けられる
ようにするために、これまでの経緯から現在、保育所と幼稚
園に区分されている各種の制度を一元化するというものであ
り、この点を踏まえ要望を実現できないか、「経済財政運営と
構造改革に関する基本方針２００３」に規定された「総合施
設」の特区における先行実施も含めて、再度検討し回答され
たい。

C

○保育所は、親の就労等により家庭で保育をなし得ない児童に対して、家庭に代わり保育
を提供する児童福祉施設であり、幼稚園のように親の希望により教育を提供する教育施設
とは異なる。児童の健全育成を図る観点から、児童福祉施設最低基準を緩和することは適
当ではない。
○なお、構造改革特区第２次提案を受け、少子化の進行等の事情のある地域を対象に、
保育所において保育所児と幼稚園児を合同で保育することを容認したところであり、先般
閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において平成１８年
度までに検討することとされている「総合施設」については、子どもの幸せとともに、利用者
や地域のニーズを考え、保育所と幼稚園の共用施設や、構造改革特区における合同保育
の実施状況も評価しながら検討することとしている。

「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」に規定
された「総合施設」について、特区において先行的に実施で
きないか、検討し回答されたい。

C

○保育所は、親の就労等により家庭で保育をなし得ない児童に対して、家庭に代わり保育
を提供する児童福祉施設であり、幼稚園のように親の希望により教育を提供する教育施設
とは異なる。児童の健全育成を図る観点から、児童福祉施設最低基準を緩和することは適
当ではない。
○「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において平成１８年度までに検討
することとされている「総合施設」については、子どものしあわせとともに、利用者や地域の
ニーズを考え、保育所と幼稚園の共用施設や構造改革特区第２次提案で容認した保育所
の保育室における合同保育の実施状況も評価しながら、文部科学省など関係省庁ともよく
相談しつつ、検討を行うこととしている。
　

2228040 千代田区(13101)
子育て特区（幼保一
元施設設置）

（文科省事項名）幼
稚園と保育所の職
員配置基準の統
一、（厚労省事項
名）保育所と幼稚園
の職員配置基準の
統一、（本区事項
名）幼稚園教諭・保
育士配置基準の統
一

090064
幼稚園と保育所の
職員配置基準の統
一

C Ⅲ

○保育所は、親の就労等により家庭で保育をなし得ない児童に対して、家庭に代わり保育
を提供する児童福祉施設であり、幼稚園のように親の希望により教育を提供する教育施設
とは異なる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○近年、
女性の就業の増加等に伴い、多様な時間帯、休日など年間を通じた保育に対する需要や
０～２歳児の受入れの増加等、幼稚園との差異は拡大。
○このように多様化する子育てニーズに対応するため、地域の子育て資源を効率的に活
用することが重要であり、保育所と幼稚園は、地域の実情を踏まえ、相互の連携をより一
層強化することが重要。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○児童
の健全育成を図る観点から、児童福祉施設最低基準を緩和することは適当ではないが、
職員の配置を、保育所における職員の配置基準に統一することは特段問題のないところ。
○また、構造改革特区第２次提案を受け、少子化の進行等の事情のある地域を対象に、
保育所において保育所児と幼稚園児を合同で保育することを容認したところ。加えて、先般
閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において平成１８年
度までに検討することとされている「総合施設」については、子どもの幸せとともに、利用者
や地域のニーズを考え、保育所と幼稚園の共用施設や、構造改革特区における合同保育
の実施状況も評価しながら検討することとしている。

提案者の要望は、児童が年齢や家庭環境等で区別されるこ
となく、一貫した育成方針による保育及び教育を受けられる
ようにするために、これまでの経緯から現在、保育所と幼稚
園に区分されている各種の制度を一元化するというものであ
り、この点を踏まえ要望を実現できないか、「経済財政運営と
構造改革に関する基本方針２００３」に規定された「総合施
設」の特区における先行実施も含めて、再度検討し回答され
たい。

C

○保育所は、親の就労等により家庭で保育をなし得ない児童に対して、家庭に代わり保育
を提供する児童福祉施設であり、幼稚園のように親の希望により教育を提供する教育施設
とは異なる。児童の健全育成を図る観点から、児童福祉施設最低基準を緩和することは適
当ではない。
○なお、構造改革特区第２次提案を受け、少子化の進行等の事情のある地域を対象に、
保育所において保育所児と幼稚園児を合同で保育することを容認したところであり、先般
閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において平成１８年
度までに検討することとされている「総合施設」については、子どもの幸せとともに、利用者
や地域のニーズを考え、保育所と幼稚園の共用施設や、構造改革特区における合同保育
の実施状況も評価しながら検討することとしている。

「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」に規定
された「総合施設」について、特区において先行的に実施で
きないか、検討し回答されたい。

C

○保育所は、親の就労等により家庭で保育をなし得ない児童に対して、家庭に代わり保育
を提供する児童福祉施設であり、幼稚園のように親の希望により教育を提供する教育施設
とは異なる。児童の健全育成を図る観点から、児童福祉施設最低基準を緩和することは適
当ではない。
○「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において平成１８年度までに検討
することとされている「総合施設」については、子どものしあわせとともに、利用者や地域の
ニーズを考え、保育所と幼稚園の共用施設や構造改革特区第２次提案で容認した保育所
の保育室における合同保育の実施状況も評価しながら、文部科学省など関係省庁ともよく
相談しつつ、検討を行うこととしている。
　

5097040 東京都千代田区
幼稚園教諭・保育士
配置基準の統一

090065
幼稚園と保育所の
施設設備基準の統
一

Ｃ Ⅲ

○保育所は、親の就労等により家庭で保育をなし得ない児童に対して、家庭に代わり保育
を提供する児童福祉施設であり、幼稚園のように親の希望により教育を提供する教育施設
とは異なる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○近年、
女性の就業の増加等に伴い、多様な時間帯、休日など年間を通じた保育に対する需要や
０～２歳児の受入れの増加等、幼稚園との差異は拡大。
○このように多様化する子育てニーズに対応するため、地域の子育て資源を効率的に活
用することが重要であり、保育所と幼稚園は、地域の実情を踏まえ、相互の連携をより一
層強化することが重要。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○
施設設備基準については、地域において全ての児童の健全育成を図る観点から、連携を
図る方向で施策を進めるべきと考えている。
○また、構造改革特区第２次提案を受け、少子化の進行等の事情のある地域を対象に、
保育所において保育所児と幼稚園児を合同で保育することを容認したところ。加えて、先般
閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において平成１８年
度までに検討することとされている「総合施設」については、子どもの幸せとともに、利用者
や地域のニーズを考え、保育所と幼稚園の共用施設や、構造改革特区における合同保育
の実施状況も評価しながら検討することとしている。

提案者の要望は、児童が年齢や家庭環境等で区別されるこ
となく、一貫した育成方針による保育及び教育を受けられる
ようにするために、これまでの経緯から現在、保育所と幼稚
園に区分されている各種の制度を一元化するというものであ
り、この点を踏まえ要望を実現できないか、「経済財政運営と
構造改革に関する基本方針２００３」に規定された「総合施
設」の特区における先行実施も含めて、再度検討し回答され
たい。

Ｃ

○保育所は、親の就労等により家庭で保育をなし得ない児童に対して、家庭に代わり保育
を提供する児童福祉施設であり、幼稚園のように親の希望により教育を提供する教育施設
とは異なる。施設設備基準については、地域において全ての児童の健全育成を図る観点
から、児童福祉施設最低基準を緩和することは適当ではない。
○なお、構造改革特区第２次提案を受け、少子化の進行等の事情のある地域を対象に、
保育所において保育所児と幼稚園児を合同で保育することを容認したところであり、先般
閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において平成１８年
度までに検討することとされている「総合施設」については、子どもの幸せとともに、利用者
や地域のニーズを考え、保育所と幼稚園の共用施設や、構造改革特区における合同保育
の実施状況も評価しながら検討することとしている。

「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」に規定
された「総合施設」について、特区において先行的に実施で
きないか、検討し回答されたい。

Ｃ

○保育所は、親の就労等により家庭で保育をなし得ない児童に対して、家庭に代わり保育
を提供する児童福祉施設であり、幼稚園のように親の希望により教育を提供する教育施設
とは異なる。施設設備基準については、地域において全ての児童の健全育成を図る観点
から、児童福祉施設最低基準を緩和することは適当ではない。
○「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において平成１８年度までに検討
することとされている「総合施設」については、子どものしあわせとともに、利用者や地域の
ニーズを考え、保育所と幼稚園の共用施設や構造改革特区第２次提案で容認した保育所
の保育室における合同保育の実施状況も評価しながら、文部科学省など関係省庁ともよく
相談しつつ、検討を行うこととしている。

2228050 千代田区(13101)
子育て特区（幼保一
元施設設置）

（文科省事項名）幼
稚園と保育園の施
設設備基準の統
一、（厚労省事項
名）保育所と幼稚園
の施設設備基準の
統一・緩和、（本区
事項名）「幼稚園」と
「保育所」の施設基
準の統一

090065
幼稚園と保育所の
施設設備基準の統
一

Ｃ Ⅲ

○保育所は、親の就労等により家庭で保育をなし得ない児童に対して、家庭に代わり保育
を提供する児童福祉施設であり、幼稚園のように親の希望により教育を提供する教育施設
とは異なる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○近年、
女性の就業の増加等に伴い、多様な時間帯、休日など年間を通じた保育に対する需要や
０～２歳児の受入れの増加等、幼稚園との差異は拡大。
○このように多様化する子育てニーズに対応するため、地域の子育て資源を効率的に活
用することが重要であり、保育所と幼稚園は、地域の実情を踏まえ、相互の連携をより一
層強化することが重要。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○
施設設備基準については、地域において全ての児童の健全育成を図る観点から、連携を
図る方向で施策を進めるべきと考えている。
○また、構造改革特区第２次提案を受け、少子化の進行等の事情のある地域を対象に、
保育所において保育所児と幼稚園児を合同で保育することを容認したところ。加えて、先般
閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において平成１８年
度までに検討することとされている「総合施設」については、子どもの幸せとともに、利用者
や地域のニーズを考え、保育所と幼稚園の共用施設や、構造改革特区における合同保育
の実施状況も評価しながら検討することとしている。

提案者の要望は、児童が年齢や家庭環境等で区別されるこ
となく、一貫した育成方針による保育及び教育を受けられる
ようにするために、これまでの経緯から現在、保育所と幼稚
園に区分されている各種の制度を一元化するというものであ
り、この点を踏まえ要望を実現できないか、「経済財政運営と
構造改革に関する基本方針２００３」に規定された「総合施
設」の特区における先行実施も含めて、再度検討し回答され
たい。

Ｃ

○保育所は、親の就労等により家庭で保育をなし得ない児童に対して、家庭に代わり保育
を提供する児童福祉施設であり、幼稚園のように親の希望により教育を提供する教育施設
とは異なる。施設設備基準については、地域において全ての児童の健全育成を図る観点
から、児童福祉施設最低基準を緩和することは適当ではない。
○なお、構造改革特区第２次提案を受け、少子化の進行等の事情のある地域を対象に、
保育所において保育所児と幼稚園児を合同で保育することを容認したところであり、先般
閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において平成１８年
度までに検討することとされている「総合施設」については、子どもの幸せとともに、利用者
や地域のニーズを考え、保育所と幼稚園の共用施設や、構造改革特区における合同保育
の実施状況も評価しながら検討することとしている。

「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」に規定
された「総合施設」について、特区において先行的に実施で
きないか、検討し回答されたい。

Ｃ

○保育所は、親の就労等により家庭で保育をなし得ない児童に対して、家庭に代わり保育
を提供する児童福祉施設であり、幼稚園のように親の希望により教育を提供する教育施設
とは異なる。施設設備基準については、地域において全ての児童の健全育成を図る観点
から、児童福祉施設最低基準を緩和することは適当ではない。
○「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において平成１８年度までに検討
することとされている「総合施設」については、子どものしあわせとともに、利用者や地域の
ニーズを考え、保育所と幼稚園の共用施設や構造改革特区第２次提案で容認した保育所
の保育室における合同保育の実施状況も評価しながら、文部科学省など関係省庁ともよく
相談しつつ、検討を行うこととしている。

5097050 東京都千代田区
「幼稚園」と「保育
所」の施設基準の統
一
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09　厚生労働省　再々検討要請（特区）第３次

2.管理コー
ド

3.規制の特例事項名
6.措置の
分類

7.措置の
内容

8.措置の概要(対応策)
11．各省庁からの回答に対する構造改革特区推進室からの再検

討要請

12．「措置
の分類」
の見直し

13．「措置
の内容」
の見直し

14．各省庁からの再検討要請に対する回答
15．各省庁からの回答に対する構造改革特区推進室からの再々

検討要請

16．「措置
の分類」
の見直し

17．「措置
の内容」
の見直し

18．各省庁からの再々検討要請に対する回答
規制特例提
案事項管理
番号

提案主体名 特区計画の名称
規制の特例事項（事

項名）

090066

幼保一元施設にお
ける「保育に欠ける」
児童への保育所並
み補助の実施

Ｄ-2、Ｆ Ⅰ

○保育所は、親の就労等により家庭で保育をなし得ない児童に対して、家庭に代わり保育
を提供する児童福祉施設であり、幼稚園のように親の希望により教育を提供する教育施設
とは異なる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○保育
所については、児童福祉施設最低基準を満たすのが原則であり、保育所運営費は最低基
準を維持するために支弁されているところ。
○幼保一元化施設に対して保育所運営費を支弁することは、従来型の補助制度を拡充す
ることになる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○なお、構造改革特区
第２次提案を受け、少子化の進行等の事情のある地域を対象に、保育所において保育所
児と幼稚園児を合同で保育することを容認したところであり、この制度の活用で合同保育
は可能であるところ。
○また、先般閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」におい
て平成１８年度までに検討することとされている「総合施設」については、子どもの幸せとと
もに、利用者や地域のニーズを考え、保育所と幼稚園の共用施設や、構造改革特区にお
ける合同保育の実施状況も評価しながら検討することとしている。

提案者の要望は、児童が年齢や家庭環境等で区別されるこ
となく、一貫した育成方針による保育及び教育を受けられる
ようにするために、これまでの経緯から現在、保育所と幼稚
園に区分されている各種の制度を一元化するというものであ
り、この点を踏まえ要望を実現できないか、「経済財政運営と
構造改革に関する基本方針２００３」に規定された「総合施
設」の特区における先行実施も含めて、再度検討し回答され
たい。

Ｄ-2、Ｆ

○保育所は、親の就労等により家庭で保育をなし得ない児童に対して、家庭に代わり保育
を提供する児童福祉施設であり、幼稚園のように親の希望により教育を提供する教育施設
とは異なる。
○保育所については、児童福祉施設最低基準を満たすのが原則であり、保育所運営費は
最低基準を維持するために支弁されているところ。
○幼保一元化施設に対して保育所運営費を支弁することは、従来型の補助制度を拡充す
ることになる。
○なお、構造改革特区第２次提案を受け、少子化の進行等の事情のある地域を対象に、
保育所において保育所児と幼稚園児を合同で保育することを容認したところであり、この制
度の活用で合同保育は可能であるところ。
○また、先般閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」におい
て平成１８年度までに検討することとされている「総合施設」については、子どもの幸せとと
もに、利用者や地域のニーズを考え、保育所と幼稚園の共用施設や、構造改革特区にお
ける合同保育の実施状況も評価しながら検討することとしている。

「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」に規定
された「総合施設」について、特区において先行的に実施で
きないか、検討し回答されたい。

Ｄ-2、Ｆ

○保育所は、親の就労等により家庭で保育をなし得ない児童に対して、家庭に代わり保育
を提供する児童福祉施設であり、幼稚園のように親の希望により教育を提供する教育施設
とは異なる。
○保育所については、児童福祉施設最低基準を満たすのが原則であり、保育所運営費は
最低基準を維持するために支弁されているところ。
○幼保一元化施設に対して保育所運営費を支弁することは、従来型の補助制度を拡充す
ることになる。
○なお、構造改革特区第２次提案を受け、少子化の進行等の事情のある地域を対象に、
保育所において保育所児と幼稚園児を合同で保育することを容認したところであり、この制
度の活用で合同保育は可能であるところ。
○また、先般閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」におい
て平成１８年度までに検討することとされている「総合施設」については、子どもの幸せとと
もに、利用者や地域のニーズを考え、保育所と幼稚園の共用施設や、構造改革特区にお
ける合同保育の実施状況も評価しながら検討することとしている。

2228060 千代田区(13101)
子育て特区（幼保一
元施設設置）

（本区事項名）三位
一体改革を視野に
入れた幼保一元化
施設における「保育
に欠ける」児童への
保育所並み補助の
措置

090066

幼保一元施設にお
ける「保育に欠ける」
児童への保育所並
み補助の実施

Ｄ-2、Ｆ Ⅰ

○保育所は、親の就労等により家庭で保育をなし得ない児童に対して、家庭に代わり保育
を提供する児童福祉施設であり、幼稚園のように親の希望により教育を提供する教育施設
とは異なる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○保育
所については、児童福祉施設最低基準を満たすのが原則であり、保育所運営費は最低基
準を維持するために支弁されているところ。
○幼保一元化施設に対して保育所運営費を支弁することは、従来型の補助制度を拡充す
ることになる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○なお、構造改革特区
第２次提案を受け、少子化の進行等の事情のある地域を対象に、保育所において保育所
児と幼稚園児を合同で保育することを容認したところであり、この制度の活用で合同保育
は可能であるところ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○ま
た、先般閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において平
成１８年度までに検討することとされている「総合施設」については、子どもの幸せととも
に、利用者や地域のニーズを考え、保育所と幼稚園の共用施設や、構造改革特区におけ
る合同保育の実施状況も評価しながら検討することとしている。

提案者の要望は、児童が年齢や家庭環境等で区別されるこ
となく、一貫した育成方針による保育及び教育を受けられる
ようにするために、これまでの経緯から現在、保育所と幼稚
園に区分されている各種の制度を一元化するというものであ
り、この点を踏まえ要望を実現できないか、「経済財政運営と
構造改革に関する基本方針２００３」に規定された「総合施
設」の特区における先行実施も含めて、再度検討し回答され
たい。

Ｄ-2、Ｆ

○保育所は、親の就労等により家庭で保育をなし得ない児童に対して、家庭に代わり保育
を提供する児童福祉施設であり、幼稚園のように親の希望により教育を提供する教育施設
とは異なる。
○保育所については、児童福祉施設最低基準を満たすのが原則であり、保育所運営費は
最低基準を維持するために支弁されているところ。
○幼保一元化施設に対して保育所運営費を支弁することは、従来型の補助制度を拡充す
ることになる。
○なお、構造改革特区第２次提案を受け、少子化の進行等の事情のある地域を対象に、
保育所において保育所児と幼稚園児を合同で保育することを容認したところであり、この制
度の活用で合同保育は可能であるところ。
○また、先般閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」におい
て平成１８年度までに検討することとされている「総合施設」については、子どもの幸せとと
もに、利用者や地域のニーズを考え、保育所と幼稚園の共用施設や、構造改革特区にお
ける合同保育の実施状況も評価しながら検討することとしている。

「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」に規定
された「総合施設」について、特区において先行的に実施で
きないか、検討し回答されたい。

Ｄ-2、Ｆ

○保育所は、親の就労等により家庭で保育をなし得ない児童に対して、家庭に代わり保育
を提供する児童福祉施設であり、幼稚園のように親の希望により教育を提供する教育施設
とは異なる。
○保育所については、児童福祉施設最低基準を満たすのが原則であり、保育所運営費は
最低基準を維持するために支弁されているところ。
○幼保一元化施設に対して保育所運営費を支弁することは、従来型の補助制度を拡充す
ることになる。
○なお、構造改革特区第２次提案を受け、少子化の進行等の事情のある地域を対象に、
保育所において保育所児と幼稚園児を合同で保育することを容認したところであり、この制
度の活用で合同保育は可能であるところ。
○また、先般閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」におい
て平成１８年度までに検討することとされている「総合施設」については、子どもの幸せとと
もに、利用者や地域のニーズを考え、保育所と幼稚園の共用施設や、構造改革特区にお
ける合同保育の実施状況も評価しながら検討することとしている。

5097060 東京都千代田区

三位一体改革を視
野に入れた幼保一
元施設における「保
育に欠ける」児童へ
の保育所並み補助
の実施

090070

幼保合築施設にお
ける幼稚園と保育所
の運営費助成の一
元化

Ｆ Ⅰ

○保育所は、親の就労等により家庭で保育をなし得ない児童に対して、家庭に代わり保育
を提供する児童福祉施設であり、幼稚園のように親の希望により教育を提供する教育施設
とは異なる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○近年、
女性の就業の増加等に伴い、多様な時間帯、休日など年間を通じた保育に対する需要や
０～２歳児の受入れの増加等、幼稚園との差異は拡大。
○このように多様化する子育てニーズに対応するため、地域の子育て資源を効率的に活
用することが重要であり、保育所と幼稚園は、地域の実情を踏まえ、相互の連携をより一
層強化することが重要。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○
保育所運営費の補助対象を幼稚園にまで拡大することは、現行の補助要件を緩和し、従
来型の補助制度を拡充することを求めるものである。

提案者の要望は、「保育所運営費の補助対象を幼稚園にま
で拡大する」ものではなく、保育所と幼稚園の運営に係る助
成の水準は現行どおり維持した上で、助成方法等の仕組み
を一元化するというものであり、この点を踏まえ、要望を実現
できないか、再度検討し回答されたい。

Ｃ

○保育所は、親の就労等により家庭で保育をなし得ない児童に対して、家庭に代わり保育
を提供する児童福祉施設であり、幼稚園のように親の希望により教育を提供する教育施設
とは異なる。
○近年、女性の就業の増加等に伴い、多様な時間帯、休日など年間を通じた保育に対す
る需要や０～２歳児の受入れの増加等、幼稚園との差異は拡大。
○このように多様化する子育てニーズに対応するため、地域の子育て資源を効率的に活
用することが重要。
○保育所と幼稚園は、地域の実情を踏まえ、相互の連携をより一層強化することが重要で
あり、文部科学省と共同して、両施設の共用化等、弾力的な運用を可能としているところ。
○地域の子育て資源の効率的活用を目的として、幼保の制度の一元化ではなく連携を強
化する中において、助成方法等の仕組みのみを一元化することは困難である。

「地域の子育て資源の効率的活用を目的として、幼保の制
度の一元化ではなく連携を強化する中において」、保育所と
幼稚園の運営に係る助成の水準は現行どおり維持した上
で、助成方法等の仕組みを一元化できないか、検討し回答さ
れたい。

Ｃ

○保育所は、親の就労等により家庭で保育をなし得ない児童に対して、家庭に代わり保育
を提供する児童福祉施設であり、幼稚園のように親の希望により教育を提供する教育施設
とは異なる。
○近年、女性の就業の増加等に伴い、多様な時間帯、休日など年間を通じた保育に対す
る需要や０～２歳児の受入れの増加等、幼稚園との差異は拡大。
○このように多様化する子育てニーズに対応するため、地域の子育て資源を効率的に活
用することが重要。
○保育所と幼稚園は、地域の実情を踏まえ、相互の連携をより一層強化することが重要で
あり、文部科学省と共同して、両施設の共用化等、弾力的な運用を可能としているところ。
○地域の子育て資源の効率的活用を目的として、幼保の制度の一元化ではなく連携を強
化する中において、助成方法等の仕組みのみを一元化することは困難である。

2158030 東川町1458 幼保一元化特区

幼保合築施設にお
ける幼稚園、保育所
の運営にかかる助
成の一元化

090080
保育所施設の処分
制限期間要件の緩
和

Ｄ-１ Ⅳ

○　処分制限期間に満たない財産処分については、既に「社会福祉施設等施設整備及び
社会福祉施設等設備整備費国庫負担（補助）金に係る財産処分承認手続きの簡素化につ
いて」の通知により簡素化がなされており、財産処分ができるところ。
○　また、上記通知に該当しない場合は、国庫への返還金が必要となる場合もあるが、財
産処分は可能である。

提案者の要望は、既存の保育所施設を幼保共有化施設に
転用する場合については、国庫補助事業完了後１０年未満
（例えば３年）であっても、当該財産処分に係る補助金相当
額の国庫納付を不要とするというものであり、この点につい
ても現行で対応可能なのか、確認し回答されたい。

Ｄ-１　Ｆ

○国庫補助事業完了後１０年未満の財産の処分（転用）については、現行、財産処分は可
能であり、手続きに従って行うこととなるが、通常、国庫への返還金が必要となるところ。
○既存の保育所施設を幼保共有化施設に転用する場合について、国庫補助事業完了後１
０年未満であっても、当該財産処分に係る補助金相当額の国庫納付を不要とすることは、
現行の補助要件を緩和し、従来型の補助制度を拡充することを求めるものである。

2010030 瑞浪市(21208)
（仮称）幼保センター
特区

保育所施設の処分
制限期間要件の緩
和

090091
小規模保育所の認
可要件の緩和

Ｆ Ⅳ

○　小規模保育所の認可要件を緩和することは、現行の補助要件を緩和し、従来型の補
助制度を拡充することを求めるものである。
○　なお、保育所については、入所児数が６０名未満となった場合であっても、運営を継続
することは可能であるところ。

提案主体の要望は、少子化等により小規模保育所の設置が
進んでいない状況に対応するために、小規模保育所の定員
等の要件を緩和するというものであり、この点を踏まえ、要望
を実現できないか、再度検討し回答されたい。

Ｆ

○　小規模保育所の認可要件を緩和することは、現行の補助要件を緩和し、従来型の補
助制度を拡充することを求めるものである。
○　なお、保育所については、入所児数が６０名未満となった場合であっても、運営を継続
することは可能であるところ。

2243030 和歌山県（30000） 地方型こども園特区
小規模保育所の認
可要件緩和

090092
小規模保育所の定
員要件の緩和

Ｆ Ⅳ

○　小規模保育所の認可要件を緩和することは、現行の補助要件を緩和し、従来型の補
助制度を拡充することを求めるものである。
○　なお、提案の中で御指摘のあった定員２０人未満の分園については、新設箇所数とし
て、平成１３年度１７ヶ所、平成１４年度１４ヶ所の実績があり、その活用がはかられている
ところ。

提案主体の要望は、少子化等により小規模保育所の設置が
進んでいない状況に対応するために、小規模保育所の定員
等の要件を緩和するというものであり、この点を踏まえ、要望
を実現できないか、再度検討し回答されたい。

Ｆ

○　小規模保育所の認可要件を緩和することは、現行の補助要件を緩和し、従来型の補
助制度を拡充することを求めるものである。
○　なお、提案の中で御指摘のあった定員２０人未満の分園については、新設箇所数とし
て、平成１３年度１７ヶ所、平成１４年度１４ヶ所の実績があり、その活用がはかられている
ところ。
○　また、低年齢児の待機児童対策としては、「家庭的保育事業」の活用も考えられるとこ
ろ。

2178010 兵庫県(28000)
都市部における小
規模保育所設置特
区

定員６人以上20人
未満の小規模保育
所の設置

090100
家庭的保育等事業
の資格要件の緩和

Ｄ-１、Ｆ Ⅳ

○地方自治体の単独施策として行われている家庭的保育事業においては、家庭的保育所
の資格要件として、保育士、看護士に限らずさまざまなものを認めているところであり、国と
して特に規制しているわけではない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○なお、
国庫補助事業の家庭的保育事業の要件を緩和し、新たに補助金の交付対象とすること
は、従来型の補助制度の拡充を求めるものである。

2204010
株式会社　ポピンズ
コーポレーション
（50020）

保育特区
家庭的保育等事業
を行うものの資格要
件の緩和
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09　厚生労働省　再々検討要請（特区）第３次

2.管理コー
ド

3.規制の特例事項名
6.措置の
分類

7.措置の
内容

8.措置の概要(対応策)
11．各省庁からの回答に対する構造改革特区推進室からの再検

討要請

12．「措置
の分類」
の見直し

13．「措置
の内容」
の見直し

14．各省庁からの再検討要請に対する回答
15．各省庁からの回答に対する構造改革特区推進室からの再々

検討要請

16．「措置
の分類」
の見直し

17．「措置
の内容」
の見直し

18．各省庁からの再々検討要請に対する回答
規制特例提
案事項管理
番号

提案主体名 特区計画の名称
規制の特例事項（事

項名）

090110
直接補助方式及び
直接契約方式の可
能化

Ｃ Ⅰ

○保育分野においては、平成１０年の児童福祉法改正により、利用者が保育所を選択でき
る制度が既に導入されている。
○市町村は、母子家庭の児童や障害児等の特別な配慮が必要な家庭の児童が保育サー
ビスを受けられるよう適切な対応を図る必要があるところ。仮にバウチャー制度が導入され
ると、これらの保育サービスを必要とする者が保育サービスを受けられなくなる可能性があ
る。

介護保険制度や障害者支援費制度においては、直接補助
制度及び直製契約方式となっており、必ずしも「バウチャー
制度が導入されると、これらの保育サービスを必要とする者
が保育サービスを受けられなくなる」わけではない。提案者
の要望を実現できないか、「経済財政運営と構造改革に関す
る基本方針２００３」に規定された「総合施設」の特区におけ
る先行実施と併せて実現することも含めて、再度検討し回答
されたい。

Ｃ

○保育分野においては、平成１０年の児童福祉法改正により、利用者が保育所を選択でき
る制度が既に導入されている。
○市町村は、母子家庭の児童や障害児等の特別な配慮が必要な家庭の児童が保育サー
ビスを受けられるよう適切な対応を図る必要があるところ。仮にバウチャー制度が導入され
ると、これらの保育サービスを必要とする者が保育サービスを受けられなくなる可能性があ
る。
○なお、構造改革特区第２次提案を受け、少子化の進行等の事情のある地域を対象に、
保育所において保育所児と幼稚園児を合同で保育することを容認したところであり、先般
閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において平成１８年
度までに検討することとされている「総合施設」については、子どもの幸せとともに、利用者
や地域のニーズを考え、保育所と幼稚園の共用施設や、構造改革特区における合同保育
の実施状況も評価しながら検討することとしている。

「社会連帯による次世代育成支援に向けて」（平成15年8月7
日次世代育成支援施策の在り方に関する研究会報告書）に
おいては、「保育についても、平成９年には、市町村の措置
に基づく入所の仕組みを見直し、保護者が希望する保育所
を選択して、市町村に利用申込みを行うという改正が行われ
ている。しかし、最近の保育を取り巻く環境の変化や周辺分
野における改革動向を踏まえると、新たな次世代育成支援
システムの一環として、市町村が自らあるいは委託という形
態で行う現行の仕組みを見直し、子の育ちに関する市町村
の責任・役割をきちんと確保しつつ、保護者と保育所が直接
向き合うような関係を基本とする仕組みを検討することが考
えられる。」とされており、これを踏まえ、少なくとも直接契約
方式について実現できないか､検討し回答されたい。

Ｃ

○保育分野においては、平成１０年の児童福祉法改正により、利用者が保育所を選択でき
る制度が既に導入されている。
○市町村は、母子家庭の児童や障害児等の特別な配慮が必要な家庭の児童が保育サー
ビスを受けられるよう適切な対応を図る必要があるところ。仮に直接契約制度が導入され
ると、これらの保育サービスを必要とする者が保育サービスを受けられなくなる可能性があ
る。
○なお、直接契約制については、規制改革推進３か年計画（改定）（平成１４年３月２９日閣
議決定）に基づき、平成１０年の児童福祉法の改正による新しい入所方式の実施状況、待
機児童の状況、介護保険や障害者支援費方式の実施状況等を踏まえ、長期的には、その
可否について検討することとしているところである。

2240020
株式会社  東京リー
ガルマインド

保育サービス自由
選択特区

直接補助方式を可
能とするための法改
正

090110
直接補助方式及び
直接契約方式の可
能化

Ｃ Ⅰ

○保育分野においては、平成１０年の児童福祉法改正により、利用者が保育所を選択でき
る制度が既に導入されている。
○市町村は、母子家庭の児童や障害児等の特別な配慮が必要な家庭の児童が保育サー
ビスを受けられるよう適切な対応を図る必要があるところ。仮にバウチャー制度が導入され
ると、これらの保育サービスを必要とする者が保育サービスを受けられなくなる可能性があ
る。

介護保険制度や障害者支援費制度においては、直接補助
制度及び直製契約方式となっており、必ずしも「バウチャー
制度が導入されると、これらの保育サービスを必要とする者
が保育サービスを受けられなくなる」わけではない。提案者
の要望を実現できないか、「経済財政運営と構造改革に関す
る基本方針２００３」に規定された「総合施設」の特区におけ
る先行実施と併せて実現することも含めて、再度検討し回答
されたい。

Ｃ

○保育分野においては、平成１０年の児童福祉法改正により、利用者が保育所を選択でき
る制度が既に導入されている。
○市町村は、母子家庭の児童や障害児等の特別な配慮が必要な家庭の児童が保育サー
ビスを受けられるよう適切な対応を図る必要があるところ。仮にバウチャー制度が導入され
ると、これらの保育サービスを必要とする者が保育サービスを受けられなくなる可能性があ
る。
○なお、構造改革特区第２次提案を受け、少子化の進行等の事情のある地域を対象に、
保育所において保育所児と幼稚園児を合同で保育することを容認したところであり、先般
閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において平成１８年
度までに検討することとされている「総合施設」については、子どもの幸せとともに、利用者
や地域のニーズを考え、保育所と幼稚園の共用施設や、構造改革特区における合同保育
の実施状況も評価しながら検討することとしている。

「社会連帯による次世代育成支援に向けて」（平成15年8月7
日次世代育成支援施策の在り方に関する研究会報告書）に
おいては、「保育についても、平成９年には、市町村の措置
に基づく入所の仕組みを見直し、保護者が希望する保育所
を選択して、市町村に利用申込みを行うという改正が行われ
ている。しかし、最近の保育を取り巻く環境の変化や周辺分
野における改革動向を踏まえると、新たな次世代育成支援
システムの一環として、市町村が自らあるいは委託という形
態で行う現行の仕組みを見直し、子の育ちに関する市町村
の責任・役割をきちんと確保しつつ、保護者と保育所が直接
向き合うような関係を基本とする仕組みを検討することが考
えられる。」とされており、これを踏まえ、少なくとも直接契約
方式について実現できないか､検討し回答されたい。

Ｃ

○保育分野においては、平成１０年の児童福祉法改正により、利用者が保育所を選択でき
る制度が既に導入されている。
○市町村は、母子家庭の児童や障害児等の特別な配慮が必要な家庭の児童が保育サー
ビスを受けられるよう適切な対応を図る必要があるところ。仮に直接契約制度が導入され
ると、これらの保育サービスを必要とする者が保育サービスを受けられなくなる可能性があ
る。
○なお、直接契約制については、規制改革推進３か年計画（改定）（平成１４年３月２９日閣
議決定）に基づき、平成１０年の児童福祉法の改正による新しい入所方式の実施状況、待
機児童の状況、介護保険や障害者支援費方式の実施状況等を踏まえ、長期的には、その
可否について検討することとしているところである。

2240030
株式会社  東京リー
ガルマインド

保育サービス自由
選択特区

認可保育所におい
ても、認可外と同じく
完全な契約方式と
するため

090110
直接補助方式及び
直接契約方式の可
能化

Ｃ Ⅰ

○保育分野においては、平成１０年の児童福祉法改正により、利用者が保育所を選択でき
る制度が既に導入されている。
○市町村は、母子家庭の児童や障害児等の特別な配慮が必要な家庭の児童が保育サー
ビスを受けられるよう適切な対応を図る必要があるところ。仮にバウチャー制度が導入され
ると、これらの保育サービスを必要とする者が保育サービスを受けられなくなる可能性があ
る。

介護保険制度や障害者支援費制度においては、直接補助
制度及び直製契約方式となっており、必ずしも「バウチャー
制度が導入されると、これらの保育サービスを必要とする者
が保育サービスを受けられなくなる」わけではない。提案者
の要望を実現できないか、「経済財政運営と構造改革に関す
る基本方針２００３」に規定された「総合施設」の特区におけ
る先行実施と併せて実現することも含めて、再度検討し回答
されたい。

Ｃ

○保育分野においては、平成１０年の児童福祉法改正により、利用者が保育所を選択でき
る制度が既に導入されている。
○市町村は、母子家庭の児童や障害児等の特別な配慮が必要な家庭の児童が保育サー
ビスを受けられるよう適切な対応を図る必要があるところ。仮に直接契約制度が導入され
ると、これらの保育サービスを必要とする者が保育サービスを受けられなくなる可能性があ
る。
○なお、構造改革特区第２次提案を受け、少子化の進行等の事情のある地域を対象に、
保育所において保育所児と幼稚園児を合同で保育することを容認したところであり、先般
閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において平成１８年
度までに検討することとされている「総合施設」については、子どもの幸せとともに、利用者
や地域のニーズを考え、保育所と幼稚園の共用施設や、構造改革特区における合同保育
の実施状況も評価しながら検討することとしている。

「社会連帯による次世代育成支援に向けて」（平成15年8月7
日次世代育成支援施策の在り方に関する研究会報告書）に
おいては、「保育についても、平成９年には、市町村の措置
に基づく入所の仕組みを見直し、保護者が希望する保育所
を選択して、市町村に利用申込みを行うという改正が行われ
ている。しかし、最近の保育を取り巻く環境の変化や周辺分
野における改革動向を踏まえると、新たな次世代育成支援
システムの一環として、市町村が自らあるいは委託という形
態で行う現行の仕組みを見直し、子の育ちに関する市町村
の責任・役割をきちんと確保しつつ、保護者と保育所が直接
向き合うような関係を基本とする仕組みを検討することが考
えられる。」とされており、これを踏まえ、少なくとも直接契約
方式について実現できないか､検討し回答されたい。

Ｃ

○保育分野においては、平成１０年の児童福祉法改正により、利用者が保育所を選択でき
る制度が既に導入されている。
○市町村は、母子家庭の児童や障害児等の特別な配慮が必要な家庭の児童が保育サー
ビスを受けられるよう適切な対応を図る必要があるところ。仮に直接契約制度が導入され
ると、これらの保育サービスを必要とする者が保育サービスを受けられなくなる可能性があ
る。
○なお、直接契約制については、規制改革推進３か年計画（改定）（平成１４年３月２９日閣
議決定）に基づき、平成１０年の児童福祉法の改正による新しい入所方式の実施状況、待
機児童の状況、介護保険や障害者支援費方式の実施状況等を踏まえ、長期的には、その
可否について検討することとしているところである。

5100020 東京都
保育所制度におけ
る規制緩和

090120
地域子育て支援セ
ンタ－事業のNPO法
人への委託可能化

検討中。 早急に検討し、回答されたい。 Ｂ Ⅳ
○平成１６年４月目途に、地域子育て支援センター事業については、子どもの健全育成を
図る活動を主たる活動とし、かつ、市町村が適当と認めるＮＰＯ法人への委託を可能とする
方向で検討する。

2091020 延岡市(45203)
延岡市子育て支援
特区

地域子育て支援セ
ンタ－事業を委託で
きる法人の条件の
緩和

090130

補助金により取得し
た財産を同一目的
で使用するNPO法
人に無償譲渡するこ
との容認

Ｃ
D-1
F

Ⅳ

社会福祉サービスの基盤の整備については、地域の需要に応じたサービスの拡充の必要
性の観点から、既存の社会福祉施設等の効率的活用を図るため、
①　福祉各法の規定に基づき設置され、国庫補助事業完了後１０年を越える期間を経過し
た、同一事業者における社会福祉施設等への転用
②　地方公共団体又は社会福祉法人への無償譲渡又は貸与であって、同一事業を継続す
る場合（社会福祉施設等の事業を継続するもの）
については、すでに当該財産処分に係る補助金相当額の国庫納付は不要としているところ
である。
社会福祉法人には公益性の高い事業を安定的・継続的に経営していくことが求められてい
ることにかんがみ、資産の安易な流出を防ぐため、財産処分について所轄庁の承認が条
件とされているところであり、こうした取扱いの適用を受けずに社会福祉法人以外への財
産の転用、譲渡及び貸与を行うことは適当でない。
しかしながら、当該施設を公立施設とした上でその経営をＮＰＯ法人に委託する場合には、
国庫納付は不要である。

提案主体の要望は、地域の子育て支援に実績のあるNPO法
人が地域子育て支援センターを事業を実施する場合に、社
会福祉法人が補助金を受けて取得した財産を当該NPO法人
に無償譲渡することを容認するものであり、この点を踏まえ、
資産の安易な流出を防ぎ、事業を安定的・継続的に経営して
いくことが担保される場合には要望を実現できないか、再度
検討し回答されたい。

C
D-1
F

Ⅳ

　御指摘の地域子育て支援センターの運営は、第２種社会福祉事業として位置付けられる
ところであるが、社会福祉法人には公益性の高い社会福祉事業を安定的・継続的に経営し
ていくことが求められていることにかんがみ、行政による強い監督権限の及ばない社会福
祉法人以外の者に対し社会福祉事業の用に供する施設の譲渡を行うことは、認められな
い。
　なお、当該施設を公立施設とした上でその経営をＮＰＯ法人に委託する場合には、国庫
納付は不要である。

2091010 延岡市(45203)
延岡市子育て支援
特区

補助金により取得し
た財産の処分の制
限の緩和

090140

新設の社会福祉法
人が国又は地方公
共団体以外の者か
ら不動産貸与を受
けることの容認

Ｃ Ⅳ

既設法人においては、保育所の設置認可に当たって国又は地方公共団体以外の者から
不動産の貸与を認めているが、これは、待機児童の解消等の課題への対処の緊要性にか
んがみ、事業の継続的・安定的な運営の確保という観点からみて、一定の実績があり、安
定した経営を行う能力がある既設法人について、例外的に取扱うことを認めたものである。
したがって、新設法人にまで国又は地方公共団体以外の者から不動産の貸与を受けるこ
とは認められない。

「既設法人」及び「新設法人」の定義を説明するとともに、新
設法人であっても、保育所を経営する事業を数年間行った場
合に、既設法人とみなされることがあるのか、回答されたい。
また、「待機児童の解消等の課題への対処の緊要性にかん
がみ」ると、新設法人であっても、同種の事業に係る一定の
実績と安定した経営を行う能力があり、事業の継続的・安定
的な運営が確保される場合には、国又は地方公共団体以外
の者から不動産の貸与を受けることは認められてもよいと考
えられるが、この点を踏まえ、要望を実現できないか、再度
検討し回答されたい。

Ｃ

○　先般回答で用いた「既設法人」とは、保育所の設置認可に係る申請を行った時点より
前に、第一種社会福祉事業（社会福祉法第２条第２項第２号から第５号までに掲げるもの
限る。）又は第二種社会福祉事業のうち保育所を経営する事業若しくは精神障害者社会復
帰施設を経営する事業を行っている社会福祉法人を、「新設法人」とは、新たに社会福祉
法人設立の認可を受けようとする者を指す。
○　新設法人について、安定した経営を行う能力の有無等について判断するのは困難であ
り、仮にそのような者に対して、保育所の設置認可にあたり国又は地方公共団体以外の者
からの不動産の貸与を認めた場合、事業の継続的・安定的な運営が確保されない可能性
があるところ。
○　したがって、保育所の設置認可に当たり、新設法人にまで国又は地方公共団体以外の
者から不動産の貸与を受けることは認められない。

待機児童の解消等の課題への対処の緊要性が高い場合に
ついては、新設法人であっても、同種の事業に係る一定の実
績と安定した経営を行う能力があり、事業の継続的・安定的
な運営が確保されるものが、国又は地方公共団体以外の者
から不動産の貸与を受けることを認められないか、検討し回
答されたい。

Ｂ Ⅳ

待機児童の解消等のため、緊急に保育所の整備が求められている地域においては、都市
部等土地の取得が極めて困難な地域以外の地域であっても、新設の社会福祉法人が保
育所を設置する際、下記の措置が講じられる場合、国又は地方公共団体以外の者から土
地の貸与を受けることを容認する。
・当該法人は、保育所を経営する事業の存続に必要な期間の地上権又は賃借権を設定
し、かつ、これを登記するものとすること。
・賃借料の水準は、法人の経営の安定性の確保や社会福祉事業の特性にかんがみ、無料
又は極力低額であることが望ましいものであり、また、法人が寄付金等により当該賃借料
を長期間にわたって安定的に支払う能力があると認められる必要があること。

2178020 兵庫県(28000)
都市部における小
規模保育所設置特
区

新設の社会福祉法
人に対する不動産
の所有に関する規
制緩和

090151

非医師による自動
体外式除細動器
（AED)の使用の容
認

Ｃ Ⅳ
無資格者が緊急やむを得ない措置として電気的除細動を行うことは、必ずしも医師法違反
とはならないと考えるが、どのような場合に医師法違反とならないかについては、検討して
いるところ。

提案者の要望は、AEDの操作が簡易でアメリカ等の諸外国
で普及していること、我が国の救急救命士による救命体制の
問題点等を踏まえ、既存の救急専門職等及び非専門職によ
るAEDの使用を容認するというものであり、この点を踏まえ、
提案書の添付資料に記載された事例につき、可能となるか
検討し、明確化されたい。

Ｂ Ⅳ

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を、例えば、次のような場合等において使用することは、一般
的に医師法第１７条違反を構成しないものと考えることを明らかにする。
①医師等を探す努力をしても見つからない等、医師等による速やかな対応を得ることが困
難であること
②使用者が、対象者の意識、呼吸がないことを確認していること
③使用者が、ＡＥＤ使用に必要な講習を受けていること
④使用されるＡＥＤが医療用具として薬事法上の承認を得ていること

2139010
ＮＰＯセントジョンア
ンビュランスジャパ
ン協会

市民による京都救
急救命特区

自治体が免許を与
えた与えた者が、自
動体外式除細動器
（ＡＥＤ）を使用する
場合における医師
法の適用除外の特
例措置
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2.管理コー
ド

3.規制の特例事項名
6.措置の
分類

7.措置の
内容

8.措置の概要(対応策)
11．各省庁からの回答に対する構造改革特区推進室からの再検

討要請

12．「措置
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の見直し

13．「措置
の内容」
の見直し

14．各省庁からの再検討要請に対する回答
15．各省庁からの回答に対する構造改革特区推進室からの再々

検討要請

16．「措置
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の見直し

17．「措置
の内容」
の見直し

18．各省庁からの再々検討要請に対する回答
規制特例提
案事項管理
番号

提案主体名 特区計画の名称
規制の特例事項（事

項名）

090151

非医師による自動
体外式除細動器
（AED)の使用の容
認

Ｃ Ⅳ
無資格者が緊急やむを得ない措置として電気的除細動を行うことは、必ずしも医師法違反
とはならないと考えるが、どのような場合に医師法違反とならないかについては、検討して
いるところ。

提案者の要望は、AEDの操作が簡易でアメリカ等の諸外国
で普及していること、我が国の救急救命士による救命体制の
問題点等を踏まえ、既存の救急専門職等及び非専門職によ
るAEDの使用を容認するというものであり、この点を踏まえ、
提案書の添付資料に記載された事例につき、可能となるか
検討し、明確化されたい。

Ｂ Ⅳ

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を、例えば、次のような場合等において使用することは、一般
的に医師法第１７条違反を構成しないものと考えることを明らかにする。
①医師等を探す努力をしても見つからない等、医師等による速やかな対応を得ることが困
難であること
②使用者が、対象者の意識、呼吸がないことを確認していること
③使用者が、ＡＥＤ使用に必要な講習を受けていること
④使用されるＡＥＤが医療用具として薬事法上の承認を得ていること

2053010 個人、個人 除細動推進特区
非医師による自動
体外式除細動器を
用いた救命推進

090151

非医師による自動
体外式除細動器
（AED)の使用の容
認

Ｃ Ⅳ
無資格者が緊急やむを得ない措置として電気的除細動を行うことは、必ずしも医師法違反
とはならないと考えるが、どのような場合に医師法違反とならないかについては、検討して
いるところ。

提案者の要望は、AEDの操作が簡易でアメリカ等の諸外国
で普及していること、我が国の救急救命士による救命体制の
問題点等を踏まえ、既存の救急専門職等及び非専門職によ
るAEDの使用を容認するというものであり、この点を踏まえ、
提案書の添付資料に記載された事例につき、可能となるか
検討し、明確化されたい。

Ｂ Ⅳ

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を、例えば、次のような場合等において使用することは、一般
的に医師法第１７条違反を構成しないものと考えることを明らかにする。
①医師等を探す努力をしても見つからない等、医師等による速やかな対応を得ることが困
難であること
②使用者が、対象者の意識、呼吸がないことを確認していること
③使用者が、ＡＥＤ使用に必要な講習を受けていること
④使用されるＡＥＤが医療用具として薬事法上の承認を得ていること

5053010
メールダルメディカ
ルジャパン㈱

非医師による自動
体外式除細動器
（AED)の使用を許可
する。

090152

緊急状態にある人
に救命処置を実施し
た人に対する民事
責任の免除

D-1 －
要望の内容とするところは、現行の民法６９８条に基づく緊急事務管理に係る免責規定に
て対応可能である。

提案者の要望では、「救命処置の普及促進を目的として事
務管理制度（民法６９７～７０２条）を経由することなく直接的
に不法行為責任（民法第７０９条）からの免責措置を講じた
規定を置く」とあり、この点を踏まえ、要望を実現できないか、
再度検討し回答されたい。

D-1 －

「事務管理制度（民法６９７～７０２条）を経由することなく直接的に不法行為責任（民法第７
０９条）からの免責措置を講」ずる趣旨が必ずしも明らかではないが、民法上、事務管理が
成立する場合、管理者の行為の違法性は阻却され、不法行為責任は問題とならないので
あって、現行制度と効果において違いのないものを法令上措置する必要性はないものと考
える。

提案にある除細動器を用いた救命行為について、現行の民
法６９８条に基づく緊急事務管理に係る免責規定によること
で免責可能か確認されたい。

D-1 －
救命行為は、本人の身体に対する急迫の危害を免れるためにその事務を管理する行為で
あるから、除細動器を用いた場合についても、民法第６９８条の緊急事務管理の規定によ
り免責可能である。

2139020
ＮＰＯセントジョンア
ンビュランスジャパ
ン協会

市民による京都救
急救命特区

緊急状態にある人
に救命処置を実施し
たに人は対しては、
それに関わる民事
責任を免除する。

090152

緊急状態にある人
に救命処置を実施し
た人に対する民事
責任の免除

D-1 －
要望の内容とするところは、現行の民法６９８条に基づく緊急事務管理に係る免責規定に
て対応可能である。

提案者の要望では、「救命処置の普及促進を目的として事
務管理制度（民法６９７～７０２条）を経由することなく直接的
に不法行為責任（民法第７０９条）からの免責措置を講じた
規定を置く」とあり、この点を踏まえ、要望を実現できないか、
再度検討し回答されたい。

D-1 －

「事務管理制度（民法６９７～７０２条）を経由することなく直接的に不法行為責任（民法第７
０９条）からの免責措置を講」ずる趣旨が必ずしも明らかではないが、民法上、事務管理が
成立する場合、管理者の行為の違法性は阻却され、不法行為責任は問題とならないので
あって、現行制度と効果において違いのないものを法令上措置する必要性はないものと考
える。

提案にある除細動器を用いた救命行為について、現行の民
法６９８条に基づく緊急事務管理に係る免責規定によること
で免責可能か確認されたい。

D-1 －
救命行為は、本人の身体に対する急迫の危害を免れるためにその事務を管理する行為で
あるから、除細動器を用いた場合についても、民法第６９８条の緊急事務管理の規定によ
り免責可能である。

5053020
メールダルメディカ
ルジャパン㈱

緊急状態にある人
に救命処置を実施し
た人に対しては、そ
れに関わる民事責
任を免除する。

090161
看護師による医療
行為の容認(麻酔専
門看護師）

Ｃ －

看護師は、療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者であることから、医師と
は養成課程や国家試験の内容が大きく異なっており、本来認められている業務範囲を超え
て、麻酔など患者の生命・身体に危険を及ぼす可能性の高い行為を行うことを認めること
は適当でない。

提案主体の要望は、アメリカにおいて麻酔の65％を施行して
いる麻酔看護師の制度や、麻酔医が不足している我が国の
状況を踏まえ、我が国において麻酔専門看護師の養成プロ
グラムを新たに実施することを前提としており、必ずしも「医
師とは養成課程や国家試験の内容が大きく異なっており、本
来認められている業務範囲を超え」るものではないが、この
点を踏まえ、要望を実現できないか、再度検討し回答された
い。

Ｃ －

麻酔の管理を行うためには、薬理学、生理学等基礎医学のみならず、内科学、外科学等
の臨床医学の十分な知識と理解が必要である。また、手術法、患者の既往歴、現病歴、家
族歴、アレルギーの有無、薬剤歴、などを幅広く的確に把握することが要求される。さらに、
術中の容態の変化や合併症に対処するためには救急医学の知識と能力も必要とされる。
現行の日本の資格制度において、看護師がこのような知識、能力を身につけるためには、
医師と同等の教育・国家試験を受ける必要がある。

2084011

医療法人 鉄蕉会
亀田総合病院
(50040)、千葉県 鴨
川市(12223)

鴨川医療特区
看護師による医療
行為の容認

090162
看護師による医療
行為の容認（禁煙
パッチの処方）

Ｃ －
禁煙パッチについては、患者への適用の要否や必要な量等を判断するに当たって、副作
用の有無等に関する医師の高度な知識及び判断が必要であるため、医師の処方が必要
な医薬品とされているところであり、看護師が処方することはできない。

提案主体の要望は、禁煙パッチの処方は現行の看護師でも
可能という判断に基づいているが、この点を踏まえ、禁煙
パッチの患者への適用の要否や必要な量等を判断するに当
たって必要とされる、副作用の有無等に関する医師の高度
な知識及び判断について具体的に示すとともに、要望を実現
できないか、再度検討し回答されたい。

Ｃ －

○「禁煙パッチの処方は現行の看護師でも可能という判断」については、以下の理由により
不適切である。
○禁煙パッチは経皮吸収ニコチン製剤であり、一般的な経皮製剤の副作用（そう痒、紅斑
などの局所的副作用）の他に、ニコチンによる全身性の副作用を考慮する必要がある。特
にその心血管系への影響については議論のあるところであるが、ニコチンは心血管系疾患
の重要な危険因子の一つであり、不安定狭心症、発症３か月以内の心筋梗塞、重篤な不
整脈、経皮的冠動脈形成術直後、冠動脈バイパス術直後の患者は投与禁忌となってい
る。また、仮に患者がこれらの疾患を有していることの診断がついていない場合に、問診の
みで、心血管系の疾患の存在を的確に予測し、 処方するか否かを決定することは医師で
なければ 困難であり、看護師が処方することは適当ではない。

2084011

医療法人 鉄蕉会
亀田総合病院
(50040)、千葉県 鴨
川市(12223)

鴨川医療特区
看護師による医療
行為の容認

090163

看護師による医療
行為の容認（インス
リン注射の回数等
の調節)

Ｃ －
インスリン注射の回数の決定や使用単位の調節を行うに当たっては、病状を的確に把握
し、適切な医学的判断を行う医師の指示は不可欠であるため、こうした行為を看護師が単
独で行うことは適当でない。

提案主体の要望は、糖尿病支援におけるインスリン注射の
回数や使用単位の調節は現行の看護師でも可能という判断
に基づいているが、この点を踏まえ、インスリン注射の回数
の決定や使用単位の調節を行うに当たって不可欠とされる、
病状を的確に把握した上で行う適切な医学的判断について
具体的に示すとともに、要望を実現できないか、再度検討し
回答されたい。

Ｃ －

○「糖尿病支援におけるインスリン注射の回数や使用単位の調整は現行の看護師でも可
能という判断」については、以下の理由により不適切である。
○糖尿病患者においては、患者個人によって必要とするインスリン注射の回数、単位数が
異なり、特に厳密なコントロールを必要とする者もいる（糖尿病には大きく２種類のタイプが
あるが、I型と呼ばれるタイプでは、特に厳密なコントロールが必要）。判断を誤れば 、血糖
値が低すぎたり、高すぎたりする状態を引き起こすこととなる。血糖値が低すぎたり、過剰
に高すぎたりする状態が長く続くと、体内が酸性に傾く危険な状態（アシドーシス）や、昏睡
状態が引き起こされることもあり、患者の健康状態に大きく影響する。また、血糖値を適切
な値に保てない状態（コントロールが悪い状態）が長引くと、動脈硬化が進みやすくなり、心
筋梗塞や脳梗塞のリスクが増すだけでなく、糖尿病の合併症である網膜症（失明の原因と
もなる）、腎障害（悪くなると透析が必要になる）、神経障害（手足の感覚が鈍くなる）などを
発症するリスクもあがる。このような状態を防ぐためには、患者の状態を的確に把握した上
で適切なインスリンの投与を行う必要があり、インスリン注射の調整には、投与するインス
リンの種類の決定も含めて、医師の指示の下に行う必要がある。

2084011

医療法人 鉄蕉会
亀田総合病院
(50040)、千葉県 鴨
川市(12223)

鴨川医療特区
看護師による医療
行為の容認

090171
薬剤師による医療
行為の容認(筋肉注
射）

Ｃ －
薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤する者であることから、医師とは教育課程や国家
試験の内容が大きく異なっており、注射など医師がするのでなければ、人体に危害を及ぼ
し、又は危害を及ぼすおそれのある行為を行うことを認めることは適当でない。

提案主体の要望は、筋肉注射は現行の薬剤師でも可能とい
う判断に基づいているが、この点を踏まえ、筋肉注射が、医
師がするのでなければ、人体に危害を及ぼし又は危害を及
ぼすおそれのある行為であることを具体的に示すとともに、
要望を実現できないか、再度検討し回答されたい。

Ｃ －

○「筋肉注射は現行の薬剤師でも可能という判断」については、以下の理由により不適切
である。
○薬剤を注射で投与する場合には、その手技の修得が必要であるだけでなく、投与した薬
剤による急性の副作用や、手技上の問題で合併症が出現する可能性もある。このような場
合に適切に対応するためには、薬理学の知識のみでなく、幅広い生理学・解剖学を含めた
幅広い臨床医学の知識が必要であり、医師、あるいは医師の指示の下の看護師が行うべ
きものであると考える。

2084012

医療法人 鉄蕉会
亀田総合病院
(50040)、千葉県 鴨
川市(12223)

鴨川医療特区
薬剤師による医療
行為の容認

090172

薬剤師による医療
行為の容認（慢性疾
患についての定期
的な薬の処方）

Ｃ －
患者にとっての医薬品の要否や、使用に伴う副作用の有無等を判断するに当たっては、医
師の高度な知識が必要であり、医師とは養成課程や国家試験の内容が大きく異なる薬剤
師に処方を可能とすることは認められない。

提案主体の要望は、薬が定期的に処方される慢性疾患につ
いての処方せんなしでの一定期間の処方は現行の薬剤師で
も可能という判断に基づいているが、この点を踏まえ、当該
場合の医薬品の要否や、使用に伴う副作用の有無等を判断
するに当たって必要とされる医師の高度な知識について具
体的に示すとともに、要望を実現できないか、再度検討し回
答されたい。

Ｃ －

○「薬が定期的に処方される慢性疾患についての処方せんなしでの一定期間の処方は現
行の薬剤師でも可能という判断」については、以下の理由により不適切である。
○慢性疾患における薬剤の定期的な投与においても、患者の病状を把握した上で薬剤を
投与することは不可欠であり、継続投与中に薬剤の種類や投与量の変更が必要になるこ
とがある。また、内服加療中に、当該疾患とは別の疾患を発症して加療が必要になったり、
長期間にわたって同じ薬剤を服用した後に内服薬の副作用が出現し、薬剤の変更や生じ
た副作用への対処が必要になることもあり、このような事態に適切に対応するためには、
医師が患者の状態を把握した上で内服薬を処方する必要がある。

2084012

医療法人 鉄蕉会
亀田総合病院
(50040)、千葉県 鴨
川市(12223)

鴨川医療特区
薬剤師による医療
行為の容認
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09　厚生労働省　再々検討要請（特区）第３次

2.管理コー
ド

3.規制の特例事項名
6.措置の
分類

7.措置の
内容

8.措置の概要(対応策)
11．各省庁からの回答に対する構造改革特区推進室からの再検

討要請

12．「措置
の分類」
の見直し

13．「措置
の内容」
の見直し

14．各省庁からの再検討要請に対する回答
15．各省庁からの回答に対する構造改革特区推進室からの再々

検討要請

16．「措置
の分類」
の見直し

17．「措置
の内容」
の見直し

18．各省庁からの再々検討要請に対する回答
規制特例提
案事項管理
番号

提案主体名 特区計画の名称
規制の特例事項（事

項名）

090180
言語聴覚士による
医療行為の容認

Ｃ Ⅲ P 早急に検討し、回答されたい。 Ｃ Ⅲ

・言語聴覚士は、音声機能、言語機能又は聴覚に障害のある者についてその機能の維持
向上を図るため、言語訓練その他の訓練、これに必要な検査及び助言、指導その他の援
助を行うことを業とする者であり、その業務範囲において、心理検査又は言語検査を行うこ
とが認められているところである。
診療報酬においては医師の指導監督の下に言語聴覚士により行われる心理検査または
言語検査については、言語聴覚療法として包括的に評価しているところである。

2084013

医療法人 鉄蕉会
亀田総合病院
(50040)、千葉県 鴨
川市(12223)

鴨川医療特区
言語聴覚士による
医療行為の容認

090190
歯科医師による一
般医科の手術にお
ける麻酔の容認

Ｃ －
歯科医師は歯科医行為を業とする者であることから、その養成課程は、全身麻酔に必要な
全身の管理などについても学ぶ医師とは内容が大きく異なっているため、本来認められて
いる業務範囲を超えて、その業務を行うことを認めることは適当でない。

提案主体の要望は、麻酔医が不足している状況を踏まえ、
歯科口腔外科の手術における患者の全身管理及び麻酔に
ついて一定の経験を有する歯科医師が、方法や手技におい
て異なるところはない一般医科の手術における麻酔を担当
するというものであるが、この点を踏まえ、全身麻酔に必要
な全身の管理などについて、歯科医師の養成課程の内容が
医師とは大きく異なっていることを具体的に示すとともに、要
望を実現できないか、再度検討し回答されたい。

Ｃ －

麻酔法は、患者の疾患や術式により適切に対応する必要があり、また、一般医科手術の
際に多く見られる心肺機能の低下等を来している患者の場合は特に注意が必要である。ま
た、全身の麻酔の管理を行うに当たっては、麻酔中に生じ得る循環動態の変化や、それに
伴う患者の容態の急変、又は手術そのものの合併症として起こり得る患者の容態の急変
に適切に対処する必要があり、高度の救命救急医学の知識と技能が要求される。なお、養
成課程等については例えば、「医学部設置基準要項（昭和４３年）」で規定している医学部
の授業時間における医学に関する授業科目の配分が約９割であるのに対し、「大学設置要
項（昭和６３年）」で規定している歯学部の授業時間における歯学に関する授業科目の配分
が約９割であり、従って、その養成課程や卒後教育において、救命救急医学の知識と技能
を十分に修得することができる医師以外の者が一般医科手術において麻酔を担当するこ
とは適当ではないと考える。

2225010
東京医科歯科大学
大学院　医療経済
学分野(50030)

歯科医師過剰解消
特区

医師以外の医療関
係者による医行為
の容認

090200

自由診療内での義
歯製作における歯
科技工士の業務範
囲の拡大

C Ⅰ
一定の水準の歯科医療を提供するためには、歯科医師としての資格をもつことが必要であ
り、また、義歯等の作製と診断･治療行為は一連の歯科医療行為であることから、両者を分
離して考えることは、適切な歯科医療を提供する観点から不適当

提案主体の要望は、歯科技工士による印象採得、咬合採
得、口腔内の観察を可能とすることにより、より良い義歯をつ
くるというものであるが、この点を踏まえ、一連の歯科医療行
為である義歯等の作製と診断･治療行為を分離すると、適切
な歯科医療を提供する観点から不適当であることを具体的
に示すとともに、要望を実現できないか、再度検討し回答さ
れたい。

C Ⅰ

義歯の作製等に伴う印象採得､咬合採得等は、口腔内状況の的確な診断とそれに基づく
治療行為であり、口腔内観察のみによる義歯作製は技術的に不可能であり、よりよい義歯
の作製は不可能。このように義歯等の補綴物の作製は、歯科技工士に委託する歯科技工
過程のみならず、歯科技工行為の前後に歯科医師が行う診断･治療行為を必須とする一
連の行為である。また、直接患者の口腔状態を診察し施術することは歯科医師の知識・技
能をもって行うべきものであり、印象採得、咬合採得等の歯科診療を行うために必要な技
能修得のためのカリキュラムは、現行の歯科技工士の養成過程には含まれておらず、歯
科医師でない者がこのような歯科診療行為を行うことは、適切な歯科医療を提供する観点
から適当でない。

2257010 個人

本当に良い入れ歯
を１人でも多くの人
に提供できる環境づ
くり計画

自由診療内での義
歯製作における歯
科技工士の業務範
囲の拡大

090210

歯科技工所での患
者との対面による義
歯製作（自由診療）
の容認

Ｃ Ⅰ
一定の水準の歯科医療を提供するためには、歯科医師としての資格をもつことが必要であ
り、また、義歯等の作製と診断･治療行為は一連の歯科医療行為であることから、両者を分
離して考えることは、適切な歯科医療を提供する観点から不適当

提案主体の要望は、歯科医師の指示の後に、歯科技工士が
歯科技工所において患者と直接対面で義歯を製作可能とす
ることにより、より良い義歯をつくるというものであるが、この
点を踏まえ、一連の歯科医療行為である義歯等の作製と診
断･治療行為を分離すると、適切な歯科医療を提供する観点
から不適当であることを具体的に示すとともに、要望を実現
できないか、再度検討し回答されたい。

C Ⅰ

義歯の作製等に伴う印象採得､咬合採得等は、口腔内状況の的確な診断とそれに基づく
治療行為であり、口腔内観察のみによる義歯作製は技術的に不可能であり、よりよい義歯
の作製は不可能。このように義歯等の補綴物の作製は、歯科技工士に委託する歯科技工
過程のみならず、歯科技工行為の前後に歯科医師が行う診断･治療行為を必須とする一
連の行為である。また、直接患者の口腔状態を診察し施術することは歯科医師の知識・技
能をもって行うべきものであり、印象採得、咬合採得等の歯科診療を行うために必要な技
能修得のためのカリキュラムは、現行の歯科技工士の養成過程には含まれておらず、歯
科医師でない者がこのような歯科診療行為を行うことは、適切な歯科医療を提供する観点
から適当でない。

2257020 個人

本当に良い入れ歯
を１人でも多くの人
に提供できる環境づ
くり計画

歯科技工所での患
者との対面による義
歯製作（自由診療）
の認可

090220

高度・先進医療技術
を持つ外国人指導
医による医療行為を
伴う教育の容認

D-3 Ⅲ
臨床修練制度において、本年４月より、医療に関する知識及び技能の修得に加え、これに
付随して行われる教授を目的として入国した外国医師について、厚生労働大臣の許可を
与えることとしたところである。

2084020

医療法人 鉄蕉会
亀田総合病院
(50040)、千葉県 鴨
川市(12223)

鴨川医療特区
外国人指導医に対
し限定的な医師免
許の交付をする

090230

在日ブラジル人に対
するブラジル国医師
免許取得者による
医療行為の容認

Ｄ－３ Ⅳ
現行の外国との医師の相互受入れを拡大し、相手国による日本人医師の受入れがない場
合でも、英語による国家試験に合格した外国人医師を、診療対象を当該国民に限定する
等の条件の下、受け入れる措置を講ずることとしている。

2249010 個人
在日ブラジル人医療
特区

在日ブラジル人の為
の医療について

090241
病院検査部の検体
検査受託事業の容
認

Ｄ－１ －

●病院が外部から検体検査業務を受託することについては、病院本来業務の適正な実施
を確保する観点から、
①営利を目的としていないこと
②業として（反復継続して）行っていないこと
③病院本来の検体検査業務に支障が生じていないこと
の要件を満たしている場合には認めているところである。

提案者の要望は、病院外検体検査を業として行う
というものであり、この点を踏まえ、衛生検査所
としての登録の可否について明確に回答された
い。また、病院開設者は非営利目的であることか
ら、貴省回答中③の要件を満たす場合には、病院
本来業務の適正な実施は確保されると考えられる
が、この点を踏まえ、要望を実現できないか、再
度検討し回答されたい。

Ｄ－１ －

　病院が外部から検体検査業務を受託することについては、病院本来業務の適正な実施
を確保する観点から、
①営利を目的としていないこと
②業として（反復継続して）行っていないこと
③病院本来の検体検査業務に支障が生じていないこと
の要件を満たしている場合には認めているところである。
　なお、病院本来業務の実施のための施設をそれ以外の業務のために恒常的に使用する
ことは適当ではない。

病院の検査部を衛生検査所として登録した上で､当該病院
の検体検査業務を当該衛生検査所に委託することは、現行
規定上可能かどうか､検討し回答されたい。

C －

病院の一施設としての臨床検査部を、併せて衛生検査所として登録することは、①病院自
体の検体検査業務に支障が生ずるおそれが高くなること、②病院の適切な衛生管理が担
保できないこと、等から適当でない。しかし、一般の病院が検体検査業務を全て外部委託
する場合には臨床検査施設を設けないことができることとなっており、その場合には当該病
院とは別施設という扱いで、当該臨床検査施設を衛生検査所として登録することは可能で
ある。

1011020 仙台市(4100)
国際知的産業特
区計画

衛生検査所登録の
「病院等を除く」とさ
れている適用制限
の撤廃

090242
大学病院に対する
特定機能病院の設
置基準の緩和

C Ⅰ
特定機能病院は、高度の医療の提供等に対応する病院として位置づけられており、それに
ふさわしい医療水準を確保するため、臨床検査施設等の必要な施設を有していることが必
要不可欠である。

本提案は、090241の提案において、病院検査部を
衛生検査所として登録することが認められた場合
の要望であり、090241と併せて検討し、回答され
たい。

C Ⅰ

　特定機能病院は、
①高度の医療の提供、②高度な医療技術の開発・評価、③高度な医療に関する研修、を
行うための病院であり、これらの機能を果たすためには、自ら精度の高い臨床検査を行う
能力を有していることが必要不可欠である。

特定機能病院の検査部を衛生検査所として登録した上で､
当該病院の検体検査業務を当該衛生検査所に委託した場
合においては、当該病院は､同一医療法人が同一敷地内に
設置する衛生検査所に検体検査業務を委託することとなり、
当該病院に関する「精度の高い臨床検査を行う能力」が低下
することはないため、当該病院を引き続き特定機能病院とみ
なすことができないか、検討し回答されたい。

Ｃ Ⅰ

特定機能病院は、
①高度の医療の提供、②高度な医療技術の開発・評価、③高度な医療に関する研修、を
行うための病院であり、これらの機能を果たすためには、自ら精度の高い臨床検査を行う
能力を有していることが必要不可欠である。同一主体が設置する衛生検査所では、自ら精
度の高い臨床検査を行う能力を有していることを担保できない。

1011030 仙台市(4100)
国際知的産業特
区計画

大学病院に対する
特定機能病院の施
設基準の緩和
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09　厚生労働省　再々検討要請（特区）第３次

2.管理コー
ド

3.規制の特例事項名
6.措置の
分類

7.措置の
内容

8.措置の概要(対応策)
11．各省庁からの回答に対する構造改革特区推進室からの再検

討要請

12．「措置
の分類」
の見直し

13．「措置
の内容」
の見直し

14．各省庁からの再検討要請に対する回答
15．各省庁からの回答に対する構造改革特区推進室からの再々

検討要請

16．「措置
の分類」
の見直し

17．「措置
の内容」
の見直し

18．各省庁からの再々検討要請に対する回答
規制特例提
案事項管理
番号

提案主体名 特区計画の名称
規制の特例事項（事

項名）

090250
病室等の分離設置
の容認

D-1 －
患者に適切な医療を提供する観点から、病院の各施設は構造上の一体性を確保し、相互
に有機的関係を保つ必要がある。しかし、別敷地にある収容施設に対して、在宅と同様な
訪問診療や訪問看護を行うことは可能である。

提案主体からの意見では､「いかに病院内・病棟内で擬似的
社会を作っても病院特有の生活環境による構造の問題や限
界があり､現実の長期入院者の生活障害を入院中に克服す
ることは不可能」であるため、「「病室」を街中に作り､入院中
より現実の社会生活のなかで生活訓練・リハビリをおこなうこ
とにより長期社会的入院者の退院促進がはかられ、数少な
い現在の社会復帰施設を本来の通過型施設として効率的に
利用」することが必要であり､また、「精神科医療については、
特に継続性を必要とするものであることから病室を別敷地に
置いても有機的連関性をもてる」とあるが、この点を踏まえ､
要望を実現できないか､再度検討し回答されたい。

Ｃ －

病院本体から病室を分離した場合には、分離した施設については医療法に基づく必要な
人員配置・構造設備の整備がなされていないこととなり、医学的治療が必要な患者に対し
て、適切な医療を提供することが困難となるため、病院の分離設置を認めることは困難で
ある。

2036010
財団法人正光会
(50060)

総合精神医療・保
健・福祉特区計画

医療・福祉の地域展
開のために医療法
の規制緩和

090260
学校における医療
施設の設置可能化

D-1 － 学校の敷地内に医療施設を設置することについては、特段禁止されていない。 2260030 個人
中学校区を基準とし
た地域ケア

学校の医療施設を
設置

090270

区分許可制度の弾
力的運用（改良医療
用具、後発医療用
具の製造に係る全
工程の委託の容認）
の早期施行

C Ⅱ

　薬事法の平成１７年施行部分における全工程の製造委託に関しては、製造販売
承認制度の下で行うことにより、強化された市販後安全対策によって製品の有効
性・安全性が担保されるものである。従って、現行制度の下で単に全面委受託の
みを認めることは、国民の保健衛生上の観点から望ましくないと考える。
また、新制度の前倒しについては、製造販売承認制度への移行に伴い、平成１５
年度から１６年度にかけて、各種の下位法令等の整備及び現行の国と各都道府
県で共有している承認許可管理システムの再構築（製造委託に関する要望の出さ
れた品目ごとに委託製造を行う製造所を関連付けて管理し、関係する都道府県と
当該品目の製造に関する情報を共有するものとする）を行う必要があることからも
相当の準備期間を要するため、実施の前倒しは困難である。

提案者の要望は、、「特区における○○の承認品目について
は、全製造工程の委託を容認した」旨を文書で全国の都道
府県に通知することにより、承認許可管理システムの構築を
待たなくとも、全国での情報の共有化については可能にな
り、製造販売承認制度の実施を前倒しできるというものであ
り、この点を踏まえ、要望を実現できないか、再度検討し回
答されたい。

C Ⅱ

　特区で開発された医療用具であっても、特区内だけでなく全国的に流通することから、全
国での情報の共有化のみならず、保健衛生上の観点から、販売体制も含めた全国規模で
の安全対策が必要とされることから、本要望を認める場合には、たとえ１件だけであって
も、製造業者や販売業者の満たすべき要件など下位法令等の整備が不可欠であるが、こ
れらは平成１５年度から１６年度にかけて行っていくこととしており、制度の前倒しは困難で
ある。
　なお、薬事法の平成１７年施行部分における全工程の製造委託に関しては、製造販売承
認制度の下で行うことにより、強化された品質保証及び市販後安全対策によって初めて製
品の有効性・安全性が担保されるものである。

1001030 福島県(7000) 知的創造・開発特区

区分許可制度の弾
力的運用（改良医療
用具、後発医療用
具の製造に係る全
工程の委託の容認）
の早期施行

090280
特区において開発さ
れた医療機器の優
先審査の実施

D-1 Ⅰ

医療上の必要性があれば、特区であるかどうかにかかわらず優先的に審
査を行うこととしている。地域振興の目的のために、他の新しい医療機器よ
りも優先して審査を行うことは、他の新しい医療機器の承認が遅れ国民が
不利益を被る可能性がある。なお、医療機器全般の承認審査の迅速化を
図るため平成１６年４月に独立行政法人医薬品医療機器総合機構を設置
することとしている。

1001010 福島県(7000) 知的創造・開発特区
特区における開発
医療機器の優先審
査の実施

090290
消化器用カテーテル
の承認不要化

C Ⅲ

消化器に用いるカテーテルはクラスⅡ若しくはクラスⅢの医療機器で、ＥＵでは第三者認証
を必要とし、米国では国の審査を必要としており、わが国のみ承認不要とする合理的理由
がなく、規制を緩和することは困難である。特に、従来のものと異なる新しい機能を付与し
た新医療機器については、その機能が臨床上使用に耐えうるかどうかなどについて臨床
試験を行う必要があり、その臨床意義を国として責任を持って確認する必要があることから
承認を不要とすることは困難である。なお、既存製品の範囲内で基準のできたクラスⅡの
医療機器については、改正薬事法の施行後、第三者認証制度を導入することとしている。

提案者の要望は、消化器用カテーテルについて、尿道カテー
テルと同様の基準を策定するというものであり、この点を踏
まえ、EUにおける第三者認証の基準を参考にして、消化器
用カテーテルの基準の策定の可否について、検討し回答さ
れたい。

C Ⅲ

平成１７年度の医療用具の第三者認証制度の実施に向けて、当方としてもクラスⅡの消化
器カテーテルについて認証基準を策定したいと考えているところである。ただし、認証基準
はこれまでにない新技術を用いた製品（触覚センサー付消化器カテーテル）をカバーできる
ようなものではなく、ＥＵの基準においてもこれに対応した基準は作成されていないため、
認証基準が作成されたとしても、提案者の要望している製品は当該基準の範囲外となって
しまうことから、承認を不要とすることは困難である。現在存在しない新技術の製品に関し
て、その有効性、安全性を担保する基準を作成することは不可能である。

1001020 福島県(7000) 知的創造・開発特区
消化器用カテーテル
の承認不要化

090300

共同製剤されたFDG
製剤を複数の病院
に供給することの容
認

D-1 Ⅰ

院内製剤された未承認薬を病院内で自家消費することは可能であるが、複数の他施設に
授与することは、薬事法上認められていない。一方、未承認薬の合法的な提供には治験の
枠組みが既にあり、本件については、将来的にも医療として継続的に提供することが求め
られる性格のものであることから、治験の本来の主旨である薬事法の下での承認を目指
し、当該枠組みの中で科学的、倫理的な規則に準拠し、試験研究目的の使用を行うべき性
格のものであると考えている。なお、治験については、医療機関が主体となって行う枠組み
も平成１５年７月３０日に施行される改正薬事法により可能となる。

提案者の要望は、共同製剤されたFDG製剤を複数病院に供
給することの容認により、現状では供給不足が明らかなPET
診断を低コストで普及するというものであり、この点を踏ま
え、未承認薬一般についてではなく、FDG製剤かつクローズ
ドな組織という限定で要望を実現できないか、再度検討し回
答されたい。

D-1 Ⅰ
複数医療機関において、未承認薬を提供する場合であるが、未承認薬については、その
安全性、倫理性の観点から患者にとって不利な取り扱いとなることのないように使用される
べきであり、治験の枠組みにおいて使用されるべきである。

FDG製剤が薬事法上承認された場合に、大学病院等が自院
のサイクロトロンでFDGを製剤し､近隣の病院等に供給するこ
とは、現行規定上可能かどうか､検討し回答されたい。

D-1 Ⅰ
　薬事法において、販売・授与とされる院外への提供は、当該病院がＦＤＧ製剤の製造承
認並びに製造業及び販売業の許可を得ることにより可能となる。ＦＤＧ製剤は、承認の対象
となる医薬品と考えられる。

2224010
東京医科歯科大学
大学院　医療経済
学分野(50030)

PET集積特区

共同製剤されたFDG
製剤を複数の病院
に供給することの容
認
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6.措置の
分類
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規制の特例事項（事

項名）

090310
病院からの薬剤の
配送の容認

C Ⅰ

　薬剤の有効性・安全性を確保し、かつ、適正使用を推進するという観点から、薬剤師が調
剤を行う際には、処方内容に疑義がないか等の確認等を行うため患者に対し質問等を行
い、また、薬剤師が直接必要な情報提供をして薬剤を交付する必要がある。
　薬剤の配送を認めれば、処方内容に疑義がないか等の確認や、患者に対する適切な情
報提供が対面で行う場合と比較して不十分なものとなり、また、配送中においては薬剤の
品質の変化等が起こる場合がある。
　その結果、薬剤の併用による相互作用等、未然に防ぐことが出来た副作用被害が生じ
る、期待された薬効が得られない、あるいは、品質不良の薬剤を服用する等の可能性があ
り、患者の生命を損なうおそれがある。

処方内容に疑義がないか等の確認、患者に対する適切な情
報提供、配送中における薬剤の品質の変化の防止等につい
て適切な措置が講じられる場合に、同一の薬を継続的に使
用する患者等に限って、薬剤の配送を認められないか、再度
検討し回答されたい。

C Ⅰ

　医薬品の専門家である薬剤師が患者と対面で接することにより、患者の状態の変化等に
ついて把握し、その上で処方内容に疑義がないか等の確認及び必要に応じて医薬品を示
しながら情報提供を行い、医薬品を交付することが必要である。
　ただし、これらが行われた後に、患者からの依頼に基づき、品質の変化の防止等につい
て適切な措置を講じた上での配送を行うことは可能である。
　なお、提案者が代替措置として考えている電話や文書による情報提供では不十分である
と考える。

医師による遠隔診療が認められ､かつ、同一薬を継続して服
用する場合には､患者の同意と品質変化の防止に関する適
切な措置が講じられることを条件として､院内で医師の処方
せんに基づき薬剤師が調剤した薬剤を、配送業者が病院か
ら患者宅へ配送することを認められないか､検討し回答され
たい。

C Ⅰ

　遠隔診療の対象となる患者が在宅にいながら薬剤を入手することができるように、医師
が処方せんを患者宅に配送の後、患者等の希望する薬局に対してファクシミリを用いて処
方内容を電送し、電送された処方内容に基づいて薬局の薬剤師が薬剤の調製を行い、薬
剤師が患者宅を訪問し、処方せんを受領して内容を確認した上で、必要な情報提供ととも
に薬剤を交付することが可能である。
　提案のように、薬剤の配送によって情報提供を敢えて不十分なものとするのではなく、こ
の方法の活用によって、薬剤師による対面での指導が行えることに加え、薬局により患者
の薬歴の一元管理が図れることからも、患者にとって有益であるため、院外処方せんを活
用されたい。

2153020
東京大学医学部附
属病院(50030)

健康づくり特区
病院からの薬剤の
配送

090320

アメリカ、EU諸国で
承認されている医薬
品、医療材料の使
用の限定的自由化

D-1 Ⅰ

　未承認医薬品等を保険適用の下で使用するという要望の目的を達成するためには、患
者に対する倫理的な保護等の観点からも薬事法上の医師主導治験を含めた治験として提
供されるべきと考える。
　なお、治験については、医療機関が主体となって行う枠組みも平成１５年７月３０日に施
行される改正薬事法により可能となる。

提案者の要望は、アメリカ、EU諸国のうち2カ国以上で使用
が承認されている医薬品、医療材料で国内未承認のものに
ついて、特定機能病院内の審査で安全性が確認されたもの
に限り、治験の手続きを経ずして、届出を行い、輸入・使用す
るというものであり、この点を踏まえ、要望を実現できない
か、再度検討し回答されたい。

D-1 Ⅰ
提案者の要望たる、保険適用の下で未承認薬等を提供する場合であるが、未承認薬等に
ついては、その安全性、倫理性の観点から患者にとって不利な取り扱いとなることのないよ
うに使用されるべきであり、治験の枠組みにおいて使用されるべきである。

2153030
東京大学医学部附
属病院(50030)

健康づくり特区

アメリカ、EU諸国で
承認されている医薬
品、医療材料の使
用の限定的自由化

090330
NPO法人によるIRB
設置の可能化

C Ⅲ
　臨床試験の実施の基準に関する省令において、NPOがIRBの支援事務
等を行うことを妨げるものではないが、NPOが設置主体として相応しいかの
検討は十分なされていないため、その要件等について検討が必要である。

提案書に記載されたNPO法人について、IRBの設置者として
認められるか否か検討し、明確化されたい。

C Ⅲ
ＮＰＯ法人はＩＲＢの設置主体として認められていない。その要件については検討が必要で
あり、現在検討中である。

「検討中」の内容につき、早急に検討されたい。また、提案者
が計画している事業内容は､医薬品の臨床試験の実施の基
準に関する省令第27条第1号又は第4号に基づき実現できな
いか、検討し回答されたい。

C Ⅲ

ＮＰＯ法人の適格性については厚生科学研究費補助金による研究班により検討が進めら
れているところである。実施医療機関が治験審査委員会を設置できない小規模な医療機
関ではない場合は、医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第27条に該当しないと
解されるところ。なお、現行では、ＩＲＢの設置主体が医療機関でなければ、同省令第27条
第１号又は第４号に規定されるＩＲＢとはみなすことはできない。

1007011

創薬推進連絡協議
会（50110）(塩野義
製薬（株）、大日本
製薬（株）、武田薬
品工業（株）、田辺
製薬（株）、藤沢薬
品工業（株）、大阪
大学、国立循環器
病センター、国立大
阪病院、大阪府医
師会、日本製薬工
業協会、日本ＣＲＯ
協会、日本ＳＭＯ協
会、大阪商工会議
所、大阪医薬品協
会、大阪府)

バイオメディカル・ク
ラスター創成特区

医薬品の臨床試験
の実施に関する省
令第２７条ＩＲＢ設置
規定の緩和

090340
施設IRBと共同IRB
の併用の容認

D-1 Ⅲ

　臨床試験の実施の基準に関する省令においても、施設のIRB以外の機関
等における意見を参考にして、施設のIRBが審議を行うなどの専門性の向
上、審議の効率化を図ることは可能である。ただし、同省令に基づき、施設
IRBが最終的な決定を行うべきである。

提案者の要望は、治験を行うことの適否やプロトコールの初
期審査・修正など治験開始の技術的な部分の調査審議につ
いては共同IRBが行い、それ以外の調査審議は施設IRBが
行うというものであり、この点についても現行で対応可能なの
か、確認し回答されたい。

D-1 Ⅲ

治験審査委員会としての結論に対しての責任は、治験を実施する医療機関の長が設置す
る一のＩＲＢが負うものであり、責任や役割の分担を外部機関と行うものではない。ただし、
設置主体の種類にかかわらず外部機関の審議結果を利用して当該IRBの審議を効率化す
る対応は可能である。

1007012

創薬推進連絡協議
会（50110）(塩野義
製薬（株）、大日本
製薬（株）、武田薬
品工業（株）、田辺
製薬（株）、藤沢薬
品工業（株）、大阪
大学、国立循環器
病センター、国立大
阪病院、大阪府医
師会、日本製薬工
業協会、日本ＣＲＯ
協会、日本ＳＭＯ協
会、大阪商工会議
所、大阪医薬品協
会、大阪府)

バイオメディカル・ク
ラスター創成特区

医薬品の臨床試験
の実施に関する省
令第２７条ＩＲＢ設置
規定の緩和

090350
薬事法に係る営業
許可申請書の英語
表記の可能化

C Ⅲ
　外国人が薬局等を開設しやすくするという提案者の要望は、提案者が許
可申請者に対し、申請書への日本語による記載を補助するための窓口を
設けることなどにより、要望の目的は十分に達成可能と考える。

現行規定上、申請書を日本語以外の言語で表記することは
可能か、確認し回答されたい。
また、地方公共団体が英語能力のある職員を確保し、受付
体制を整えることを条件として、申請書の英語表記を認めら
れないか、再度検討し回答されたい。

C Ⅲ

薬事法施行規則第７２条の規定により、申請書の外国語による表記は不可能である。
本要望については、申請者が申請書の記載の代行を依頼することにより対応は可能であ
ると考える。
また、地方公共団体が英語能力のある職員を確保することについては、地方公共団体たる
提案者が申請書の日本語記載を補助する窓口を設置するなどにより、要望の目的は十分
に達成可能と考える。

対日投資促進の観点から、要望を実現できないか､検討し回
答されたい。

C Ⅲ

原回答のとおり、行政事務を適切かつ円滑に遂行するため、許可申請書については日本
語で記載されていることが必要であるが、提案者において、申請書の日本語による記載を
補助するための窓口を設けることなどにより、要望の目的及び再々検討要請の目的は十
分に達成可能と考える。
また、薬局等の営業許可申請時においては、薬剤師等の設置が必要であり、日本語記載
が可能な者がいることから、事実上英語表記を行う必要はないと考える。

2117020 三沢市（2207）
ＭＩＳＡＷＡ・アメリカ
村国際商業特区

外国人が出店しや
すいよう営業許可申
請書を英語表記とす
る。

090350
薬事法に係る営業
許可申請書の英語
表記の可能化

C Ⅲ
　外国人が薬局等を開設しやすくするという提案者の要望は、提案者が許
可申請者に対し、申請書への日本語による記載を補助するための窓口を
設けることなどにより、要望の目的は十分に達成可能と考える。

現行規定上、申請書を日本語以外の言語で表記することは
可能か、確認し回答されたい。
また、地方公共団体が英語能力のある職員を確保し、受付
体制を整えることを条件として、申請書の英語表記を認めら
れないか、再度検討し回答されたい。

C Ⅲ

薬事法施行規則第７２条の規定により、申請書の外国語による表記は不可能である。
本要望については、申請者が申請書の記載の代行を依頼することにより対応は可能であ
ると考える。
また、地方公共団体が英語能力のある職員を確保することについては、地方公共団体たる
提案者が申請書の日本語記載を補助する窓口を設置するなどにより、要望の目的は十分
に達成可能と考える。

対日投資促進の観点から、要望を実現できないか､検討し回
答されたい。

C Ⅲ

原回答のとおり、行政事務を適切かつ円滑に遂行するため、許可申請書については日本
語で記載されていることが必要であるが、提案者において、申請書の日本語による記載を
補助するための窓口を設けることなどにより、要望の目的及び再々検討要請の目的は十
分に達成可能と考える。
また、薬局等の営業許可申請時においては、薬剤師等の設置が必要であり、日本語記載
が可能な者がいることから、事実上英語表記を行う必要はないと考える。

2117030 三沢市（2207）
ＭＩＳＡＷＡ・アメリカ
村国際商業特区

外国人が出店しや
すいよう営業許可申
請書を英語表記とす
る。
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2.管理コー
ド

3.規制の特例事項名
6.措置の
分類

7.措置の
内容

8.措置の概要(対応策)
11．各省庁からの回答に対する構造改革特区推進室からの再検

討要請

12．「措置
の分類」
の見直し

13．「措置
の内容」
の見直し

14．各省庁からの再検討要請に対する回答
15．各省庁からの回答に対する構造改革特区推進室からの再々

検討要請

16．「措置
の分類」
の見直し

17．「措置
の内容」
の見直し

18．各省庁からの再々検討要請に対する回答
規制特例提
案事項管理
番号

提案主体名 特区計画の名称
規制の特例事項（事

項名）

090350
薬事法に係る営業
許可申請書の英語
表記の可能化

C Ⅲ
　外国人が薬局等を開設しやすくするという提案者の要望は、提案者が許
可申請者に対し、申請書への日本語による記載を補助するための窓口を
設けることなどにより、要望の目的は十分に達成可能と考える。

現行規定上、申請書を日本語以外の言語で表記することは
可能か、確認し回答されたい。
また、地方公共団体が英語能力のある職員を確保し、受付
体制を整えることを条件として、申請書の英語表記を認めら
れないか、再度検討し回答されたい。

C Ⅲ

薬事法施行規則第７２条の規定により、申請書の外国語による表記は不可能である。
本要望については、申請者が申請書の記載の代行を依頼することにより対応は可能であ
ると考える。
また、地方公共団体が英語能力のある職員を確保することについては、地方公共団体たる
提案者が申請書の日本語記載を補助する窓口を設置するなどにより、要望の目的は十分
に達成可能と考える。

対日投資促進の観点から、要望を実現できないか､検討し回
答されたい。

C Ⅲ

原回答のとおり、行政事務を適切かつ円滑に遂行するため、許可申請書については日本
語で記載されていることが必要であるが、提案者において、申請書の日本語による記載を
補助するための窓口を設けることなどにより、要望の目的及び再々検討要請の目的は十
分に達成可能と考える。
また、薬局等の営業許可申請時においては、薬剤師等の設置が必要であり、日本語記載
が可能な者がいることから、事実上英語表記を行う必要はないと考える。

2117040 三沢市（2207）
ＭＩＳＡＷＡ・アメリカ
村国際商業特区

外国人が出店しや
すいよう営業許可申
請書を英語表記とす
る。

090350
薬事法に係る営業
許可申請書の英語
表記の可能化

C Ⅲ
　外国人が薬局等を開設しやすくするという提案者の要望は、提案者が許
可申請者に対し、申請書への日本語による記載を補助するための窓口を
設けることなどにより、要望の目的は十分に達成可能と考える。

現行規定上、申請書を日本語以外の言語で表記することは
可能か、確認し回答されたい。
また、地方公共団体が英語能力のある職員を確保し、受付
体制を整えることを条件として、申請書の英語表記を認めら
れないか、再度検討し回答されたい。

C Ⅲ

薬事法施行規則第７２条の規定により、申請書の外国語による表記は不可能である。
本要望については、申請者が申請書の記載の代行を依頼することにより対応は可能であ
ると考える。
また、地方公共団体が英語能力のある職員を確保することについては、地方公共団体たる
提案者が申請書の日本語記載を補助する窓口を設置するなどにより、要望の目的は十分
に達成可能と考える。

対日投資促進の観点から、要望を実現できないか､検討し回
答されたい。

C Ⅲ

原回答のとおり、行政事務を適切かつ円滑に遂行するため、許可申請書については日本
語で記載されていることが必要であるが、提案者において、申請書の日本語による記載を
補助するための窓口を設けることなどにより、要望の目的及び再々検討要請の目的は十
分に達成可能と考える。
また、薬局等の営業許可申請時においては、薬剤師等の設置が必要であり、日本語記載
が可能な者がいることから、事実上英語表記を行う必要はないと考える。

2117050 三沢市（2207）
ＭＩＳＡＷＡ・アメリカ
村国際商業特区

外国人が出店しや
すいよう営業許可申
請書を英語表記とす
る。

090360
いわゆる「混合診
療」の解禁

C Ⅲ

・　平成１５年６月２７日に閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２０
０３」においては、「保険診療と保険外診療の併用の拡大」として、「特定療養費制度におけ
る高度先進医療について、一定の基準を満たした場合には、医療技術及び病院ごとの個
別の承認を必要とせず、迅速に認める仕組みについて検討し、結論を得て、平成１５年度
中に措置する。また、医療技術の向上の観点から、高度先進医療への新技術の導入の迅
速化を図ることにより、対象技術の範囲の拡大を促進する。」としており、今後この基本方
針に従って措置を行っていくものである。
・よって、いわゆる「混合診療」について解禁することは認められない

提案主体の要望は、
①特定機能病院における、一定の基準を満たす審査委員会
による審査と届出を条件とした、特定療養費制度の高度先
進医療技術の承認を受けていない高度な療法（子宮動脈塞
栓術治療など）、
②保険適用の手術等と併せて行われる、医療保険の対象外
の形成外科等の治療（乳がんによる乳房切除手術とインプラ
ントによる乳房再建の同時手術など）、
③単価が高く、かつ、治療に必要不可欠な場合における、診
療報酬上評価される個数・回数の制限を超えた治療、診療
材料等（自動吻合器など）
などについて、保険診療との併用を認めるというものであり、
一連の診療について保険外診療との併用を無制限に認める
というものではない。
この点を踏まえ、提案書及び添付資料に記載された個別の
事例につき、保険診療との併用が認められないか再度検討
し、個別の事例に即して回答されたい。なお、認められない
場合については、安全性・有効性が確保されないおそれ又
は不当な患者負担が増大するおそれがあることを具体的に
示されたい。

Ｃ Ⅲ

・　我が国の医療保険制度は、「国民誰もが、一定の負担で、いつでもどこでも安心して、必
要な医療を受けられること」が原則である。
・　このため、従来から、現行の医学水準に照らして必要適切な医療を定期的に保険導入
し、保険診療として確保してきたところであり、一連の診療について保険外診療との併用を
無制限に認めること（混合診療）は安全性・有効性が確保されないおそれ、不当な患者負
担が増大するおそれがあることから、原則として禁止されているところ。
・　一方、医学の進歩や患者ニーズの多様化に対応し、患者が追加費用を負担することに
より、保険外の新しい高度医療技術や追加的な医療サービスを受けられるよう、特定療養
費制度として「高度先進医療」と「選定療養」を制度化しているところである。

・　平成１５年６月２７日に閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２０
０３」においては、「保険診療と保険外診療の併用の拡大」として、「特定療養費制度におけ
る高度先進医療について、一定の基準を満たした場合には、医療技術及び病院ごとの個
別の承認を必要とせず、
迅速に認める仕組みについて検討し、結論を得て、平成１５年度中に措置する。また、医療
技術の向上の観点から、高度先進医療への新技術の導入の迅速化を図ることにより、対
象技術の範囲の拡大を促進する。」としており、今後この基本方針に従って措置を行ってい
くものである。
・　よって、いわゆる「混合診療」について解禁することは認められない。

①特定機能病院において、一定の基準を満たす審査委員会
による審査と届出を条件として、特定療養費制度の高度先
進医療技術の承認を受けていない高度な療法を行う場合に
ついては、「安全性・有効性が確保されないおそれ、不当な
患者負担が増大するおそれ」は具体的には想定されないた
め､保険診療と保険外診療の併用を認められないか、検討し
回答されたい。
②本来的に医療保険の対象外である審美性に係る手術等
を、保険適用の治療と併せて行い、かつ、その併用によって
保険診療の費用を増加させない場合については、審美性に
係る手術等と保険適用の治療は「一連の診療」とはみなされ
ないため、現行規定上保険診療の費用を保険請求すること
ができることを明確化できないか、検討し回答されたい。

Ｃ Ⅲ

①について
特定療養費制度における高度先進医療の承認の申請について、高度先進医療専門家会
議による審査で不承認となる医療技術が少なからず存在することからみると、御指摘の
ような場合についても、「『安全性・有効性が確保されないおそれ、不当な患者負担が増大
するおそれ』は具体的に想定されない」ということは事実誤認であり、安全性、有効性等に
ついて高度な専門性を持つ第三者の審査を経ることが必要であると考える。さらに、高度
先進医療の対象となる技術は、その技術に係る診療に要する費用の一部を医療保険制度
から支出することから、保険者等の代表を含む中央社会保険医療協議会における議論を
経る必要があると考える。

②について
　疾病又は負傷の治療と審美を目的とした手術等とを併せて行う場合については、通常、
一連の診療行為として取り扱われるものである。

2084030

医療法人 鉄蕉会
亀田総合病院
(50040)、千葉県 鴨
川市(12223)

鴨川医療特区
いわゆる「混合診
療」の解禁

・　なお、再検討要請において亀田総合病院の添付資料の中から例示された３点について
回答すると、

本来、現在の医学・医療技術水準に照らして、疾病又は負傷の治療に必要な医療行為に
ついては、保険診療として実施すべきであり、
①　新たな医療技術の保険導入に際しては、有効性、安全性等を勘案し保険適用が適切
かどうか判断することとしているが、子宮動脈塞栓術については関連学会による有効性に
関する見解が定まっていないことから、現在のところ保険導入されていないものであって、
このようなものについていわゆる「混合診療」として実施することは不適切である。

②　一般に医薬品及び医療用具を製造又は輸入するためには薬事法上の承認が必要で
あるが、現在、我が国においては薬事法上の承認を受けた人工乳房の製造又は輸入は行
われていないことから、今後人工乳房を用いた乳房再建術の保険適用を検討する前提とし
て、これに用いる材料である人工乳房について、新たな製品の薬事法上の承認等が必要
と考えている。

③　自動縫合器、自動吻合器について、御指摘のように手術中に患者の同意を得ることな
く使用した上で、加算限度を超えた部分の費用
を患者に請求することは、まさに本人の選択によらない不当な患者負担を強いるものであ
り、不適切である。

090360
いわゆる「混合診
療」の解禁

C Ⅲ

・　平成１５年６月２７日に閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２０
０３」においては、「保険診療と保険外診療の併用の拡大」として、「特定療養費制度におけ
る高度先進医療について、一定の基準を満たした場合には、医療技術及び病院ごとの個
別の承認を必要とせず、迅速に認める仕組みについて検討し、結論を得て、平成１５年度
中に措置する。また、医療技術の向上の観点から、高度先進医療への新技術の導入の迅
速化を図ることにより、対象技術の範囲の拡大を促進する。」としており、今後この基本方
針に従って措置を行っていくものである。
・　よって、いわゆる「混合診療」について解禁することは認められない

提案主体の要望は、
①特定機能病院における、一定の基準を満たす審査委員会
による審査と届出を条件とした、特定療養費制度の高度先
進医療技術の承認を受けていない高度な療法（子宮動脈塞
栓術治療など）、
②保険適用の手術等と併せて行われる、医療保険の対象外
の形成外科等の治療（乳がんによる乳房切除手術とインプラ
ントによる乳房再建の同時手術など）、
③単価が高く、かつ、治療に必要不可欠な場合における、診
療報酬上評価される個数・回数の制限を超えた治療、診療
材料等（自動吻合器など）
などについて、保険診療との併用を認めるというものであり、
一連の診療について保険外診療との併用を無制限に認める
というものではない。
この点を踏まえ、提案書及び添付資料に記載された個別の
事例につき、保険診療との併用が認められないか再度検討
し、個別の事例に即して回答されたい。なお、認められない
場合については、安全性・有効性が確保されないおそれ又
は不当な患者負担が増大するおそれがあることを具体的に
示されたい。

Ｃ Ⅲ

・　我が国の医療保険制度は、「国民誰もが、一定の負担で、いつでもどこでも安心して、必
要な医療を受けられること」が原則である。
・　このため、従来から、現行の医学水準に照らして必要適切な医療を定期的に保険導入
し、保険診療として確保してきたところであり、一連の診療について保険外診療との併用を
無制限に認めること（混合診療）は安全性・有効性が確保されないおそれ、不当な患者負
担が増大するおそれがあることから、原則として禁止されているところ。
・　一方、医学の進歩や患者ニーズの多様化に対応し、患者が追加費用を負担することに
より、保険外の新しい高度医療技術や追加的な医療サービスを受けられるよう、特定療養
費制度として「高度先進医療」と「選定療養」を制度化しているところである。

・　平成１５年６月２７日に閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２０
０３」においては、「保険診療と保険外診療の併用の拡大」として、「特定療養費制度におけ
る高度先進医療について、一定の基準を満たした場合には、医療技術及び病院ごとの個
別の承認を必要とせず、
迅速に認める仕組みについて検討し、結論を得て、平成１５年度中に措置する。また、医療
技術の向上の観点から、高度先進医療への新技術の導入の迅速化を図ることにより、対
象技術の範囲の拡大を促進する。」としており、今後この基本方針に従って措置を行ってい
くものである。
・　よって、いわゆる「混合診療」について解禁することは認められない。

①特定機能病院において、一定の基準を満たす審査委員会
による審査と届出を条件として、特定療養費制度の高度先
進医療技術の承認を受けていない高度な療法を行う場合に
ついては、「安全性・有効性が確保されないおそれ、不当な
患者負担が増大するおそれ」は具体的には想定されないた
め､保険診療と保険外診療の併用を認められないか、検討し
回答されたい。
②本来的に医療保険の対象外である審美性に係る手術等
を、保険適用の治療と併せて行い、かつ、その併用によって
保険診療の費用を増加させない場合については、審美性に
係る手術等と保険適用の治療は「一連の診療」とはみなされ
ないため、現行規定上保険診療の費用を保険請求すること
ができることを明確化できないか、検討し回答されたい。

Ｃ Ⅲ

①について
特定療養費制度における高度先進医療の承認の申請について、高度先進医療専門家会
議による審査で不承認となる医療技術が少なからず存在することからみると、御指摘の
ような場合についても、「『安全性・有効性が確保されないおそれ、不当な患者負担が増大
するおそれ』は具体的に想定されない」ということは事実誤認であり、安全性、有効性等に
ついて高度な専門性を持つ第三者の審査を経ることが必要であると考える。さらに、高度
先進医療の対象となる技術は、その技術に係る診療に要する費用の一部を医療保険制度
から支出することから、保険者等の代表を含む中央社会保険医療協議会における議論を
経る必要があると考える。

②について
　疾病又は負傷の治療と審美を目的とした手術等とを併せて行う場合については、通常、
一連の診療行為として取り扱われるものである。

5078010
医療法人鉄蕉会亀
田総合病院

いわゆる「混合診
療」の解禁

・　なお、再検討要請において亀田総合病院の添付資料の中から例示された３点について
回答すると、

本来、現在の医学・医療技術水準に照らして、疾病又は負傷の治療に必要な医療行為に
ついては、保険診療として実施すべきであり、
①　新たな医療技術の保険導入に際しては、有効性、安全性等を勘案し保険適用が適切
かどうか判断することとしているが、子宮動脈塞栓術については関連学会による有効性に
関する見解が定まっていないことから、現在のところ保険導入されていないものであって、
このようなものについていわゆる「混合診療」として実施することは不適切である。

②　一般に医薬品及び医療用具を製造又は輸入するためには薬事法上の承認が必要で
あるが、現在、我が国においては薬事法上の承認を受けた人工乳房の製造又は輸入は行
われていないことから、今後人工乳房を用いた乳房再建術の保険適用を検討する前提とし
て、これに用いる材料である人工乳房について、新たな製品の薬事法上の承認等が必要
と考えている。

③　自動縫合器、自動吻合器について、御指摘のように手術中に患者の同意を得ることな
く使用した上で、加算限度を超えた部分の費用
を患者に請求することは、まさに本人の選択によらない不当な患者負担を強いるものであ
り、不適切である。
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09　厚生労働省　再々検討要請（特区）第３次

2.管理コー
ド

3.規制の特例事項名
6.措置の
分類

7.措置の
内容

8.措置の概要(対応策)
11．各省庁からの回答に対する構造改革特区推進室からの再検

討要請

12．「措置
の分類」
の見直し

13．「措置
の内容」
の見直し

14．各省庁からの再検討要請に対する回答
15．各省庁からの回答に対する構造改革特区推進室からの再々

検討要請

16．「措置
の分類」
の見直し

17．「措置
の内容」
の見直し

18．各省庁からの再々検討要請に対する回答
規制特例提
案事項管理
番号

提案主体名 特区計画の名称
規制の特例事項（事

項名）

090360
いわゆる「混合診
療」の解禁

C Ⅲ

・　平成１５年６月２７日に閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２０
０３」においては、「保険診療と保険外診療の併用の拡大」として、「特定療養費制度におけ
る高度先進医療について、一定の基準を満たした場合には、医療技術及び病院ごとの個
別の承認を必要とせず、迅速に認める仕組みについて検討し、結論を得て、平成１５年度
中に措置する。また、医療技術の向上の観点から、高度先進医療への新技術の導入の迅
速化を図ることにより、対象技術の範囲の拡大を促進する。」としており、今後この基本方
針に従って措置を行っていくものである。
・　よって、いわゆる「混合診療」について解禁することは認められない

提案主体の要望は、
①特定機能病院における、一定の基準を満たす審査委員会
による審査と届出を条件とした、特定療養費制度の高度先
進医療技術の承認を受けていない高度な療法（子宮動脈塞
栓術治療など）、
②保険適用の手術等と併せて行われる、医療保険の対象外
の形成外科等の治療（乳がんによる乳房切除手術とインプラ
ントによる乳房再建の同時手術など）、
③単価が高く、かつ、治療に必要不可欠な場合における、診
療報酬上評価される個数・回数の制限を超えた治療、診療
材料等（自動吻合器など）
などについて、保険診療との併用を認めるというものであり、
一連の診療について保険外診療との併用を無制限に認める
というものではない。
この点を踏まえ、提案書及び添付資料に記載された個別の
事例につき、保険診療との併用が認められないか再度検討
し、個別の事例に即して回答されたい。なお、認められない
場合については、安全性・有効性が確保されないおそれ又
は不当な患者負担が増大するおそれがあることを具体的に
示されたい。

Ｃ Ⅲ

・　我が国の医療保険制度は、「国民誰もが、一定の負担で、いつでもどこでも安心して、必
要な医療を受けられること」が原則である。
・　このため、従来から、現行の医学水準に照らして必要適切な医療を定期的に保険導入
し、保険診療として確保してきたところであり、一連の診療について保険外診療との併用を
無制限に認めること（混合診療）は安全性・有効性が確保されないおそれ、不当な患者負
担が増大するおそれがあることから、原則として禁止されているところ。
・　一方、医学の進歩や患者ニーズの多様化に対応し、患者が追加費用を負担することに
より、保険外の新しい高度医療技術や追加的な医療サービスを受けられるよう、特定療養
費制度として「高度先進医療」と「選定療養」を制度化しているところである。

・　平成１５年６月２７日に閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２０
０３」においては、「保険診療と保険外診療の併用の拡大」として、「特定療養費制度におけ
る高度先進医療について、一定の基準を満たした場合には、医療技術及び病院ごとの個
別の承認を必要とせず、
迅速に認める仕組みについて検討し、結論を得て、平成１５年度中に措置する。また、医療
技術の向上の観点から、高度先進医療への新技術の導入の迅速化を図ることにより、対
象技術の範囲の拡大を促進する。」としており、今後この基本方針に従って措置を行ってい
くものである。
・　よって、いわゆる「混合診療」について解禁することは認められない。

①特定機能病院において、一定の基準を満たす審査委員会
による審査と届出を条件として、特定療養費制度の高度先
進医療技術の承認を受けていない高度な療法を行う場合に
ついては、「安全性・有効性が確保されないおそれ、不当な
患者負担が増大するおそれ」は具体的には想定されないた
め､保険診療と保険外診療の併用を認められないか、検討し
回答されたい。
②本来的に医療保険の対象外である審美性に係る手術等
を、保険適用の治療と併せて行い、かつ、その併用によって
保険診療の費用を増加させない場合については、審美性に
係る手術等と保険適用の治療は「一連の診療」とはみなされ
ないため、現行規定上保険診療の費用を保険請求すること
ができることを明確化できないか、検討し回答されたい。

Ｃ Ⅲ

①について
特定療養費制度における高度先進医療の承認の申請について、高度先進医療専門家会
議による審査で不承認となる医療技術が少なからず存在することからみると、御指摘の
ような場合についても、「『安全性・有効性が確保されないおそれ、不当な患者負担が増大
するおそれ』は具体的に想定されない」ということは事実誤認であり、安全性、有効性等に
ついて高度な専門性を持つ第三者の審査を経ることが必要であると考える。さらに、高度
先進医療の対象となる技術は、その技術に係る診療に要する費用の一部を医療保険制度
から支出することから、保険者等の代表を含む中央社会保険医療協議会における議論を
経る必要があると考える。

②について
　疾病又は負傷の治療と審美を目的とした手術等とを併せて行う場合については、通常、
一連の診療行為として取り扱われるものである。

2153010
東京大学医学部附
属病院(50030)

健康づくり特区

特定機能病院にお
ける高度な医療と保
険診療の組合せの
解禁

・　なお、再検討要請において亀田総合病院の添付資料の中から例示された３点について
回答すると、

本来、現在の医学・医療技術水準に照らして、疾病又は負傷の治療に必要な医療行為に
ついては、保険診療として実施すべきであり、
①　新たな医療技術の保険導入に際しては、有効性、安全性等を勘案し保険適用が適切
かどうか判断することとしているが、子宮動脈塞栓術については関連学会による有効性に
関する見解が定まっていないことから、現在のところ保険導入されていないものであって、
このようなものについていわゆる「混合診療」として実施することは不適切である。

②　一般に医薬品及び医療用具を製造又は輸入するためには薬事法上の承認が必要で
あるが、現在、我が国においては薬事法上の承認を受けた人工乳房の製造又は輸入は行
われていないことから、今後人工乳房を用いた乳房再建術の保険適用を検討する前提とし
て、これに用いる材料である人工乳房について、新たな製品の薬事法上の承認等が必要
と考えている。

③　自動縫合器、自動吻合器について、御指摘のように手術中に患者の同意を得ることな
く使用した上で、加算限度を超えた部分の費用
を患者に請求することは、まさに本人の選択によらない不当な患者負担を強いるものであ
り、不適切である。

090360
いわゆる「混合診
療」の解禁

C Ⅲ

・　平成１５年６月２７日に閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２０
０３」においては、「保険診療と保険外診療の併用の拡大」として、「特定療養費制度におけ
る高度先進医療について、一定の基準を満たした場合には、医療技術及び病院ごとの個
別の承認を必要とせず、迅速に認める仕組みについて検討し、結論を得て、平成１５年度
中に措置する。また、医療技術の向上の観点から、高度先進医療への新技術の導入の迅
速化を図ることにより、対象技術の範囲の拡大を促進する。」としており、今後この基本方
針に従って措置を行っていくものである。
・　よって、いわゆる「混合診療」について解禁することは認められない

提案主体の要望は、
①特定機能病院における、一定の基準を満たす審査委員会
による審査と届出を条件とした、特定療養費制度の高度先
進医療技術の承認を受けていない高度な療法（子宮動脈塞
栓術治療など）、
②保険適用の手術等と併せて行われる、医療保険の対象外
の形成外科等の治療（乳がんによる乳房切除手術とインプラ
ントによる乳房再建の同時手術など）、
③単価が高く、かつ、治療に必要不可欠な場合における、診
療報酬上評価される個数・回数の制限を超えた治療、診療
材料等（自動吻合器など）
などについて、保険診療との併用を認めるというものであり、
一連の診療について保険外診療との併用を無制限に認める
というものではない。
この点を踏まえ、提案書及び添付資料に記載された個別の
事例につき、保険診療との併用が認められないか再度検討
し、個別の事例に即して回答されたい。なお、認められない
場合については、安全性・有効性が確保されないおそれ又
は不当な患者負担が増大するおそれがあることを具体的に
示されたい。

Ｃ Ⅲ

・　我が国の医療保険制度は、「国民誰もが、一定の負担で、いつでもどこでも安心して、必
要な医療を受けられること」が原則である。
・　このため、従来から、現行の医学水準に照らして必要適切な医療を定期的に保険導入
し、保険診療として確保してきたところであり、一連の診療について保険外診療との併用を
無制限に認めること（混合診療）は安全性・有効性が確保されないおそれ、不当な患者負
担が増大するおそれがあることから、原則として禁止されているところ。
・　一方、医学の進歩や患者ニーズの多様化に対応し、患者が追加費用を負担することに
より、保険外の新しい高度医療技術や追加的な医療サービスを受けられるよう、特定療養
費制度として「高度先進医療」と「選定療養」を制度化しているところである。

・　平成１５年６月２７日に閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２０
０３」においては、「保険診療と保険外診療の併用の拡大」として、「特定療養費制度におけ
る高度先進医療について、一定の基準を満たした場合には、医療技術及び病院ごとの個
別の承認を必要とせず、
迅速に認める仕組みについて検討し、結論を得て、平成１５年度中に措置する。また、医療
技術の向上の観点から、高度先進医療への新技術の導入の迅速化を図ることにより、対
象技術の範囲の拡大を促進する。」としており、今後この基本方針に従って措置を行ってい
くものである。
・　よって、いわゆる「混合診療」について解禁することは認められない。

①特定機能病院において、一定の基準を満たす審査委員会
による審査と届出を条件として、特定療養費制度の高度先
進医療技術の承認を受けていない高度な療法を行う場合に
ついては、「安全性・有効性が確保されないおそれ、不当な
患者負担が増大するおそれ」は具体的には想定されないた
め､保険診療と保険外診療の併用を認められないか、検討し
回答されたい。
②本来的に医療保険の対象外である審美性に係る手術等
を、保険適用の治療と併せて行い、かつ、その併用によって
保険診療の費用を増加させない場合については、審美性に
係る手術等と保険適用の治療は「一連の診療」とはみなされ
ないため、現行規定上保険診療の費用を保険請求すること
ができることを明確化できないか、検討し回答されたい。

Ｃ Ⅲ

①について
特定療養費制度における高度先進医療の承認の申請について、高度先進医療専門家会
議による審査で不承認となる医療技術が少なからず存在することからみると、御指摘の
ような場合についても、「『安全性・有効性が確保されないおそれ、不当な患者負担が増大
するおそれ』は具体的に想定されない」ということは事実誤認であり、安全性、有効性等に
ついて高度な専門性を持つ第三者の審査を経ることが必要であると考える。さらに、高度
先進医療の対象となる技術は、その技術に係る診療に要する費用の一部を医療保険制度
から支出することから、保険者等の代表を含む中央社会保険医療協議会における議論を
経る必要があると考える。

②について
　疾病又は負傷の治療と審美を目的とした手術等とを併せて行う場合については、通常、
一連の診療行為として取り扱われるものである。

5047010 個人
混合医療の解禁つ
いて

・　なお、再検討要請において亀田総合病院の添付資料の中から例示された３点について
回答すると、

本来、現在の医学・医療技術水準に照らして、疾病又は負傷の治療に必要な医療行為に
ついては、保険診療として実施すべきであり、
①　新たな医療技術の保険導入に際しては、有効性、安全性等を勘案し保険適用が適切
かどうか判断することとしているが、子宮動脈塞栓術については関連学会による有効性に
関する見解が定まっていないことから、現在のところ保険導入されていないものであって、
このようなものについていわゆる「混合診療」として実施することは不適切である。

②　一般に医薬品及び医療用具を製造又は輸入するためには薬事法上の承認が必要で
あるが、現在、我が国においては薬事法上の承認を受けた人工乳房の製造又は輸入は行
われていないことから、今後人工乳房を用いた乳房再建術の保険適用を検討する前提とし
て、これに用いる材料である人工乳房について、新たな製品の薬事法上の承認等が必要
と考えている。

③　自動縫合器、自動吻合器について、御指摘のように手術中に患者の同意を得ることな
く使用した上で、加算限度を超えた部分の費用
を患者に請求することは、まさに本人の選択によらない不当な患者負担を強いるものであ
り、不適切である。
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09　厚生労働省　再々検討要請（特区）第３次

2.管理コー
ド

3.規制の特例事項名
6.措置の
分類

7.措置の
内容

8.措置の概要(対応策)
11．各省庁からの回答に対する構造改革特区推進室からの再検

討要請

12．「措置
の分類」
の見直し

13．「措置
の内容」
の見直し

14．各省庁からの再検討要請に対する回答
15．各省庁からの回答に対する構造改革特区推進室からの再々

検討要請

16．「措置
の分類」
の見直し

17．「措置
の内容」
の見直し

18．各省庁からの再々検討要請に対する回答
規制特例提
案事項管理
番号

提案主体名 特区計画の名称
規制の特例事項（事

項名）

090360
いわゆる「混合診
療」の解禁

C Ⅲ

・　平成１５年６月２７日に閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２０
０３」においては、「保険診療と保険外診療の併用の拡大」として、「特定療養費制度におけ
る高度先進医療について、一定の基準を満たした場合には、医療技術及び病院ごとの個
別の承認を必要とせず、迅速に認める仕組みについて検討し、結論を得て、平成１５年度
中に措置する。また、医療技術の向上の観点から、高度先進医療への新技術の導入の迅
速化を図ることにより、対象技術の範囲の拡大を促進する。」としており、今後この基本方
針に従って措置を行っていくものである。
・　よって、いわゆる「混合診療」について解禁することは認められない

提案主体の要望は、
①特定機能病院における、一定の基準を満たす審査委員会
による審査と届出を条件とした、特定療養費制度の高度先
進医療技術の承認を受けていない高度な療法（子宮動脈塞
栓術治療など）、
②保険適用の手術等と併せて行われる、医療保険の対象外
の形成外科等の治療（乳がんによる乳房切除手術とインプラ
ントによる乳房再建の同時手術など）、
③単価が高く、かつ、治療に必要不可欠な場合における、診
療報酬上評価される個数・回数の制限を超えた治療、診療
材料等（自動吻合器など）
などについて、保険診療との併用を認めるというものであり、
一連の診療について保険外診療との併用を無制限に認める
というものではない。
この点を踏まえ、提案書及び添付資料に記載された個別の
事例につき、保険診療との併用が認められないか再度検討
し、個別の事例に即して回答されたい。なお、認められない
場合については、安全性・有効性が確保されないおそれ又
は不当な患者負担が増大するおそれがあることを具体的に
示されたい。

Ｃ Ⅲ

・　我が国の医療保険制度は、「国民誰もが、一定の負担で、いつでもどこでも安心して、必
要な医療を受けられること」が原則である。
・　このため、従来から、現行の医学水準に照らして必要適切な医療を定期的に保険導入
し、保険診療として確保してきたところであり、一連の診療について保険外診療との併用を
無制限に認めること（混合診療）は安全性・有効性が確保されないおそれ、不当な患者負
担が増大するおそれがあることから、原則として禁止されているところ。
・　一方、医学の進歩や患者ニーズの多様化に対応し、患者が追加費用を負担することに
より、保険外の新しい高度医療技術や追加的な医療サービスを受けられるよう、特定療養
費制度として「高度先進医療」と「選定療養」を制度化しているところである。

・　平成１５年６月２７日に閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２０
０３」においては、「保険診療と保険外診療の併用の拡大」として、「特定療養費制度におけ
る高度先進医療について、一定の基準を満たした場合には、医療技術及び病院ごとの個
別の承認を必要とせず、
迅速に認める仕組みについて検討し、結論を得て、平成１５年度中に措置する。また、医療
技術の向上の観点から、高度先進医療への新技術の導入の迅速化を図ることにより、対
象技術の範囲の拡大を促進する。」としており、今後この基本方針に従って措置を行ってい
くものである。
・　よって、いわゆる「混合診療」について解禁することは認められない。

①特定機能病院において、一定の基準を満たす審査委員会
による審査と届出を条件として、特定療養費制度の高度先
進医療技術の承認を受けていない高度な療法を行う場合に
ついては、「安全性・有効性が確保されないおそれ、不当な
患者負担が増大するおそれ」は具体的には想定されないた
め､保険診療と保険外診療の併用を認められないか、検討し
回答されたい。
②本来的に医療保険の対象外である審美性に係る手術等
を、保険適用の治療と併せて行い、かつ、その併用によって
保険診療の費用を増加させない場合については、審美性に
係る手術等と保険適用の治療は「一連の診療」とはみなされ
ないため、現行規定上保険診療の費用を保険請求すること
ができることを明確化できないか、検討し回答されたい。

Ｃ Ⅲ

①について
特定療養費制度における高度先進医療の承認の申請について、高度先進医療専門家会
議による審査で不承認となる医療技術が少なからず存在することからみると、御指摘の
ような場合についても、「『安全性・有効性が確保されないおそれ、不当な患者負担が増大
するおそれ』は具体的に想定されない」ということは事実誤認であり、安全性、有効性等に
ついて高度な専門性を持つ第三者の審査を経ることが必要であると考える。さらに、高度
先進医療の対象となる技術は、その技術に係る診療に要する費用の一部を医療保険制度
から支出することから、保険者等の代表を含む中央社会保険医療協議会における議論を
経る必要があると考える。

②について
　疾病又は負傷の治療と審美を目的とした手術等とを併せて行う場合については、通常、
一連の診療行為として取り扱われるものである。

医療法人社団

・　なお、再検討要請において亀田総合病院の添付資料の中から例示された３点について
回答すると、

本来、現在の医学・医療技術水準に照らして、疾病又は負傷の治療に必要な医療行為に
ついては、保険診療として実施すべきであり、
①　新たな医療技術の保険導入に際しては、有効性、安全性等を勘案し保険適用が適切
かどうか判断することとしているが、子宮動脈塞栓術については関連学会による有効性に
関する見解が定まっていないことから、現在のところ保険導入されていないものであって、
このようなものについていわゆる「混合診療」として実施することは不適切である。

②　一般に医薬品及び医療用具を製造又は輸入するためには薬事法上の承認が必要で
あるが、現在、我が国においては薬事法上の承認を受けた人工乳房の製造又は輸入は行
われていないことから、今後人工乳房を用いた乳房再建術の保険適用を検討する前提とし
て、これに用いる材料である人工乳房について、新たな製品の薬事法上の承認等が必要
と考えている。

③　自動縫合器、自動吻合器について、御指摘のように手術中に患者の同意を得ることな
く使用した上で、加算限度を超えた部分の費用
を患者に請求することは、まさに本人の選択によらない不当な患者負担を強いるものであ
り、不適切である。

090370

電子カルテの保存
に係る費用について
特定療養費制度の
対象として患者負担
を求めることの容認

C Ⅰ

・　特定療養費制度は、患者の選択により医療機関に一部負担金以外の費用の徴収を認
める制度であるが、電子カルテの導入は医療機関の意向で病院一律に実施するもので
あって、患者の選択の余地が無いことから、特定療養費制度にはなじまない。
・　なお、医療機関内における診療録の電子保存は、患者の選択によらずとも進めていくべ
きものと考えている。また、診療情報を共有するために医療機関間において情報提供を
行った場合には、現行の診療報酬おいても診療情報提供料の項目において評価を行って
いるところであり、禁忌薬剤の投与の防止などのための診療情報の提供は患者の選択に
よらずとも全ての患者に対して行うべきものであることから、特定療養費として患者に特別
の費用の負担を求めることは適当ではない。

1011010 仙台市(4100)
国際知的産業特区
計画

診療録等の電子媒
体による保存に係る
費用について特定
療養費制度の対象
として患者負担を求
めることの容認

090380
ロボット手術に対す
る高度先進医療とし
ての承認

D-1 Ⅰ

・「高度先端技術開発センター」において行われるロボット手術について、個別の審査を必
要とせずに高度先進医療として承認することは、その有効性、安全性、社会的妥当性等の
観点から認められない。
・　厚生労働大臣の定める高度先進医療の承認に当たっては、中央社会保険医療協議会
及び高度先進医療専門家会議の意見を聴き、その有効性、安全性、普及性、社会的妥当
性等の観点から個別に審査が行われており、ロボット手術に対する高度先進医療の承認
についても、技術ごとに個別の承認を受ければ高度先進医療として認められる。
・　また、平成１５年６月２７日に閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方
針２００３」においては、「保険診療と保険外診療の併用の拡大」として、「特定療養費制度
における高度先進医療について、一定の基準を満たした場合には、医療技術及び病院ご
との個別の承認を必要とせず、迅速に認める仕組みについて検討し、結論を得て、平成１
５年度中に措置する。また、医療技術の向上の観点から、高度先進医療への新技術の導
入の迅速化を図ることにより、対象技術の範囲の拡大を促進する。」としており、今後この
基本方針に従って措置を行っていくものである。

2051010 福岡市（40130）
ロボット開発・実証
実験特区

ロボット手術に対す
る高度先進医療とし
ての承認

090390
温泉療法への医療
保険適用

C・F Ⅰ

・　医療保険制度における保険給付は、限られた財源を効率的に使用する観点から疾病や
負傷の治療のみを対象としており、予防については、各保険者が保健事業としてそれぞれ
の判断に基づき実施していくことが適当と考えている

2212010 熱海市（22205）
温泉療法への公的
医療保険等の適用

温泉療法への公的
医療保険等の適用

090390
温泉療法への医療
保険適用

C・F Ⅰ

・　医療保険制度における保険給付は、限られた財源を効率的に使用する観点から疾病や
負傷の治療のみを対象としており、予防については、各保険者が保健事業としてそれぞれ
の判断に基づき実施していくことが適当と考えている

2054010
財団法人　成研会
（50060）

温泉療養特区
温泉療法を保険治
療とする

090400

過疎地域において
国保診療所を民営
化する場合における
補助金返還等の規
定の適用除外

C、Ｆ Ｉ

・ 直営診療所は、保険者が、無医地区等を解消するために運営する施設であり、当
該施設の有効活用により、被保険者の健康管理に資する他の保健事業の実施をも期
待されるものである。
・国保の直営診療所に対する補助金は、このような趣旨に基づき適切な運営を確保
を目的としており、民営化された際には当該目的が履行されるか不確実となるため
補助金の返還義務が生じることとなる。
・なお、民間委託であれば現行制度上、対応可能である。

本要望に対する財務省からの回答では、「D-1」として、
「地方公共団体が財政融資資金地方資金の貸付けを受けて
取得した財産について処分行為を行った場合は、繰上償還
が原則であるが、以下の場合には、繰上償還を猶予すること
ができる。
①取得財産等の処分行為が法律の規定に基づくものである
とき。
②取得財産等について補助金等の交付を受けている場合に
は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第22
条の規定により関係各省庁の長の承認を受けているもので
あるとき。
③その他やむを得ない理由によるもので取得財産等の処分
行為が当初の貸付目的に照らして著しく妥当性を欠くもので
ないと認められるものであるとき。
なお、上記①～③に該当するか否かについては、地方公共
団体から財政融資資金地方資金管理事務処理細則第56条
に基づく申請を受けてから個別に判断される。」としている。
提案者の要望は、国保の直営診療所を民営化し、過疎地域
において無医地区を解消するという当該施設の目的が引き
続き履行される場合には、補助金の返還等を免除するという
ものであり、この点及び財務省からの回答を踏まえ、要望を
実現できないか、再度検討し回答されたい。

Ｄ－１ Ⅰ

・ 直営診療所は、保険者が、無医地区等を解消するために運営する施設であり、当該施設
の有効活用により、被保険者の健康管理に資する他の保健事業の実施をも期待されるも
のである。
・国保の直営診療所に対する補助金は、このような趣旨に基づき適切な運営の確保を目的
としており、民営化された際には当該目的が履行されるか不確実となるため補助金の返還
義務が生じることとなる。ただし、場合により当該補助金の目的が確保されうる事もありうる
ことから、個別の事例に則して判断することとなる。

2219010 楢川村(20424)
過疎地域国民健康
保険診療所の民営
化特区

過疎地域における
国保診療所の民営
化の場合の補助金
措置の特例
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2.管理コー
ド

3.規制の特例事項名
6.措置の
分類

7.措置の
内容

8.措置の概要(対応策)
11．各省庁からの回答に対する構造改革特区推進室からの再検

討要請

12．「措置
の分類」
の見直し

13．「措置
の内容」
の見直し

14．各省庁からの再検討要請に対する回答
15．各省庁からの回答に対する構造改革特区推進室からの再々

検討要請

16．「措置
の分類」
の見直し

17．「措置
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の見直し

18．各省庁からの再々検討要請に対する回答
規制特例提
案事項管理
番号

提案主体名 特区計画の名称
規制の特例事項（事

項名）

090411

12歳以上18歳未満
の障害児による障
害児デイサービス事
業の利用可能化

F Ⅳ
現行の障害児通園（デイサービス）事業は、通園による指導になじむ障害のある幼児を対
象としている事業である。今回の提案は、現行の事業に加えて新たに中高生についても補
助金の対象としてほしいとの要望であり、従来型の補助金の拡充を求めるものである。

提案者の要望は、障害児デイサービス事業並びに身体障
害者デイサービス事業及び知的障害者デイサービス事業
の対象となっていない、12歳以上18歳未満の障害児につ
いて、それらのデイサービス事業を利用可能とするもの
であり、この点を踏まえ、要望を実現できないか、再度
検討し回答されたい。

F Ⅳ
現行の障害児通園（デイサービス）事業は、通園による指導になじむ障害のある幼児を対
象としている事業である。今回の提案は、現行の事業に加えて新たに中高生についても補
助金の対象としてほしいとの要望であり、従来型の補助金の拡充を求めるものである。

現行のデイサービス事業の対象となっていない12歳以上18
歳未満の障害児のうち､中学生については通園による指導
になじむ障害のある幼児を対象とする障害児デイサービス
事業を利用可能とし､高校生については18歳以上の障害者
を対象とする身体障害者デイサービス事業及び知的障害者
デイサービス事業を利用可能とすることができないか、検討
し回答されたい。

F Ⅳ
現行の障害児通園（デイサービス）事業は、通園による指導になじむ障害のある幼児を対
象としている事業である。今回の提案は、現行の事業に加えて新たに中学生についても補
助金の対象としてほしいとの要望であり、従来型の補助金の拡充を求めるものである。

1016020 千葉県(12000)
健康福祉千葉特
区

障害児デイサービス
対象者を１８歳未満
の障害児全てに拡
大

090412

12歳以上18歳未満
の障害児による障
害者デイサービス事
業の利用可能化

F Ⅰ

現行の身体障害者デイサービス事業及び知的障害者デイサービス事業は、１８歳以上の
身体障害者及び知的障害者を対象としている事業である。今回の提案は、現行の利用対
象者に加えて新たに中高生についても補助金の対象としてほしいとの要望であり、従来型
の補助金の拡充を求めるものである。

提案者の要望は、障害児デイサービス事業並びに身体障
害者デイサービス事業及び知的障害者デイサービス事業
の対象となっていない、12歳以上18歳未満の障害児につ
いて、それらのデイサービス事業を利用可能とするもの
であり、この点を踏まえ、要望を実現できないか、再度
検討し回答されたい。

F Ⅰ

現行の身体障害者デイサービス事業及び知的障害者デイサービス事業は、１８歳以上の
身体障害者及び知的障害者を対象としている事業である。今回の提案は、現行の利用対
象者に加えて新たに中高生についても補助金の対象としてほしいとの要望であり、従来型
の補助金の拡充を求めるものである。

現行のデイサービス事業の対象となっていない12歳以上18
歳未満の障害児のうち､中学生については通園による指導
になじむ障害のある幼児を対象とする障害児デイサービス
事業を利用可能とし､高校生については18歳以上の障害者
を対象とする身体障害者デイサービス事業及び知的障害者
デイサービス事業を利用可能とすることができないか、検討
し回答されたい。

F Ⅰ

現行の身体障害者デイサービス事業及び知的障害者デイサービス事業は、１８歳以上の
身体障害者及び知的障害者を対象としている事業である。今回の提案は、現行の利用対
象者に加えて新たに高校生についても補助金の対象としてほしいとの要望であり、従来型
の補助金の拡充を求めるものである。

1012010 熊本県(43000)
福祉コミュニティ特
区

中高生障害児の身
体障害者及び知的
障害者デイサービス
を利用可能にする

090420
居宅外での障害者
ヘルパーの利用可
能化

F Ⅳ

提案理由にある教育や自立のための生活場面においては、本来それぞれで必要な介護等
が行われるべきである。今回の提案は、現行に加えて新たに居宅外のヘルパー利用につ
いても補助金の対象としてほしいとの要望であり、従来型の補助金の拡充を求めるもので
ある。

提案者の要望は、障害者の生活が居宅以外の広範囲に及
ぶことを踏まえ、居宅以外の教育及び生産活動の自立のた
めの活動や社会生活上不可欠な場所において、障害者ヘル
パー並びに障害者デイサービス及び短期入所の送迎を利用
可能とするものであり、この点を踏まえ、要望を実現できない
か、再度検討し回答されたい。

F Ⅳ

提案理由にある教育や自立のための生活場面においては、本来それぞれで必要な介護等
が行われるべきである。今回の提案は、現行に加えて新たに居宅外のヘルパー利用につ
いても補助金の対象としてほしいとの要望であり、従来型の補助金の拡充を求めるもので
ある。

1012021 熊本県(43000)
福祉コミュニティ特
区

居宅外でのヘル
パー利用

090430
障害者デイサービス
及び短期入所の居
宅外送迎の容認

F Ⅳ

現行の身体障害者デイサービス、知的障害者デイサービス及び児童デイサービス並びに
身体障害者短期入所、知的障害者短期入所及び児童短期入所においては、居宅と事業
所との間の送迎を行った場合に送迎加算を実施しているものである。今回の提案は、現行
に加えて新たに居宅外と事業所との間で送迎を行った際にも加算をしてほしいとの要望で
あり、従来型の補助金の拡充を求めるものである。

提案者の要望は、障害者の生活が居宅以外の広範囲に及
ぶことを踏まえ、居宅以外の教育及び生産活動の自立のた
めの活動や社会生活上不可欠な場所において、障害者ヘル
パー並びに障害者デイサービス及び短期入所の送迎を利用
可能とするものであり、この点を踏まえ、要望を実現できない
か、再度検討し回答されたい。

F Ⅳ

現行の身体障害者デイサービス、知的障害者デイサービス及び児童デイサービス並びに
身体障害者短期入所、知的障害者短期入所及び児童短期入所においては、居宅と事業
所との間の送迎を行った場合に送迎加算を実施しているものである。今回の提案は、現行
に加えて新たに居宅外と事業所との間で送迎を行った際にも加算をしてほしいとの要望で
あり、従来型の補助金の拡充を求めるものである。

提案主体からの意見では､「現実には学校等｢居宅」以外の
生活場面からデイサービス事業所等に通所する等のニーズ
がある」とあり、この点を踏まえ､少なくともデイサービス事業
所等までの距離が家からより学校からの方が近い場合にお
ける当該学校からの送迎については、要望を実現できない
か､検討し回答されたい。

Ｆ
D-1

Ⅳ

現行の身体障害者デイサービス、知的障害者デイサービス及び児童デイサービス並びに
身体障害者短期入所、知的障害者短期入所及び児童短期入所においては、居宅と事業
所との間の送迎を行った場合に送迎加算を実施しているものである。
なお、送迎サービス加算の取扱いについては、「指定居宅支援等に要する費用の額の算
定に関する基準の制定に伴う留意事項について（平成15年3月24日障発第0324001号）」に
おいて、「送迎サービスについては、事業所と居宅までの送迎を原則とするが、道路が狭
隘で居宅まで送迎できない場合等のやむを得ない場合においては、利用者の利便性も考
慮し、適切な方法で行ったものについて加算を算定することができるものであること。」と
し、市町村が個々の具体的なケースにつき考慮の上、地域の実情に応じた取扱いをしてい
ただいているところ。

1012022 熊本県(43000)
福祉コミュニティ特
区

デイサービス及び短
期入所の居宅外送
迎の容認

090440

身体障害者短期入
所における宿泊を伴
わない短期入所の
容認

D-1 －

   重複障害児が１８歳以上になった場合には、知的障害者短期入所が利用できる。また、
身体障害者の施設であってもサービス提供の必要があれば、指定基準を満たし、知的障
害者の指定短期入所事業者となることができる。
   このため、現行制度においても御提案の「タイムケア」は可能である。

提案者の要望は、身体障害者が身体障害者短期入所施設
において「タイムケア」を利用可能とするものであり、この点
についても現行で対応可能なのか、確認し回答されたい。

D-1 －

前回の回答は、提案者からの「提案理由」に重複障害児の場合が記載されていたことを受
けたものである。
提案者の要望はあくまでも重複障害児について「タイムケア」を行うことであり、これについ
ては前回同様である。

身体障害者について､親等の介護者を支援するサービスで
ある身体障害者短期入所の利用が認められていることから､
同様に介護者を支援するサービスである「タイムケア」につい
ても利用可能とすることができないか、検討し回答されたい。

F Ⅳ

本提案については、介護者の立場からの必要性は理解できるものの、身体障害者短期入
所事業は、身体障害者の介護を行う者が居宅での介護ができない場合や、身体障害者に
対して機能訓練等を行う場合に、市町村が必要と認める期間実施するものであり、障害者
本人に着目して支援するサービスであるが、「タイムケア」は介護者の負担軽減を図るもの
と考えられることから、利用者本位の観点、また、身体障害者の自立を促進する観点から
も、身体障害者に対する「タイムケア」は行っていない。また、利用回数の増大により、国庫
補助金の総額が増大することが予想され、限りある予算の適正な執行の観点から他の事
業との優先関係を考慮すると、容認することは困難である。

1012030 熊本県(43000)
福祉コミュニティ特
区

身体障害者短期入
所に宿泊を伴わな
い短期入所を認め
る

090451
障害者短期入所事
業の通所施設での
実施可能化

A Ⅳ
知的障害者短期入所事業について、利用者に応じた夜間の体制の整備等適切な人員及
び施設設備を設け、必要な保護を行うことが可能な場合には、知的障害者通所更生施設
又は知的障害者通所授産施設においても実施を可能とする。

2028010 足立区(13121)
生活創造特区（福
祉・雇用分野）

知的障害者短期入
所事業の事業者指
定の拡大

090451
障害者短期入所事
業の通所施設での
実施可能化

A Ⅳ

身体障害者短期入所事業、知的障害者短期入所事業及び児童短期入所事業について、
利用者に応じた夜間の体制の整備等適切な人員及び施設設備を設け、必要な保護を行う
ことが可能な場合には、身体障害者通所授産施設、知的障害者通所更生施設若しくは知
的障害者通所授産施設又は知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設若しくは肢体不自
由児通園施設においても実施を可能とする。

5100070 東京都

障害者（児）在宅福
祉サービスの拡充
（事業名：身体障害
者短期入所事業、
知的障害者短期入
所事業、障害児短
期入所事業）

090452
障害者短期入所事
業の施設・設備要件
の緩和

A Ⅳ
知的障害者短期入所事業について、施設長、医師、直接処遇職員(生活支援員、介護
員）、調理員を配置し、居室、食堂、浴室、洗面所、便所、調理室、洗濯室又は洗濯場を設
ける場合には、実施を可能とする。

2072010 長野県（20000）

知的障害者短期入
所事業の実施主体
の拡大及び施設･設
備要件の特例

知的障害者短期入
所事業の実施主体
の拡大及び施設･設
備要件の特例

090461

障害者支援費制度
における施設訓練
等支援サービスの
日単位での利用可
能化

A Ⅳ

次のような条件が整う場合には、施設訓練等支援費を日単位で支給することを可能とす
る。
（１）市町村において、支給決定の際に、サービスの支給量を明確にすることを始め、利用
者負担額の決定、給付管理、審査・支払い等事務が煩雑になることが予想されるため、都
道府県と市町村が十分に調整を行うこと。
（２）本特例措置を行うことについて、特区区域内の施設の合意が得られること。
（３）利用者の意向を踏まえ、十分なサービス調整を行うこと。
（４）特区区域内で当該特例措置が完結することとし、区域内の利用者及び施設について
のみ実施すること。

2226010 滋賀県
選べる福祉サービス
滋賀特区

支援費支給制度に
おける施設訓練等
支援サービスの日
単位利用
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6.措置の
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11．各省庁からの回答に対する構造改革特区推進室からの再検

討要請

12．「措置
の分類」
の見直し

13．「措置
の内容」
の見直し
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提案主体名 特区計画の名称
規制の特例事項（事

項名）

090462

障害者支援費制度
における施設訓練
等支援サービスのう
ち入所施設のサー
ビス単位での利用
可能化

Ｄ－１ －

   入所施設はその施設種別に応じて、治療、指導、更生に必要な訓練、自活に必要な訓
練等それぞれの目的を有しており、それらをトータルに実施することによって施設本来の目
的を達成できるものである。
   また、施設が持つ機能に着目した利用ニーズに対しては、施設がデイサービス、短期入
所の指定基準を満たし、指定事業者としてサービスを提供することで対応できる。

提案者の要望は、現在の入所施設においては、更正及び自
活に必要な訓練の実施や、施設から地域生活への利用者の
移行が十分に進んでいないことを踏まえ、入所施設のサービ
スを昼間と夜間の機能に分化することにより、入所施設に居
住しながら昼間は地域のデイサービス等を利用したり、昼間
のみ入所施設のサービスを利用することを可能とするもので
あり、この点を踏まえ、要望を実現できないか、再度検討し
回答されたい。なお、現行制度においては、入所施設定員分
の設備や人員を用いて、デイサービスや短期入所の事業者
指定を受けることはできないため、提案者の要望を実現でき
ないと考えられる。

D-1 ー

   入所施設はその施設種別に応じて、治療、指導、更生に必要な訓練、自活に必要な訓
練等それぞれの目的を有しており、それらをトータルに実施することによって施設本来の目
的を達成できるものである。
   なお、入所施設の人員及び設備は、施設利用者に対するサービス提供のためのもので
あり、施設サービスに加えてデイサービス事業、短期入所事業を行う際には、事業を行うた
めに必要な人員及び設備を設ける必要がある。

提案者の要望は、国の方針でもある利用者の施設から地域
生活への移行を進めるためには、施設ではなく地域でトータ
ルケアを行う必要があることから、入所施設のサービスを昼
間と夜間の機能に分化して、入所施設のサービスの中に地
域生活への移行のための仕組みを設けようとするものであ
り、この点を踏まえ、要望を実現できないか、再度検討し回
答されたい。
なお、提案者の要望は、入所施設にデイサービスや短期入
所と同様の機能を持たせることにより、新たな投資を行うこと
なく、入所施設の資源を活用して同様のサービスを行おうと
するものである。

C Ⅲ

   入所施設はその施設種別に応じて、治療、指導、更生に必要な訓練、自活に必要な訓
練等それぞれの目的を有しており、それらをトータルに実施することによって施設本来の目
的を達成できるものである。
   なお、入所施設の人員及び設備は、施設利用者に対するサービス提供のためのもので
あり、施設サービスに加えてデイサービス事業、短期入所事業を行う際には、事業を行うた
めに必要な人員及び設備を設ける必要がある。

2226020 滋賀県
選べる福祉サービス
滋賀特区

支援費支給制度に
おける施設訓練等
支援サービスのうち
入所施設のサービ
ス単位での利用

090463

障害者支援費制度
における知的障害
者地域生活支援
サービス（グループ
ホーム）の日単位で
の利用可能化

A Ⅳ

次のような事項について条件が整う場合には、特区において知的障害者地域生活援助に
係る居宅生活支援費を日単位で支給することを可能とする。
（１）市町村において、支給決定の際に、サービスの支給量を明確にすることを始め、給付
管理、審査・支払い等事務が煩雑になることが予想されるため、都道府県と市町村が十分
に調整を行うこと。
（２）本特例措置を行うことについて、特区区域内の事業者の合意が得られること。
（３）利用者の意向を踏まえ、十分なサービス調整を行うこと。
（４）特区区域内で当該特例措置が完結することとし、区域内の利用者及び事業者につい
てのみ実施すること。

2226030 滋賀県
選べる福祉サービス
滋賀特区

支援費支給制度に
おける知的障害者
地域生活支援サー
ビス（グループホー
ム）の日単位での利
用

090464

障害者支援費制度
における施設訓練
等支援サービスを日
単位で利用する場
合における定員の
緩和

C Ⅳ

   各施設の利用者の定員は、施設の効果的な運営及び利用者に対する適切なサービス
の提供を期するために設けているものである。施設定員を越えた利用を一般的に認めるこ
とは、利用者一人あたりに対して施設職員が関与する度合いを弱くすることになり、利用者
に対する適切なサービスの提供に支障をきたすおそれが強い。
   定員を超える利用者が見込まれる場合には、施設定員の変更手続きをとることが適切で
ある。

提案者の要望は、090461～090463の提案が認められ、入所
施設の日単位での利用が可能となった場合において、延べ
利用者数は定員を超えるが、１日ごとの利用者数が定員を
超えない場合を容認するとともに、仮に日によって定員を若
干超える場合があるとしても、サービス提供に支障を来たさ
ない範囲で対処するというものであり、この点を踏まえ、要望
を実現できないか、再度検討し回答されたい。なお、1日ごと
の利用者数が増えるわけではないから、施設定員を変更す
る必要はないと考えられる。

Ｃ Ⅳ
施設の利用定員は、一日当たりの受入れ可能な最大限度の人員を定めるものである。こ
れを超えて利用者を受け入れることは、利用人員に比してサービス提供体制が手薄にな
り、サービスの質の低下を招くことから認められない。

2226040 滋賀県
選べる福祉サービス
滋賀特区

施設訓練等支援
サービスを日単位で
利用する場合にお
ける定員の緩和

090470

介護保険第2号被保
険者による障害者
支援費制度のデイ
サービスの選択的
利用の容認

D-1 Ⅳ

特定疾病による障害を有する４０歳以上６５歳未満の障害者や６５歳以前から引き続いて
障害者施策で実施されているデイサービスを受ける者等が、障害者に固有のサービスを希
望し、これらの固有のサービスの提供が必要であると認められる場合には、当該サービス
において給食や入浴といった介護保険の通所介護（デイサービス）と共通する部分があっ
たとしても、社会適応訓練等と給食等を一体として障害者デイサービスとして利用を認めて
も差し支えないこととしているところである。

提案者の要望は、介護保険第2号被保険者が介護保険制度
に基づくデイサービスを利用する場合に、プログラムが高齢
者向けに組まれていたり、他の利用者と年齢差があり溶け
込めず有効的利用ができないなどにより、介護保険の給付
対象となったために逆効果を招いているという状況を踏ま
え、介護保険制度又は障害者支援費制度のデイサービスの
利用を選択可能とするというものであり、この点についても現
行で対応可能なのか、確認し回答されたい。

D-1 Ⅳ

特定疾病による障害を有する４０歳以上６５歳未満の障害者や６５歳以前から引き続いて
障害者施策で実施されているデイサービスを受ける者等が、障害者に固有のサービスを希
望し、これらの固有のサービスの提供が必要であると認められる場合には、当該サービス
において給食や入浴といった介護保険の通所介護（デイサービス）と共通する部分があっ
たとしても、社会適応訓練等と給食等を一体として障害者デイサービスとして利用を認めて
も差し支えないこととしているところである。

2168010 越谷市（11222）
越谷市デイサービス
特区

介護保険第2号被保
険者の支援費制度
におけるデイサービ
ス利用の容認

090480

知的障害者による
痴呆性高齢者グ
ループホームの利
用可能化

C Ⅳ

○痴呆性高齢者と知的障害者を混合処遇することについては、その効果や問題点につい
て、十分な科学的検証が行われておらず、まずは、ケアの手法として科学的に実証された
エビデンスを収集することが必要と考えている。
○短期入所生活介護（ショートステイ）への知的障害者の受け入れについては、全国的に
対応する予定であるが、ショートステイはあくまで生活の本拠が在宅にある一時的な入所
サービスであるのに対し、痴呆性高齢者グループホームは生活の本拠が在宅から当該グ
ループホームへ移行するものであり、入居者の生活そのものに与える影響が異なる。

短期入所生活介護への知的障害者の受け入れについて
は、「混合利用については、常に利用者が変わるショートステ
イの方が問題が多く、グループホームでは問題は少ないと考
えられる」との意見もあるところ。提案者の要望は、知的障害
者グループホームの設置が困難な場合、かつ痴呆性高齢者
グループホームの定員に空きがある場合に、比較的高齢の
知的障害者の利用を可能とするものであり、この点を踏ま
え、要望を実現できないか再度検討し、認める場合に必要と
されるケアについての十分な専門性とサービス提供体制を
含め回答されたい。

C Ⅳ

○ショートステイの方が問題が多く、グループホームでは問題が少ないことについての十分
な科学的実証が行われておらず、また、知的障害者グループホームの設置が困難な場
合、かつ痴呆性高齢者グループホームの定員に空きがある場合という条件を付けたとして
も、混合処遇することには変わりがない。
○ショートステイは、あくまで生活の本拠が在宅にあるもので、問題が発生した場合はすぐ
にサービスの利用を中止することが可能だが、グループホームは生活の本拠が当該グ
ループホームへ移行するものであり、問題が発生した場合に新たな生活の本拠を探すこと
は困難であると考える。

提案主体からの意見では､「現に在宅から生活の本拠が移っ
ている特別養護老人ホームでは、痴呆性高齢者と要介護状
態である知的障害者が同時に入所し､さらに同室で生活を営
んでいるケースが多々見られ」、「本県の調査では､121施設
中41施設で同時入所の経験があり､現在､32施設で知的障
害者57人が同時入所している」が、「その同時入所経験のあ
る41施設の90％以上の施設では特に問題はなく､また、他の
施設においても知的障害者に対する個別の処遇を考慮する
ことにより､問題なく痴呆性高齢者と知的障害者が共同生活
を送っている」とあり、この点を踏まえ、要望を実現できない
か、検討し回答するとともに､仮にグループホームで知的障
害者を受け入れることで何らかの問題が生じるのであれば、
科学的検証、エビデンス、学会の意見等に基づき説明された
い。

C Ⅳ

○痴呆性高齢者グループホームと知的障害者グループホームの指定基準を比較すると、
人員基準等が大きく異なっていることからも分かるように、本来、提供されるサービスの内
容が異なるものである。
○このように、異なるケアを必要とする痴呆性高齢者と知的障害者の混合処遇について
は、まず、各々についてのケア手法が確立していることが前提であるが、未だ、痴呆性高
齢者のケアが確立されていない現段階において、科学的にもケアの手法としても実証され
ていない混合処遇を認めることは困難である。
　（参考）
   高齢者介護研究会報告書においては、痴呆性高齢者は、「外界に対して強い不安を抱く
と同時に、周りの対応によっては、焦燥感、喪失感、怒り等を覚える」こともあり、「環境の変
化に適応することがことさら難しい」とされており、「痴呆については、系統的・組織的なケア
への挑戦がようやくグループホームという形で始まったところ」で、痴呆性高齢者のケアは
未だ確立されていない状況にあることが指摘されている。
○なお、提案主体からの意見については、①入所している知的障害者は、知的障害者とし
てではなく、要介護認定を受けて入所しているものであり、②また、特別養護老人ホームに
係る事例であり、グループホームに係る事例ではなく、③更に、「同時入所経験のある４１
施設の９０％以上の施設では特に問題はなく」とあるが、９０％以上という数値や４１施設と
いう限られたサンプルに係る結果をもって、両者に悪影響を及ぼすおそれが払拭されると
は言い難いため、この意見をもって混合処遇を問題ないとすることはできない。

1016010 千葉県(12000) 健康福祉千葉特区

知的障害者が介護
保険法による痴呆
性高齢者グループ
ホームを利用できる
よう、当該グループ
ホームを知的障害
者地域生活支援事
業所に指定するた
めの指定基準の緩
和

090490
精神障害者による
高齢者向け住宅・施
設の利用可能化

Ｄ－１ Ⅳ

○ケアハウスは、６０歳以上の者であって、自炊ができない程度の身体機
能の低下等が認められ、又は高齢等のため独立して生活するには不安が
認められる者であって、家族による援助を受けることが困難な者が入所す
る施設であり、この要件に該当すれば、精神障害者であっても入所は可能
である。

2036040
財団法人正光会
(50060)

総合精神医療・保
健・福祉特区計画

高齢化する社会的
入院者の社会復帰
（居住）促進のため
に高齢者向け住宅
に精神障害を対象と
する高齢者住宅法
の規制緩和

090500
株式会社等による
特別養護老人ホー
ム経営の解禁

Ｄ－１
Ｄ－２

Ⅰ

○現行制度においても有料老人ホーム、ケアハウスが特別養護老人ホームと同等の介護サービスを提供する
場合には、「特定施設入所者介護」として、介護保険の給付の対象としているところであり、また、これらについて
は、経営主体の法人格の種類に制限は設けていない。
○また、特別養護老人ホームについては、昨年１２月に成立した構造改革特別区域法で、特区においてＰＦＩ方式
又は公設民営方式の下で、株式会社等による運営を認めることとしたところである。これは、特別養護老人ホー
ムが、寝たきりや痴呆などの要介護高齢者が長期間にわたって入所し、介護サービスを受けるための施設であ
ることから、こうした利用者の保護を図るために、自治体が一定の関与を行うことのできる方式に限り、特区にお
いて試行的に、自治体及び社会福祉法人以外の主体にも特別養護老人ホームの経営を認めることとしたもので
ある。今回のご提案は、この特例措置の効果・影響を評価することなく、「施設設置者の対象を株式会社まで広
げる」というものであり、認められない。
○なお、①有料老人ホーム等が提供する特定施設入所者生活介護の介護報酬と特別養護老人ホームの介護
報酬を比較した御指摘があるが、両者の違いは、前者は居宅介護サービスに該当し、後者は施設サービスに該
当するため、保険給付の対象としている範囲が異なるからである。②平成１４年８月に、特別養護老人ホーム等
に対して、サービスを受ける必要性の高い者の優先的な入所に努めるよう義務付けたところである。③特別養護
老人ホームについては、例えば、２０人という小規模な形での整備も可能である。

提案者の要望は、特別養護老人ホームとケアハウス等では
同等の介護サービスを提供しているが、介護報酬の給付対
象範囲が異なることにより利用者負担に差ができることや、
現在特区において認められているPFI方式等では、補助金交
付の手続き等が煩雑であることなどにより、特別養護老人
ホームの設置が進みにくいことを踏まえ、経済的基盤と社会
的信用があること、経営破綻時の承継先についてあらかじめ
提携先を確保すること、第３者評価により経営内容を公開評
価すること等を条件とし、かつ、施設整備費補助金を受けず
に、株式会社による民設民営を認めるものであり、この点を
踏まえ、要望を実現できないか、再度検討し回答されたい。

Ｄ－１
Ｄ－２

Ⅰ

○現行制度においても有料老人ホーム、ケアハウスが特別養護老人ホームと同等の介護
サービスを提供する場合には、「特定施設入所者介護」として、介護保険の給付の対象とし
ているところであり、また、これらについては、経営主体の法人格の種類に制限は設けてい
ない。
○また、特別養護老人ホームについては、昨年１２月に成立した構造改革特別区域法で、
特区においてＰＦＩ方式又は公設民営方式の下で、株式会社等による運営を認めることとし
たところである。これは、特別養護老人ホームが、寝たきりや痴呆などの要介護高齢者が
長期間にわたって入所し、介護サービスを受けるための施設であることから、こうした利用
者の保護を図るために、自治体が一定の関与を行うことのできる方式に限り、特区におい
て試行的に、自治体及び社会福祉法人以外の主体にも特別養護老人ホームの経営を認
めることとしたものである。今回のご提案は、この特例措置の効果・影響を評価することな
く、「施設設置者の対象を株式会社まで広げる」というものであり、認められない。
○なお、①ケアハウス等が提供する特定施設入所者生活介護の介護報酬と特別養護老
人ホームの介護報酬や利用者負担を比較した御指摘があるが、両者の違いは、前者は居
宅介護サービスに該当し、後者は施設サービスに該当するため、保険給付の対象としてい
る範囲が異なるからである。②ＰＦＩ方式による補助金交付手続きに関する御指摘がある
が、ケアハウスでは既に5つの自治体でＰＦＩ方式による整備が進行中であり、手続きが煩
雑であるなどの指摘は寄せられていない。

2121010
株式会社ゼクスコ
ミュニティ

特別養護老人ホー
ムの設置・運営法人
の拡大

特別養護老人ホー
ムの設置・運営法人
の拡大
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2.管理コー
ド

3.規制の特例事項名
6.措置の
分類

7.措置の
内容

8.措置の概要(対応策)
11．各省庁からの回答に対する構造改革特区推進室からの再検

討要請

12．「措置
の分類」
の見直し

13．「措置
の内容」
の見直し

14．各省庁からの再検討要請に対する回答
15．各省庁からの回答に対する構造改革特区推進室からの再々

検討要請

16．「措置
の分類」
の見直し

17．「措置
の内容」
の見直し

18．各省庁からの再々検討要請に対する回答
規制特例提
案事項管理
番号

提案主体名 特区計画の名称
規制の特例事項（事

項名）

090500
株式会社等による
特別養護老人ホー
ム経営の解禁

Ｄ－１
Ｄ－２

Ⅰ

○現行制度においても有料老人ホーム、ケアハウスが特別養護老人ホームと同等の介護
サービスを提供する場合には、「特定施設入所者介護」として、介護保険の給付の対象とし
ているところであり、また、これらについては、経営主体の法人格の種類に制限は設けてい
ない。
○なお、ＰＦＩ方式には、民有地活用型もあり、必ずしも公有地を前提とするものではない。
○また、特別養護老人ホームについては、昨年１２月に成立した構造改革特別区域法で、
特区においてＰＦＩ方式又は公設民営方式の下で、株式会社等による運営を認めることとし
たところである。これは、特別養護老人ホームが、寝たきりや痴呆などの要介護高齢者が
長期間にわたって入所して介護サービスを受けるための施設であることから、こうした利用
者の保護を図るために、自治体が一定の関与を行うことのできる方式に限り、特区におい
て試行的に認めることとしたものである。今回のご提案は、この特例措置の効果・影響を評
価することなく、「民間事業者の参入を認める」というものであり、認められない。

提案者の要望は、特別養護老人ホームとケアハウス等では
同等の介護サービスを提供しているが、介護報酬の給付対
象範囲が異なることにより利用者負担に差ができることや、
現在特区において認められているPFI方式等では、補助金交
付の手続き等が煩雑であることなどにより、特別養護老人
ホームの設置が進みにくいことを踏まえ、経済的基盤と社会
的信用があること、経営破綻時の承継先についてあらかじめ
提携先を確保すること、第３者評価により経営内容を公開評
価すること等を条件とし、かつ、施設整備費補助金を受けず
に、株式会社による民設民営を認めるものであり、この点を
踏まえ、要望を実現できないか、再度検討し回答されたい。

Ｄ－１
Ｄ－２

Ⅰ

○現行制度においても有料老人ホーム、ケアハウスが特別養護老人ホームと同等の介護
サービスを提供する場合には、「特定施設入所者介護」として、介護保険の給付の対象とし
ているところであり、また、これらについては、経営主体の法人格の種類に制限は設けてい
ない。
○また、特別養護老人ホームについては、昨年１２月に成立した構造改革特別区域法で、
特区においてＰＦＩ方式又は公設民営方式の下で、株式会社等による運営を認めることとし
たところである。これは、特別養護老人ホームが、寝たきりや痴呆などの要介護高齢者が
長期間にわたって入所し、介護サービスを受けるための施設であることから、こうした利用
者の保護を図るために、自治体が一定の関与を行うことのできる方式に限り、特区におい
て試行的に、自治体及び社会福祉法人以外の主体にも特別養護老人ホームの経営を認
めることとしたものである。今回のご提案は、この特例措置の効果・影響を評価することな
く、「施設設置者の対象を株式会社まで広げる」というものであり、認められない。
○なお、①ケアハウス等が提供する特定施設入所者生活介護の介護報酬と特別養護老
人ホームの介護報酬や利用者負担を比較した御指摘があるが、両者の違いは、前者は居
宅介護サービスに該当し、後者は施設サービスに該当するため、保険給付の対象としてい
る範囲が異なるからである。②ＰＦＩ方式による補助金交付手続きに関する御指摘がある
が、ケアハウスでは既に5つの自治体でＰＦＩ方式による整備が進行中であり、手続きが煩
雑であるなどの指摘は寄せられていない。

2218010 志木市（11228）
特別養護老人ホー
ム設置法人の規制
の緩和

特別養護老人ホー
ム設置法人の規制
緩和

090510
指定介護老人福祉
施設の指定要件の
追加

Ｄ－１ Ⅰ

○現行制度においても、有料老人ホーム、ケアハウスは、自立高齢者から要介護高齢者
まで、利用者の状況に応じ様々な介護サービスの提供が可能であり、特別養護老人ホー
ムと同等の介護サービスを提供する場合には、「特定施設入所者介護」として、介護保険
の給付の対象としているところである。また、これらについては、経営主体の法人格の種類
に制限は設けていない。よって、これらを活用することにより、利用者を要介護高齢者に限
定しない施設を創るというご提案は実現可能である。

2217010
埼玉県志木市
（11228）

志木市型高齢者福
祉施設

指定介護老人福祉
施設に関する指定
要件の追加

090520

定員要件の引き下
げ等による小規模な
短期入所生活介護
事業所の容認

D-1 -
基準該当短期入所生活介護事業所は、その利用定員を20人未満とすることができることと
している。

2088010 大垣市（21202）
地域密着型小規模
介護保険事業所創
設特区

指定居宅サービス
等の事業の人員、
設備及び運営に関
する基準の緩和

090530

指定通所介護事業
所等の静養室にお
ける緊急ショートス
テイの容認

D-1 -

○指定短期入所生活介護事業者は、利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者
数以上の利用者に対して同時にサービスを提供してはならないこととされているが、災害そ
の他のやむを得ない事情がある場合は、サービスの提供を認めている。
○この場合においては、併設する特別養護老人ホームの静養室を利用することも可能で
ある。　　　　　　　　　○ただし、指定通所介護事業所の静養室については、夜間対応が十
分になされるか疑問であり、利用者に対する指定通所介護の提供にも支障があると考えら
れるため、原則として認められない。

2169010 越谷市（11222）
越谷市緊急ショート
ステイ（超短期宿
泊）特区

指定通所介護事業
所等の静養室にお
ける緊急ショートス
テイの容認

090540

指定居宅サービス
事業者の指定権限
の市町村長への委
譲

D-1 -
地方自治法第252条の17の2第1項の規定に基づき、指定居宅サービス事業者の指定権限
の市町村長への委譲が認められている。

2037011 稲城市(13225)
介護のまちづくり特
区

指定居宅サービス
事業者の指定権限
の市町村長への委
譲

090550

市町村介護保険事
業計画に基づく痴呆
対応型共同生活介
護及び特定施設入
所者生活介護の指
定制限の導入

C Ⅰ
○現在、介護保険法（平成９年法律第１２３号）附則第２条に基づいた介護保険制度全般
に関する検討を社会保障審議会介護保険部会において行っているところであり、当該部会
における議論を通じて、本件提案も含めて検討してまいりたい。

2037012 稲城市(13225)
介護のまちづくり特
区

市町村介護保険事
業計画に基づく痴呆
対応型共同生活介
護及び特定施設入
所者生活介護の指
定制限の導入

090600

痴呆対応型共同生
活介護及び特定施
設入所者生活の介
護報酬について国
の基準額を上限とし
た市町村による独自
設定の可能化

C Ⅰ

○現在、介護保険法（平成９年法律第１２３号）附則第２条に基づいた介護保険制度全般
に関する検討を社会保障審議会介護保険部会において行っているところであり、当該部会
における議論を通し、本件提案も含めた市町村の保険者機能のあり方について検討して
参りたい。

提案者の要望は、高齢化率が全国平均よりも低い市町村に
おいて、市町村が介護保険事業計画で定める量に関わら
ず、都道府県の指定によりグループホーム、有料老人ホー
ム等の増加と保険料の上昇が見込まれることを踏まえ、高
齢化率が低く当該介護サービスに対するニーズが低い地域
では市場価格は低いという考え方に基づき、痴呆対応型共
同生活介護及び特定施設入所者生活の介護報酬について
国の基準額を上限とした市町村による独自設定を可能とす
るものであり、この点を踏まえ、要望を実現できないか、再度
検討し回答されたい。

C Ⅰ

○市町村が介護保険事業計画で定める量にかかわらず、事業者の新規参入によるグルー
プホーム、有料老人ホーム等の増加と保険料の上昇が見込まれるケースについての市町
村の保険者機能のあり方については、関連する住所地特例のあり方、事業者指定のあり
方とともに、当該提案も含めて、介護保険制度全般に関する検討を行っている社会保障審
議会介護保険部会で検討して参りたい。
○なお、事業者のサービス提供量に比べ介護サービスに対するニーズが低い地域で市場
価格が低いと考えられる場合は、実際にサービス提供に要した費用が介護報酬の基準よ
り低い場合として、事業者による割引価格の設定が認められているところである。

高齢化率が全国平均と比べて低い市町村において、グルー
プホーム等が地域ニーズに関わらず全国一律の形式要件を
満たせば介護保険の給付対象となってしまうことから、市外
からの要介護高齢者の入居が増加し、人口構成上の不可逆
的な問題が生じており、かつ、市町村財政への影響も緊迫し
つつある現状を踏まえた提案であり、関連する住所地特例
等の制度とは別に、一の市町村において先行的に実施する
ことによる具体的な問題が想定されないのであれば、「介護
保険制度全般に関する検討」の結論が出るまでの間、少なく
とも特区において実施できないか、検討し回答されたい。

Ｃ Ⅰ

○今回のご提案は、保険者である市町村が事業者の参入の調整を行うことができることと
するものであるが、こうした仕組みを導入することは、利用者の多様な選択に資するという
観点から事業者の自由な参入を認めるという介護保険制度の基本的な考え方を変更する
ものであり、このような場合は、制度全般の議論が必要であると考える。

○介護保険制度の５年後見直しについて、介護保険部会で議論しており、その中で当該提
案も含めて保険者のあり方等についても検討を行ってまいりたい。

2037020 稲城市(13225)
介護のまちづくり特
区

居宅介護サービス
費の支給及び居宅
支援サービス費の
支給の特例

16 / 22 ページ



09　厚生労働省　再々検討要請（特区）第３次

2.管理コー
ド

3.規制の特例事項名
6.措置の
分類

7.措置の
内容

8.措置の概要(対応策)
11．各省庁からの回答に対する構造改革特区推進室からの再検

討要請

12．「措置
の分類」
の見直し

13．「措置
の内容」
の見直し

14．各省庁からの再検討要請に対する回答
15．各省庁からの回答に対する構造改革特区推進室からの再々

検討要請

16．「措置
の分類」
の見直し

17．「措置
の内容」
の見直し

18．各省庁からの再々検討要請に対する回答
規制特例提
案事項管理
番号

提案主体名 特区計画の名称
規制の特例事項（事

項名）

090560

移送サービスのみを
実施する訪問介護
事業者の指定要件
の緩和

D-1 -

○「通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合」（100単位）の算定について
は、タクシー会社にのみ適用されるものではなく、ＮＰＯ法人についても適用される。
○また、指定訪問介護事業者については、介護等のうち特定の援助（例えば、乗車又は降
車の介助）に偏することがあってはならないこととされているが、基準該当訪問介護事業者
については、当該規制が緩和されている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○さらに、基準該
当訪問介護事業者については、人員に関する基準も緩和されている。

提案者の要望は、移送介護のみを提供する訪問介護事業
者について、サービス提供責任者に係る基準等を緩和する
ものであり、この点についても現行で対応可能なのか、確認
し回答されたい。

D-1 -

○基準該当訪問介護事業所については、人員に関する基準も緩和されており、
①訪問介護員等　３人以上
②サービス提供責任者については、
常勤である必要はないこととされている。
○ただし、サービスの質を確保する観点から、サービス提供責任者を無資格の管理者とす
ることについては認められない。

2259020
特定非営利活動法
人 ユートピァ誠道
(50080)

福祉コミュニティ特
区

福祉コミュニティ特
区

090570
介護老人保健施設
における授産就労
の容認

E ー
○介護老人保健施設に癒し系ロボット等を導入することについては、特段の規制は存在し
ない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○また、施設内
で製作した手工芸品などを販売することについても、特段の規制は存在しない。

2188010

個人(50010)、個人
(50010)、個人
(50010)、個人
(50010)、個人
(50010)、個人
(50010)、株式会社
としけん（都市環境
文化研究所）
(50020)、三菱電機
株式会社(50020)、
株式会社 国際電気
通信基礎技術研究
所（ＡＴＲ）

介護老人保健施設
のためのＩＴ活用モ
デル特区

介護老人保健施設
における授産就労
の許可

090580

介護老人保健施設
へのバーチャルパチ
ンコなどの懸賞付き
ゲームの導入

E ー
料金を徴収しなければ、介護老人保健施設にＩＴ技術を使ったバーチャルパチンコなどの
ゲームを導入することについては、特段の規制は存在しない。

2188020

個人(50010)、個人
(50010)、個人
(50010)、個人
(50010)、個人
(50010)、個人
(50010)、株式会社
としけん（都市環境
文化研究所）
(50020)、三菱電機
株式会社(50020)、
株式会社 国際電気
通信基礎技術研究
所（ＡＴＲ）

介護老人保健施設
のためのＩＴ活用モ
デル特区

介護老人保健施設
へのバーチャルパチ
ンコなどの懸賞付き
ゲームの導入

090590

介護老人保健施設
の介護職員等につ
いて癒し系ペットロ
ボットやネットロボッ
トでの代替容認

C Ⅲ
介護老人保健施設に癒し系ロボット等を導入することについては、特段の規制は存在しな
いが、現時点において、施設職員の業務を癒し系ロボット等で代替できるという実証例を承
知しておらず、人員に関する基準を緩和することは困難である。

2188030

個人(50010)、個人
(50010)、個人
(50010)、個人
(50010)、個人
(50010)、個人
(50010)、株式会社
としけん（都市環境
文化研究所）
(50020)、三菱電機
株式会社(50020)、
株式会社 国際電気
通信基礎技術研究
所（ＡＴＲ）

介護老人保健施設
のためのＩＴ活用モ
デル特区

介護老人保健施設
の人員に関する基
準の緩和

090610

指定通所介護事業
所における１０時間
以上の延長サービ
スの介護報酬の算
定可能化

D-1 Ⅲ

○指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第９６条第３項第２号
において、指定通所介護事業者は、指定通所介護に通常要する時間を超える指定通所介
護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通
常の指定通所介護に係る費用を超える費用の支払いを利用者から受けることができること
とされており、１０時間以上の延長サービスを行うことは、利用料の徴収によって可能であ
る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○介護保険法第６２条において、市町村
は要介護被保険者等に対し、保険給付のほか、条例で定めることにより、市町村特別給付
を行うことができることとされており、当該制度を活用することも可能である。

2227010 滋賀県
介護保険暮らし安心
滋賀特区

　介護保険制度の
指定通所介護事業
所における１０時間
以上の延長サービ
スの介護報酬の算
定
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09　厚生労働省　再々検討要請（特区）第３次

2.管理コー
ド

3.規制の特例事項名
6.措置の
分類

7.措置の
内容

8.措置の概要(対応策)
11．各省庁からの回答に対する構造改革特区推進室からの再検

討要請

12．「措置
の分類」
の見直し

13．「措置
の内容」
の見直し

14．各省庁からの再検討要請に対する回答
15．各省庁からの回答に対する構造改革特区推進室からの再々

検討要請

16．「措置
の分類」
の見直し

17．「措置
の内容」
の見直し

18．各省庁からの再々検討要請に対する回答
規制特例提
案事項管理
番号

提案主体名 特区計画の名称
規制の特例事項（事

項名）

090620

株式会社やNPO法
人等が宅幼老所を
設置する場合にお
ける既存の社会福
祉施設の無償譲渡
又は貸与の容認

Ｃ
D-1
F

Ⅳ

社会福祉サービスの基盤の整備については、地域の需要に応じたサービスの拡充の必要
性の観点から、既存の社会福祉施設等の効率的活用を図るため、
①　福祉各法の規定に基づき設置され、国庫補助事業完了後１０年を越える期間を経過し
た、同一事業者における社会福祉施設等への転用
②　地方公共団体又は社会福祉法人への無償譲渡又は貸与であって、同一事業を継続す
る場合（社会福祉施設等の事業を継続するもの）
については、すでに当該財産処分に係る補助金相当額の国庫納付は不要としているところ
である。
今回の要望にある宅幼老所が、社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整
備費の国庫負担（補助）金交付要綱において国庫補助対象として位置付けられないもので
あれば、国庫納付を経ずにその転用、譲渡及び貸与を認めることは、国から国庫補助対象
外施設への公金の移動若しくは贈与と同様のものと言わざるを得ないことから、今回の特
区に関する要望に応えることはできない。
しかしながら、転用先の施設が国庫補助対象として位置付けられるものであれば、当該施
設を公立施設とした上でその経営を株式会社、ＮＰＯ法人に委託する場合には、国庫納付
は不要である。

提案主体の要望は、社会福祉施設等施設整備費等の交付
要綱において国庫補助対象として位置付けられているか否
かに関わらず、個別ニーズに合ったケアサービスの提供を目
的とした小規模ケア施設を株式会社やNPO法人等が設置す
る場合に、社会福祉法人が補助金を受けて取得した財産を
当該株式会社等に無償譲渡することを容認するものであり、
この点を踏まえ、資産の安易な流出を防ぎ、事業を安定的・
継続的に経営していくことが担保される場合には要望を実現
できないか、再度検討し回答されたい。

C
F

Ⅳ

  国の補助金等は、補助目的達成のために支出されるものであることから、補助目的どお
りに使用することが原則である。
  社会福祉施設等施設整備費等(以下「施設整備費」という。)は、地方公共団体等が整備
する施設整備及び設備整備に要する費用の一部を負担（補助）することにより、保育に欠
ける児童、介護を要する老人等社会的支援を高度に要する者の福祉の向上を図ることを
目的として交付されているものである。
  今回の要望にある「宅幼老所」は、専らこうした者を対象としたものではなく、現行の施設
整備費の対象とする施設とはなっていないと考えられる。
  今回の要望にもあるような補助対象となっていない施設への転用を認めることは、新たに
当該施設を交付対象として追加し、財政支援を行うに等しいことから、許されないものであ
る。

補助金等の当初の補助目的を達成し､又は遊休化等してい
る施設について、株式会社等が設置する宅幼老所や障害者
小規模作業所等の、社会福祉法に規定する社会福祉事業
には該当しないが､各地域の状況に合わせた社会福祉の向
上を目的としており、社会的に整備の必要性が高まっている
施設に転用する場合については、要望を実現できないか、検
討し回答されたい。

C
F

Ⅳ

　補助金等の当初の目的を達成し、又は遊休化等している施設については、国庫納付を経
ずにその転用、譲渡及び貸与を認めることは、国から国庫補助対象外施設への公金の移
動若しくは贈与と同様のものとなるので認められないが、国庫納付を経れば何ら制限はな
い。
　また、社会福祉施設等施設整備費については、真に整備が必要な施設を補助対象として
いるものであり、「宅幼老所」等の施設は専ら社会的支援を高度に必要とする者を対象とし
た施設等ではないために社会福祉事業に該当しないものであり、国庫納付を経ない転用を
認めることは、国庫補助対象外施設への公金の移動若しくは贈与と同様のものと言わざる
を得ないため認められない。
　なお、国庫納付を経るもののほかに、「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財
産の処分制限期間」（平成１３年７月１２日厚生労働省告示第２３９号）で定める期間を経過
したものについては、国として何ら制限を設けていない。

2057010 長野県(20000)
社会福祉施設の有
効利用特区

社会福祉施設の有
効利用特区

090630
社会福祉法に基づく
第三者委員の設置
義務の緩和

D-1 Ⅳ

第三者委員については、「社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決
の仕組みの指針について」（平成１２年６月７日付障第４５２号、社援第１３５２号、老５１４
号、児５７５号）において、福祉サービスを提供する経営者が自ら苦情解決に積極的に取り
組む際の参考として苦情解決の体制や手順等を技術的助言として通知しているものであ
り、今回の要望に関しては、オンブズパーソンを第三者委員と同様の位置付けにする等そ
の弾力的な運用により対応可能であると考える。

2170010 越谷市（11222）
社会福祉サービス
に関する苦情解決
特区

社会福祉法に規定
する第三者委員の
設置義務の緩和

090640
完全オゾン処理施
設における浴槽水
の管理規制の緩和

E Ⅳ

循環式浴槽等におけるレジオネラ属菌汚染の防止については、「社会福祉施設におけるレ
ジオネラ症防止対策」（平成１１年１１月２６日付社援施第４７号）及び「公衆浴場における衛
生等管理要領等について」（平成１２年１２月１５日付生衛発第１８１１号通知）において、衛
生管理等について現時点における望ましい対応方針等を技術的助言として通知しているも
のであり、所轄庁の行う指導を拘束するものではなく、国としては、今回の要望について
は、その弾力的な運用により対応可能であると考える。

2026010
社会福祉法人上伊
那福祉協会（50050）

非塩素完オゾ推進
特区

非塩素完オゾ推進
特区

090650
救護施設の定員の
引き下げ

A Ⅲ 特区として、現行の救護施設の定員要件を緩和する。 2036020
財団法人正光会
(50060)

総合精神医療・保
健・福祉特区計画

社会的入院者の退
院促進のために小
舎性救護施設を設
置運営するために
生活保護法の規制
緩和

090661
輸入食品等の検疫
業務のフルオープン
化

D-1,F Ⅳ

現在の人員体制では、港湾の24時間フルオープン化に対応したシフト勤務を実施すること
は困難であるが、今後も事前届出制度の活用等効率化を図りつつ適切に対応するととも
に、平成16年度の予算要求においても、24時間フルオープン化に対応できるよう輸入食品
監視支援システム（FAINS）の更改、構造改革特区に指定されている主要港湾（東京、横
浜、名古屋、大阪、神戸、福岡）を所管する窓口の食品衛生監視員の増員を要求すること
としている。

1014070 横浜市（14100） 国際物流特区 輸入食品等の検疫
のフルオープン化

090662
輸入食品等の検疫
業務の体制強化・迅
速化

Ｄ－１ Ⅳ

モニタリング検査は、試験結果の判定を待たずに輸入手続きを進めることができるもので、
貨物の流通を妨げるものではない。なお、要望者の横浜市においても、モニタリング検査
が貨物の流通を妨げるものではないこと、及び食品等輸入届出手続について、多くの場合
は事前届出制度等により、食品等の輸入貨物が港に滞留することはないことについてご承
知いただいている。

1014090 横浜市（14100） 国際物流特区
輸入食品等の検疫
業務の体制強化・迅
速化

090670
検疫法上の未指定
港における無線検
疫の容認

D-1 Ⅳ

検疫手続は本邦に来航する際の最初の港で行うこととなっているため、関税法上の開港で
あることが必要である事等、一定の基準を満たしている港については、検疫港に指定され
ていない港についても、無線検疫の対象港に指定しているところである。今後は、当該港
の入港実績、体制の整備状況等を勘案しながら、無線検疫対象港としての指定を考えて
参りたい。

2103020 福井県（18000）
福井港港湾物流特
区

検疫法上の未指定
港に関する規制の
緩和

090680

自家牧場の生乳の
みを使用しチーズを
生産する場合にお
ける無殺菌生乳の
使用の容認

Ｄ－１ Ⅳ

未殺菌乳を使用した乳・乳製品による食中毒が国際的に発生しており、原因となるリステリ
ア菌等の病原細菌は広く環境に分布していることから、ナチュラルチーズの製造にあたって
は製造工程中で加熱殺菌を行うか、殺菌乳を原料とすることが望ましいと考え、通知により
指導しているところであるが、病原細菌による汚染防止措置が適切に講じられていると確
認される場合には、未殺菌乳を原料とする製造も可能と考えている。

提案者の要望は、農場とチーズ生産場所が同じ敷地又は周
辺にあって、バルククーラーを備え、原料乳の生産からチー
ズの販売までを一貫して行う酪農家が、朝夕に搾乳した２回
分の原料乳を使用しているチーズを製造する際に、フランス
のA．O．C（原産地呼称制度）基準に準じて、最初の搾乳か
ら20時間以内にレンネット（凝集酵素）を添加する場合には、
未殺菌乳を原料として製造するものであり、この点について
も現行で対応可能なのか、確認し回答されたい。

Ｄ－１ Ⅳ

ナチュラルチーズから食中毒菌であるリステリア菌が検出された場合には、食品衛生法第
４条第３号違反として取扱っており、提案者の製造方法によりナチュラルチーズを製造した
場合にリステリア菌に汚染されないことを保証することはできない。そのため、安全なナ
チュラルチーズを製造するための方法については科学的な検討が必要である。

2060010 長野県(20000)
チーズ製造における
無殺菌生乳の使用
特区

チーズ製造における
無殺菌生乳の使用
特区
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2.管理コー
ド

3.規制の特例事項名
6.措置の
分類

7.措置の
内容

8.措置の概要(対応策)
11．各省庁からの回答に対する構造改革特区推進室からの再検

討要請

12．「措置
の分類」
の見直し

13．「措置
の内容」
の見直し

14．各省庁からの再検討要請に対する回答
15．各省庁からの回答に対する構造改革特区推進室からの再々

検討要請

16．「措置
の分類」
の見直し

17．「措置
の内容」
の見直し

18．各省庁からの再々検討要請に対する回答
規制特例提
案事項管理
番号

提案主体名 特区計画の名称
規制の特例事項（事

項名）

090690

食品衛生管理者資
格認定講習会の受
講資格及び指定基
準の緩和（食品衛生
法第１９条の食品衛
生管理者認定要件
の緩和について）

Ｄ－１ Ⅰ

各事業者による食品の安全性の自主管理を促進する趣旨で設置される食品衛生管理者
については、各人の学歴等に応じ、資格要件が複数設けられている。高等学校卒業者に
ついて、食品衛生上の危害の発生を防止するという責務に必要な衛生管理の実務を熟知
する必要があることから、３年の実務経験が要求されている。また、講習会においては、食
品衛生管理者に必要な知識を習得する観点から、毒物学、食中毒学、食品学等の科目に
ついて２００時間程度の履修を義務づけており、その履修にあたっては、１ヶ月程度の受講
期間が必要となっている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　本講習会においては、その実施に
あたり、例えば、３０日の講習を１０日ずつ３回にわたり分割して開催することも制度上は可
能となっており、また、講習会の実施主体は既に広く民間団体に開かれている。なお、平成
１５年度末に講習会を指定制度から登録制度に改めることとしており、その際、開催地の選
択等受講希望者に対する機会の拡充についても検討してまいりたい。

2252010 個人

食品衛生法第１９条
に係る食品衛生管
理者認定要件の緩
和について

食品衛生法第１９条
の食品衛生管理者
認定要件の緩和に
ついて

090700

リゾートマンションを
福利厚生目的で利
用する場合における
旅館業法の適用除
外

Ｃ Ⅰ
提案の厚生施設においては、施設の維持管理責任は、営業者が負っており、会員数３１１
万人という不特定多数に対し、役務を提供する以上、ホテル、旅館と同様の衛生規制を課
す必要があるため。

提案者の要望は、空室率が上昇しているリゾートマンション
を活性化させる観点から、法人が自社の従業員を対象とし
利用する場合や、福利厚生専門会社がその会員を対象とし
利用する場合など、特定の人間が福利厚生目的で利用する
場合には、旅館業に該当しないとするものであり、この点を
踏まえ、要望を実現できないか、再度検討し回答されたい。

Ｃ Ⅰ

　本要請は、２，５００社１００万人を予定する不特定多数の会社の従業員や会社以外の会
員を対象として、宿泊施設の利用料を徴収するものであり、公衆衛生上、当該施設設備の
衛生管理の責任は、他のホテル、旅館と変わらず、営業として施設を経営管理している者
が負うべきであるので、このような営業は旅館業法の対象とすべきである。

2027010
株式会社ベネフィッ
ト・ワン（50020）

リゾートマンション リ
バイバルプラン～福
利厚生利用による
地域経済活性～

リゾートマンションに
おける旅館業法の
緩和

090710

地区集会所に都市
住民を宿泊させる場
合における旅館業
法の適用除外

Ｄ－１ Ⅳ
食事の実費相当額又は社会通念上食事代と考えられる額しか徴収しないときは、旅館業
法の適用対象とはならないと解している（昭和３３年３月１０日付け衛環発第２９号厚生省
環境衛生部長回答）。

2181020

兵庫県(28000)、加
美町(28362)、八千
代町(28363)、青垣
町(28643)

多自然居住促進特
区

地区集会所におい
て都市住民を宿泊さ
せる場合の旅館業
法の適用除外

090720

仮設興行場に係る
構造設備基準の特
例の適用範囲の拡
大

Ｄ－１ Ⅳ

一定の季節に限り、また短期間に限り経営される仮設興行場は、臨時的な興行場の経営
であるという意味において原則的な基準には適合していなくても、公衆衛生上支障がない
限り、都道府県知事のしんしゃく、認定である自由裁量行為によって特定的に許可される
性質のものであると解している（昭和３１年１２月１９日付け厚生省公衆衛生局環境衛生部
環境衛生課長回答）。

2166090 横浜市(14100)
文化芸術創造交流
特区

仮設興行場の構造
設備基準の特例適
用の範囲拡大

090730
狂犬病予防員、捕
獲人の任命権等の
市町村長への委譲

 Ａ Ⅰ
Ａ　狂犬病予防員について、法令で定める要件（獣医師である職員）を満たし、かつ、予防
員についての人件費、抑留にかかる経費等を提案主体の負担とすることを条件に、狂犬病
予防員の任命、捕獲人の指定、犬の抑留等の権限を市町村に委譲する。

2046010 新冠町（1604） 狂犬病予防特区
狂犬病予防法第６
条（抑留）の徹底

090740

委託警備員による
死亡届に基づく埋火
葬許可証の発給の
容認

E Ⅰ

市町村長は、埋火葬の許可権限を有しているところ（墓地、埋葬等に関する法律第５条）、
その権限に属する事務は吏員又その管理に属する行政庁に委任できるとされている（地方
自治法第１５３条）。また、埋火葬の許可は、人の身分に係るもので、戸籍事務管掌者であ
る市町村長（戸籍法第１条第１項）が死亡届の受理とともに行う必要がある。そのため、委
託警備員が埋火葬許可証を発給できないのであって、墓地、埋葬等に関する法律が提案
の障害になっているものでないため。

2215150 志木市（11228） 地方自治解放特区
死亡届に基づく埋火
葬許可証の発給の
拡大

090750
満15歳に満たない
演劇子役の就労可
能時間の延長

Ｃ Ⅰ

　労働基準法は、児童の福祉及び道徳を保護し、その心身の正常な発育を図る必要
があること、交渉力の不足から生ずる不当な圧迫より保護する必要があること及び
児童の教育を阻害しないようにする必要があることから、子役を含めて午後８時以
降の児童の使用を禁止している。
　したがって、子役の就業可能時間に係る現行法制を延長することは適当ではな
く、児童の就労時間を緩和することは適当でない。

提案者の要望は、子役の就労可能時間が午後８時までと
なっているために、子役が出演する演劇等の開演時間が午
後５時前後となり、一般勤労者の観劇を妨げ、子役の出演機
会を減少させていることを踏まえ、子役に過重な負担となら
ないこと、保護者及び学校の理解の下で本人の意思による
こと、子役の教育を阻害しないこと等に十分な配慮を行った
上で、午後１０時まで就労可能とするものであり、この点を踏
まえ、児童の就労一般についてではなく、演劇子役という限
定で要望を実現できないか、再度検討し回答されたい。

Ｃ Ⅰ

労働基準法は、義務教育を修了するまでの児童について使用してはならないとしている
が、例外として、非工業的事業に係る職業については１３才以上の児童について、また演
劇子役については１３才に満たない児童であっても、その健康・福祉に有害ではなく軽微な
ものについては、行政官庁の許可を受ければ使用できることとしている。
　このように、法は、演劇子役の就業については、使用できる最低年齢という形で一定の配
慮をしているところである。
　一方、就業可能時間については、行政官庁の許可を受けて使用する義務教育修了まで
の児童については、児童の福祉及び道徳を保護し、その心身の正常な発育を図る必要が
あること、交渉力の不足から生ずる不当な圧力より保護する必要があること及び児童の教
育を阻害しないようにする必要があることから、一律に午後８時以降の使用を禁止している
ものである。
　こうした理由は、演劇子役についても何ら変わるものではないことから、演劇子役につい
てのみ異なった取扱いとすることは適当ではなく、演劇子役についてのみ就業可能時間を
延長することはできない。

①演劇等の事業の特殊性から使用できる最低年齢の特例を
設けているのであれば、同様の理由により就労可能時間の
延長も認めることは可能。
②欧米では、1日当たりの最高時間数、最低休止回数、1年
当たりの最高日数等の要件を満たす場合には、午後10時ま
での就労を認めており、日本未批准のILO第79号条約におい
ても、演劇子役の就労可能時間については特段の制限はな
い。
③子役の就労可能時間が午後８時までとなっているために、
子役が出演する演劇等の開演時間が午後５時前後となり、
一般勤労者の観劇を妨げ、子役の出演機会を減少させてい
る。
④特区として地域や事業実施主体を限定することなどによ
り､子役に過重な負担とならないこと、保護者及び学校の理
解の下で本人の意思によること、子役の教育を阻害しないこ
と等の担保措置を講じることは可能。
以上の点を踏まえ､要望を実現できないか､検討し回答され
たい。

Ｂ Ⅲ

労働基準法は、児童の福祉及び道徳を保護し、その心身の正常な発育を図る必要がある
こと、交渉力の不足から生ずる不当な圧迫より保護する必要があること及び児童の教育を
阻害しないようにする必要があることから、子役を含めて午後８時以降の児童の使用を禁
止している。
　この点に対し、文化芸術を担う者の養成・確保等が求められており、また、関係団体や自
治体から演劇興行の特性を踏まえた要望がなされていること等を踏まえて、演劇子役の就
労可能時間については、全国的な措置として、現行の午後８時から午後９時までに延長す
ることを検討し、措置する。
　ただし、児童の福祉及び道徳を保護し、その心身の正常な発育を図る必要がある等の労
働基準法の趣旨を踏まえ、上記就労可能時間の延長に当たっては、児童への悪影響を最
小限にとどめる必要があることに留意する。

2166010 横浜市(14100)
文化芸術創造交流
特区

満15歳に満たない
子役の就業可能時
間の延長

090750
満15歳に満たない
演劇子役の就労可
能時間の延長

Ｃ Ⅰ

　労働基準法は、児童の福祉及び道徳を保護し、その心身の正常な発育を図る必要
があること、交渉力の不足から生ずる不当な圧迫より保護する必要があること及び
児童の教育を阻害しないようにする必要があることから、子役を含めて午後８時以
降の児童の使用を禁止している。
　したがって、子役の就業可能時間に係る現行法制を延長することは適当ではな
く、児童の就労時間を緩和することは適当でない。

提案者の要望は、子役の就労可能時間が午後８時までと
なっているために、子役が出演する演劇等の開演時間が午
後５時前後となり、一般勤労者の観劇を妨げ、子役の出演機
会を減少させていることを踏まえ、子役に過重な負担となら
ないこと、保護者及び学校の理解の下で本人の意思による
こと、子役の教育を阻害しないこと等に十分な配慮を行った
上で、午後１０時まで就労可能とするものであり、この点を踏
まえ、児童の就労一般についてではなく、演劇子役という限
定で要望を実現できないか、再度検討し回答されたい。

Ｃ Ⅰ

労働基準法は、義務教育を修了するまでの児童について使用してはならないとしている
が、例外として、非工業的事業に係る職業については１３才以上の児童について、また演
劇子役については１３才に満たない児童であっても、その健康・福祉に有害ではなく軽微な
ものについては、行政官庁の許可を受ければ使用できることとしている。
　このように、法は、演劇子役の就業については、使用できる最低年齢という形で一定の配
慮をしているところである。
　一方、就業可能時間については、行政官庁の許可を受けて使用する義務教育修了まで
の児童については、児童の福祉及び道徳を保護し、その心身の正常な発育を図る必要が
あること、交渉力の不足から生ずる不当な圧力より保護する必要があること及び児童の教
育を阻害しないようにする必要があることから、一律に午後８時以降の使用を禁止している
ものである。
　こうした理由は、演劇子役についても何ら変わるものではないことから、演劇子役につい
てのみ異なった取扱いとすることは適当ではなく、演劇子役についてのみ就業可能時間を
延長することはできない。

①演劇等の事業の特殊性から使用できる最低年齢の特例を
設けているのであれば、同様の理由により就労可能時間の
延長も認めることは可能。
②欧米では、1日当たりの最高時間数、最低休止回数、1年
当たりの最高日数等の要件を満たす場合には、午後10時ま
での就労を認めており、日本未批准のILO第79号条約におい
ても、演劇子役の就労可能時間については特段の制限はな
い。
③子役の就労可能時間が午後８時までとなっているために、
子役が出演する演劇等の開演時間が午後５時前後となり、
一般勤労者の観劇を妨げ、子役の出演機会を減少させてい
る。
④特区として地域や事業実施主体を限定することなどによ
り､子役に過重な負担とならないこと、保護者及び学校の理
解の下で本人の意思によること、子役の教育を阻害しないこ
と等の担保措置を講じることは可能。
以上の点を踏まえ､要望を実現できないか､検討し回答され
たい。

Ｂ Ⅲ

労働基準法は、児童の福祉及び道徳を保護し、その心身の正常な発育を図る必要がある
こと、交渉力の不足から生ずる不当な圧迫より保護する必要があること及び児童の教育を
阻害しないようにする必要があることから、子役を含めて午後８時以降の児童の使用を禁
止している。
　この点に対し、文化芸術を担う者の養成・確保等が求められており、また、関係団体や自
治体から演劇興行の特性を踏まえた要望がなされていること等を踏まえて、演劇子役の就
労可能時間については、全国的な措置として、現行の午後８時から午後９時までに延長す
ることを検討し、措置する。
　ただし、児童の福祉及び道徳を保護し、その心身の正常な発育を図る必要がある等の労
働基準法の趣旨を踏まえ、上記就労可能時間の延長に当たっては、児童への悪影響を最
小限にとどめる必要があることに留意する。

2082010
社団法人日本演劇
興行協会(50060)

演劇振興特区（子役
出演時間延長）

演劇子役の就労可
能時間の延長
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09　厚生労働省　再々検討要請（特区）第３次

2.管理コー
ド

3.規制の特例事項名
6.措置の
分類

7.措置の
内容

8.措置の概要(対応策)
11．各省庁からの回答に対する構造改革特区推進室からの再検

討要請

12．「措置
の分類」
の見直し

13．「措置
の内容」
の見直し

14．各省庁からの再検討要請に対する回答
15．各省庁からの回答に対する構造改革特区推進室からの再々

検討要請

16．「措置
の分類」
の見直し

17．「措置
の内容」
の見直し

18．各省庁からの再々検討要請に対する回答
規制特例提
案事項管理
番号

提案主体名 特区計画の名称
規制の特例事項（事

項名）

090760

労働基準法第９条
の労働者の定義か
ら、農作業の補助作
業を行う援農者を適
用除外

Ｃ Ⅰ

　労働基準法は、憲法第２７条第２項（勤務条件法定主義）の規定に基づき、その
契約関係の特質から、使用者が優越的に立ちやすい労働契約関係の下で、労働者を
保護するために、労働者を「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者
で、賃金を支払われる者」と定義しつつ、労働安全衛生法・労働者災害補償保険法
等他の労働基準関係法令と相まって、労働契約、賃金、労働時間、休息、安全衛
生、災害補償その他の労働条件について、一定の規制・規定を設けているところで
ある。
　したがって、援農作業者であっても、「労働者」として労働契約関係の当事者と
なる場合においては、その保護の必要性において何らか変わるものではないことか
ら、援農作業者のみを労働基準法第９条に規定する労働者の範囲から除外し、労働
基準法を含めた労働基準関係法令を適用しないこととすることはできない。

提案者の要望は、高齢農家や兼業農家の支援及び就農希
望者の技術習得実習のために、JA援農人材センターによる
援農者の確保を円滑にし、援農事業を積極的に推進する必
要があることを踏まえ、援農者の労災保険適用を除外し、一
般傷害保険でも可能とするものであり、この点を踏まえ、要
望を実現できないか、再度検討し回答されたい。

C Ⅰ

労災保険は、労働基準法上の労働者に対する使用者の災害補償責任を確実に履行する
ための制度であり、労働基準法上の労働者を使用する全ての事業に適用されるものであ
る。
　よって、「援農者」についても、その保護の必要性において何ら変わるものではないことか
ら特別扱いする理由はなく、労災保険の適用対象外とすることはできない。

2035010 勝沼町（19304）
勝沼町ぶどうワイン
交流特区

農地法、酒税法等
の規制緩和による
勝沼町ぶどうワイン
交流特区

090770
有料職業紹介事業
における求職者の
範囲の限定可能化

Ｄ－１ －

有料職業紹介事業者が取り扱う業務の範囲の設定については、その設定方法が差別的
取扱いの禁止の趣旨に反する等、違法、不当な職業紹介につながるおそれがない限り認
められるものであり、求職者の範囲の限定であっても、こうしたおそれがない限り認められ
る。

2049010
株式会社キャリア工
学ラボ．(50020)

有料職業紹介事業
における紹介範囲
の規制緩和

有料職業紹介事業
における求職者紹
介範囲の規制緩和

090781
全求職者からの職
業紹介手数料徴収
の可能化

Ｃ Ⅰ

○　ＩＬＯ第１８１号条約においては、求職者保護の観点から、求職者からの手数料徴収は
原則禁止されており、①関係する労働者の利益のために、②最も代表的な使用者団体及
び労働者団体と協議した上で、③特定の種類の労働者及び特定の種類のサービスについ
て、例外を認めることが出来ることとしている。
○　ご提案のように、求職者からの手数料徴収を自由化し、職種や給与水準にかかわらず
徴収を認めることは、求職者保護に欠けることとなる恐れがあり、同条約の批准国である
我が国としては困難と考えている。

提案者の要望は、手数料徴収の対象となる職業と賃金の額
が限定されていることから、例えば､アウトプレースメント会社
が提供する紹介サービスの利用を希望している求職者で
あっても、これらの要件を満たさない限り、個人としてはサー
ビスの提供が受けられないことを踏まえ、｢経済財政運営と
構造改革に関する基本方針2003」において、「年収要件の大
幅引き下げ（年収1200万円超を例えば700～800万円超へ）
等を平成15年度中に可及的速やかに行う」とされている取組
みをさらに一歩進めて､現在の職種及び年収要件を抜本的
に見直し、手数料徴収が可能となる求職者の範囲をより一
層拡大するものであり、この点を踏まえ、要望を実現できな
いか、再度検討し回答されたい。

Ｃ Ⅰ

　求職者からの手数料徴収の在り方については、労働政策審議会において平成１３年８月
より本年にかけて行った職業紹介事業制度全体の在り方についての見直しの中で検討し
たところであるが、給与水準の低い者等からの手数料徴収は、求職者保護に欠けることと
なる恐れがあることから、手数料徴収の対象となる求職者の範囲についての一定の限定を
維持した上で、①科学技術者・経営管理者に係る1,200万円の年収要件について、求職者
の実状等を踏まえて引き下げるとともに、②科学技術者・経営管理者の範囲をより労働市
場のニーズを踏まえたものとするという結論を昨年１２月に出したところである。
　まずは、この結論に基いて、同審議会におけるより具体的な議論を進めていく予定であ
る。更なる求職者の範囲の拡大の是非については、この結論に基づく改正の施行状況を
踏まえつつ、検討を行う必要があるものと考えている。

　なお、職業紹介事業者は、申込みの内容が法令に違反する場合を除き、求職の申込み
はすべて受理しなければならないこととされていることから、求職者は、通常、無料で職業
紹介事業者の職業紹介サービスを利用している。
　また、職業紹介とは明確に区分して実施され、職業紹介とは直接関連しない求職者サー
ビス、すなわち、職業紹介の前提ないし条件としない求職者サービスであって、求職者がそ
のサービスを受けることを自ら希望しているものについて、所要の料金徴収をすることは禁
じられていない。具体的には、例えば、教育訓練、職業適性検査のようなサービスの提供
に関して料金徴収を行うことは、職業紹介の前提ないし条件とせず、求職者がそのサービ
スを受けることを自ら希望している限りにおいて、職業安定法の手数料規制の対象とはな
らない。
　したがって、御指摘のような「手数料徴収の対象となる職業と賃金の額が限定されている
ことから、例えば、アウトプレースメント会社が提供する紹介サービスの利用を希望してい
る求職者であっても、これらの要件を満たさない限り、個人としてはサービスの提供が受け
られない」という実態にはないと考えている。

2234020
株式会社東京リー
ガルマインド
（50020）

職業紹介等自由化
特区

求職者からの職業
紹介手数料徴収を
可能とする

090782
求職者からの職業
紹介手数料徴収の
範囲の拡大

Ｄ－３ Ⅲ

○　求職者からの手数料徴収の在り方については、労働政策審議会において平成１３年８
月より本年にかけて行った職業紹介事業制度全体の在り方についての見直しの中で検討
したところであるが、給与水準の低い者等からの手数料徴収は、求職者保護に欠けること
となる恐れがあることから、手数料徴収の対象となる求職者の範囲についての一定の限定
を維持した上で、①科学技術者・経営管理者に係る1,200万円の年収要件について、求職
者の実状等を踏まえて引き下げるとともに、②科学技術者・経営管理者の範囲をより労働
市場のニーズを踏まえたものとするという結論を昨年１２月に出したところであり、今後、こ
うした結論に基いて、同審議会における議論を進める予定である。

提案者の要望は、手数料徴収の対象となる職業と賃金の額
が限定されていることから、例えば､アウトプレースメント会社
が提供する紹介サービスの利用を希望している求職者で
あっても、これらの要件を満たさない限り、個人としてはサー
ビスの提供が受けられないことを踏まえ、｢経済財政運営と
構造改革に関する基本方針2003」において、「年収要件の大
幅引き下げ（年収1200万円超を例えば700～800万円超へ）
等を平成15年度中に可及的速やかに行う」とされている取組
みをさらに一歩進めて､現在の職種及び年収要件を抜本的
に見直し、手数料徴収が可能となる求職者の範囲をより一
層拡大するものであり、この点を踏まえ、要望を実現できな
いか、再度検討し回答されたい。

Ｄ－３ Ⅲ

　求職者からの手数料徴収の在り方については、労働政策審議会において平成１３年８月
より本年にかけて行った職業紹介事業制度全体の在り方についての見直しの中で検討し
たところであるが、給与水準の低い者等からの手数料徴収は、求職者保護に欠けることと
なる恐れがあることから、手数料徴収の対象となる求職者の範囲についての一定の限定を
維持した上で、①科学技術者・経営管理者に係る1,200万円の年収要件について、求職者
の実状等を踏まえて引き下げるとともに、②科学技術者・経営管理者の範囲をより労働市
場のニーズを踏まえたものとするという結論を昨年１２月に出したところである。
　まずは、この結論に基いて、同審議会におけるより具体的な議論を進めていく予定であ
る。更なる求職者の範囲の拡大の是非については、この結論に基づく改正の施行状況を
踏まえつつ、検討を行う必要があるものと考えている。

　なお、職業紹介事業者は、申込みの内容が法令に違反する場合を除き、求職の申込み
はすべて受理しなければならないこととされていることから、求職者は、通常、無料で職業
紹介事業者の職業紹介サービスを利用している。
　また、職業紹介とは明確に区分して実施され、職業紹介とは直接関連しない求職者サー
ビス、すなわち、職業紹介の前提ないし条件としない求職者サービスであって、求職者がそ
のサービスを受けることを自ら希望しているものについて、所要の料金徴収をすることは禁
じられていない。具体的には、例えば、教育訓練、職業適性検査のようなサービスの提供
に関して料金徴収を行うことは、職業紹介の前提ないし条件とせず、求職者がそのサービ
スを受けることを自ら希望している限りにおいて、職業安定法の手数料規制の対象とはな
らない。
　したがって、御指摘のような「手数料徴収の対象となる職業と賃金の額が限定されている
ことから、例えば、アウトプレースメント会社が提供する紹介サービスの利用を希望してい
る求職者であっても、これらの要件を満たさない限り、個人としてはサービスの提供が受け
られない」という実態にはないと考えている。

5102010
(社)日本経済団体
連合会

職業紹介における
求職者からの手数
料規制の更なる緩
和

090790
有料職業紹介事業
の届出制化

Ｂ・Ｃ Ⅰ

○　職業紹介事業の許可制については、労働政策審議会において平成１３年８月より本年
にかけて行った職業紹介事業制度全体の在り方についての見直しの中で検討したところで
あるが、有料、無料のいずれについても、不適格な事業者の参入を排除することにより、事
業運営の適格性を確保し、求職者の利益を保護する観点から、原則として許可制を維持す
ることが必要であるが、許可制の下で、機動的な事業所の設置を可能とするなどの観点か
ら、許可の単位については事業所単位から事業主単位とし、事業所の設置については、届
出制とすることが適当であるとの結論が出され、これを踏まえた職業安定法の改正が今国
会において成立したところである（平成１６年３月１２日までに施行）。
○　なお、罰則を強化し、違法な事業者を事後的に処罰するのみでは、求職者保護に欠け
る事態を防ぐことはできず、本規制を特区内において緩和した結果、求職者の保護に欠け
る事態が生じた場合、適切な代替措置を講ずることは困難であると考えている。

2235020
株式会社東京リー
ガルマインド
（50020）

人材派遣・紹介規制
緩和特区

有料職業紹介事業
を許可制から届出
制へ

090790
有料職業紹介事業
の届出制化

Ｂ・Ｃ Ⅰ

○　職業紹介事業の許可制については、労働政策審議会において平成１３年８月より本年
にかけて行った職業紹介事業制度全体の在り方についての見直しの中で検討したところで
あるが、有料、無料のいずれについても、不適格な事業者の参入を排除することにより、事
業運営の適格性を確保し、求職者の利益を保護する観点から、原則として許可制を維持す
ることが必要であるが、許可制の下で、機動的な事業所の設置を可能とするなどの観点か
ら、許可の単位については事業所単位から事業主単位とし、事業所の設置については、届
出制とすることが適当であるとの結論が出され、これを踏まえた職業安定法の改正が今国
会において成立したところである（平成１６年３月１２日までに施行）。
○　なお、罰則を強化し、違法な事業者を事後的に処罰するのみでは、求職者保護に欠け
る事態を防ぐことはできず、本規制を特区内において緩和した結果、求職者の保護に欠け
る事態が生じた場合、適切な代替措置を講ずることは困難であると考えている。

2235050
株式会社東京リー
ガルマインド
（50020）

人材派遣・紹介規制
緩和特区

人材紹介事業の届
出制変更に伴う事
後規制（罰則）強化

090800
任意団体に対する
無料職業紹介所の
許可

Ｄ－１ Ⅰ

○　職業紹介事業の許可の対象については、求職者等に対して損害を発生させた場合等
における責任の所在を明確にする必要等から、法人格を持たず責任を負う主体が明らか
でない任意団体を許可の対象とすることは、求職者保護に欠ける事態が生じる恐れがあり
困難と考えている。
○　しかしながら、職業紹介事業制度においては、個人も許可の対象となるので、任意団
体の代表者も、許可を得ることが可能である。なお、許可の対象となり得る法人類型を特に
限定しているものではなく、一般に相当程度の財産的基礎が要求されるような公益法人等
に限らず、例えばＮＰＯ法人や中間法人等であっても、許可の対象となるところである。

2127010 板橋区(13119)
障害者就労支援に
かかる無料職業紹
介所許可特区

板橋区障害者就労
援助事業団に対す
る無料職業紹介所
の許可

20 / 22 ページ
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2.管理コー
ド

3.規制の特例事項名
6.措置の
分類

7.措置の
内容

8.措置の概要(対応策)
11．各省庁からの回答に対する構造改革特区推進室からの再検

討要請

12．「措置
の分類」
の見直し

13．「措置
の内容」
の見直し

14．各省庁からの再検討要請に対する回答
15．各省庁からの回答に対する構造改革特区推進室からの再々

検討要請

16．「措置
の分類」
の見直し

17．「措置
の内容」
の見直し

18．各省庁からの再々検討要請に対する回答
規制特例提
案事項管理
番号

提案主体名 特区計画の名称
規制の特例事項（事

項名）

090811
無料職業紹介事業
の届出制化

Ｂ・Ｃ Ⅰ

○　職業紹介事業の許可制については、労働政策審議会において平成１３年８月より本年
にかけて行った職業紹介事業制度全体の在り方についての見直しの中で検討したところで
あるが、有料、無料のいずれについても、不適格な事業者の参入を排除することにより、事
業運営の適格性を確保し、求職者の利益を保護する観点から、原則として許可制を維持す
ることが必要であるが、許可制の下で、機動的な事業所の設置を可能とするなどの観点か
ら、許可の単位については事業所単位から事業主単位とし、事業所の設置については、届
出制とすることが適当であるとの結論が出され、これを踏まえた職業安定法の改正が今国
会において成立したところである（平成１６年３月１２日までに施行）。
○　なお、本規制を特区内において緩和した結果、求職者の保護に欠ける事態が生じた場
合、適切な代替措置を講ずることは困難であると考えている。

2234010
株式会社東京リー
ガルマインド
（50020）

職業紹介等自由化
特区

無料職業紹介を許
可制から届出制へ

090811
無料職業紹介事業
の届出制化

Ｂ・Ｃ Ⅰ

○　職業紹介事業の許可制については、労働政策審議会において平成１３年８月より本年
にかけて行った職業紹介事業制度全体の在り方についての見直しの中で検討したところで
あるが、有料、無料のいずれについても、不適格な事業者の参入を排除することにより、事
業運営の適格性を確保し、求職者の利益を保護する観点から、原則として許可制を維持す
ることが必要であるが、許可制の下で、機動的な事業所の設置を可能とするなどの観点か
ら、許可の単位については事業所単位から事業主単位とし、事業所の設置については、届
出制とすることが適当であるとの結論が出され、これを踏まえた職業安定法の改正が今国
会において成立したところである（平成１６年３月１２日までに施行）。
○　なお、本規制を特区内において緩和した結果、求職者の保護に欠ける事態が生じた場
合、適切な代替措置を講ずることは困難であると考えている。

2235030
株式会社東京リー
ガルマインド
（50020）

人材派遣・紹介規制
緩和特区

無料職業紹介事業
を許可制から届出
制へ

090812

企業を構成員とする
社団法人が行う無
料職業紹介事業の
届出制化

Ｂ・Ｃ Ⅰ

○　職業紹介事業の許可制については、労働政策審議会において平成１３年８月より本年
にかけて行った職業紹介事業制度全体の在り方についての見直しの中で検討したところ、
団体としての適正性が他の制度により確保されており、かつ、無料職業紹介事業の対象者
が限定されていれば、事業運営の適格性に問題が少ないと考えられることから、特別の法
律に基づいて設立された一定の法人については、届出で無料職業紹介事業を行うことが
できることとする結論が出され、これを踏まえた改正職業安定法が今国会において成立し
たところであるが、社団法人については、このように一義的に判断することは困難であり、
求職者保護の観点から、届出制とすることは困難である。
　しかしながら、許可制の下で機動的な事業所の設置を可能とするなどの観点から、許可
の単位については事業所単位から事業主単位とし、事業所の設置については、届出制と
することが適当であるとの結論が同審議会において出され、これを踏まえた内容が、同改
正職業安定法に盛り込まれたところである（平成１６年３月１２日までに施行）。
○　なお、本規制を特区内において緩和した結果、求職者の保護に欠ける事態が生じた場
合、適切な代替措置を講ずることは困難であると考えている。

提案者の要望は、企業を構成員とする社団法人であって、
厚生労働省からの委託を受け人員整理等に伴う離職者がす
ぐに再就職できるよう情報提供を行うなどの雇用対策に積極
的に取り組んでいるものについては、団体としての適正性が
民法等に基づく指導監査等により確保され、かつ、無料職業
紹介事業の対象者が限定されており、事業運営の適格性に
問題が少ないと考えられることから、届出で無料職業紹介事
業を可能とするものであり、この点を踏まえ、要望を実現でき
ないか、再度検討し回答されたい。

Ｂ・Ｃ Ⅰ

　社団法人については、設立許可において、一定の財産的基礎を持つことが要件とされて
いないことに加え、法人としてどのような事業を本来実施することとなっているかが定款や
寄付行為により様々であるため、商工会議所等特別の法律に基づいて設立された法人と
異なり、職業紹介事業を実施する上で必要な法人としての適正性が、民法において制度的
に担保されているとは言えないと考えられる。また、特定の事業について国からの委託を
受けている社団法人であったとしても、委託を行うか否かは、特定の業務遂行能力に着目
して判断されるものであり、それをもって、職業紹介事業を実施する上で必要な法人として
の適正性が制度的に担保されているとは言えないものと考えている。このため、求職者保
護の観点から、社団法人の行う無料職業紹介事業については、当該法人の適正性や事業
運営の適格性について、許可制において個別に判断していく必要があるものと考えてい
る。

5094020 長野県

企業を構成員とする
社団法人が行う無
料職業紹介事業の
許可制から届出制
への移行

090821
一般労働者派遣事
業の届出制化

Ｂ・Ｃ Ⅰ

○　一般労働者派遣事業の許可制については、労働政策審議会において平成１３年８月よ
り本年にかけて行った労働者派遣事業制度全体の在り方についての見直しの中で検討し
たところであるが、労働者派遣事業の適正な運営の確保を図り、派遣労働者の就業条件を
確保するため、派遣元事業主に一定の能力を担保する必要があることから、許可制を維持
することが必要であるが、許可制の下で、機動的な事業所の設置を可能とするなどの観点
から、許可の単位については事業所単位から事業主単位とし、事業所の設置については、
届出制とすることが適当であるとの結論が出され、これを踏まえた労働者派遣法の改正が
今国会において成立したところである（平成１６年３月１２日までに施行）。
○　なお、罰則を強化し、違法な事業者を事後的に処罰するのみでは、労働者保護に欠け
る事態を防ぐことはできず、本規制を特区内において緩和した結果、労働者の保護に欠け
る事態が生じた場合、適切な代替措置を講ずることは困難であると考えている。

2235010
株式会社東京リー
ガルマインド
（50020）

人材派遣・紹介規制
緩和特区

一般労働者派遣事
業を許可制から届
出制へ

090822

一般労働者派遣事
業の届出制化に伴
う事後規制（罰則）
強化

Ｂ・Ｃ Ⅰ

○　一般労働者派遣事業の許可制については、労働政策審議会において平成１３年８月よ
り本年にかけて行った労働者派遣事業制度全体の在り方についての見直しの中で検討し
たところであるが、労働者派遣事業の適正な運営の確保を図り、派遣労働者の就業条件を
確保するため、派遣元事業主に一定の能力を担保する必要があることから、許可制を維持
することが必要であるが、許可制の下で、機動的な事業所の設置を可能とするなどの観点
から、許可の単位については事業所単位から事業主単位とし、事業所の設置については、
届出制とすることが適当であるとの結論が出され、これを踏まえた労働者派遣法の改正が
今国会において成立したところである（平成１６年３月１２日までに施行）。
○　なお、罰則を強化し、違法な事業者を事後的に処罰するのみでは、労働者保護に欠け
る事態を防ぐことはできず、本規制を特区内において緩和した結果、労働者の保護に欠け
る事態が生じた場合、適切な代替措置を講ずることは困難であると考えている。

2235040
株式会社東京リー
ガルマインド
（50020）

人材派遣・紹介規制
緩和特区

一般労働者派遣事
業の届出制変更に
伴う事後規制（罰
則）強化

090830
社会保険労務士の
労働者派遣の対象
化

Ｃ Ⅰ

 労働者派遣事業者が社会保険労務士（以下「社労士」と略する。）の労働者派遣事業を行
うことを認めると、実質的に労働者派遣事業者が派遣社労士を通じて派遣先の社労士業
務を取り扱うことになり、社労士又は社労士法人以外の者が社労士業務を行うことを禁止
した社労士法第２７条に抵触するおそれがある。
　　特に、これを認めると、労働者派遣事業者が実質的に社労士法人と同様の機能を果た
しうることになるが、このことは、社員を社労士のみに限っている社労士法人制度を潜脱
し、同制度の意義を没却するおそれがある。
  このような社労士法第２７条の規制について、特区という特定の地域内に限定してその規
制対象・範囲を限定することは、派遣先企業が他地域に所在する支店等に係る各種申請・
届出を処理している場合、派遣の効果が特区外に及ぶこととなることからして、場所的な限
定は意味をもたないから相当ではない。
  したがって、この問題は特定の地域内のみを対象に検討すべき事柄ではなく、全国的に
資格法制全体の在り方を視野に入れて検討すべきものと考えるが、社労士法第２７条が、
社労士又は社労士法人以外の者が社労士業務を行うことを禁止しているのは、厳格な資
格要件が設けられ、かつ、その職務の誠実適正な遂行のための必要な規律に服すべきも
のとされるなど、労働社会保険諸法令に関する専門家としての能力的・倫理的担保を図る
ための諸般の措置が講じられた社労士が社労士業務を独占することが、労働者を始めと
する国民の権利利益を保護する観点から必要とされたからである。このような同条の趣旨
は現在なお合理性、妥当性を有するものであり、同条の規制対象・範囲を変更することは
相当ではない。

貴省の回答では「労働者派遣業者が実質的に社労士法人と
同様の機能を果たしうることになるが、このことは、社員を社
労士のみに限っている社労士法人制度を潜脱し、同制度の
意義を没却するおそれがある」とあるが、労働者派遣業者に
よって派遣される社労士の派遣先が社労士法人である場
合、サービスの受益者の立場からすれば、社員を社労士の
みに限っている社労士法人となんら変わることはなく、問題
ないのではないか、この点を踏まえ、再度検討し回答された
い。

Ｃ Ⅰ

　原回答のとおり。
　社労士を労働者派遣の対象とすべきでないのは、前回述べたとおり、これを認めると、労
働者派遣業者が、社労士との間の雇用契約に基づく指揮命令を通じて、実質的に派遣先
の社労士業務を取り扱うことになるおそれがあり、社労士法第２７条に抵触する事態が生じ
るからである。
　派遣先が社労士法人の場合であっても、顧客に社労士サービスを提供する社労士が労
働者派遣業者に雇用されその指揮命令を受けること自体が、労働者派遣業者が実質的に
社労士業務を取り扱うことにつながるのであって、このことは派遣先が社労士法人であって
も同様である。

・法人制度が導入されたことから、当該資格者について「資
格者個人がそれぞれ業務の委託を受けて当該業務を行う
（当該業務については指揮命令を受けることがない）ことか
ら、労働者派遣の対象とならないものである」とする「労働者
派遣事業関係業務取扱要領」の規定については、廃止すべ
きではないか、検討の上、厚生労働省と調整されたい。
・貴省の回答では、「第27条に抵触するおそれ」があるとされ
ているが、抵触しない場合もあるものと理解できることから、
抵触しない場合について明確にできないか。
・貴省の回答では、派遣元が資格者を通じて派遣先事業者
の業務を行うこととなり、業務独占規定に抵触するおそれが
あるとのことであるが、派遣元と派遣資格者との間の雇用関
係に基づく指導・監督権限が資格の対象となっている業務に
及ばないよう、労働者派遣契約で明確にすれば資格者の派
遣は可能ではないか。契約では不十分であれば、外国法事
務弁護士法第49条に倣って法的に担保することが考えられ
ないか。特に、派遣先でインハウスの業務を行う場合、派遣
先が社会保険労務士法人の場合の両方について検討され
たい。

Ｃ Ⅰ

原回答のとおり。
　社労士を労働者派遣の対象とすべきではないことは、前回述べたとおりである。

・「労働者派遣事業関係業務取扱要領」において、「資格者個人がそれぞれ業務の委託を
受けて当該業務を行う（当該業務については指揮命令を受けることがない）ことから、労働
者派遣の対象とならないものとする」と規定しているのは、前回述べたように、資格を有し
ない労働者派遣業者が、社労士との間の雇用契約に基づく指揮命令を通じて、実質的に
派遣先の社労士業務を取り扱うおそれがあるなど、社労士法第２７条に抵触する事態を生
じることから、これを禁じているものである。他方、社労士法人制度（社労士法第２５条の８
第１項）は社員を社労士に限定しており、同規定の趣旨に抵触ないし矛盾するものではな
い。したがって、同規定を廃止する必要はない。

・労働者派遣事業者が社労士の労働者派遣事業を行うことを認めると、実質的に労働者派
遣業者が派遣社労士を通じて派遣先の社労士業務を取り扱うことになり、社労士法第２７
条に抵触するおそれがあることは、これまで述べてきたとおりであるが、同条は、犯罪構成
要件になっており（社労士法第３２条の２第１項第６号）、犯罪の成否は、証拠に基づき具体
的な事実関係によって認定されるべきものであって、具体的な証拠関係・事実関係を離れ
てその成否を論ずることは困難である。

・雇用関係における指揮監督権の行使は、個別的な指揮命令のみならず包括的な指揮命
令も含むものであり、社労士法第２７条は、そのような包括的な指揮命令も含めて、無資格
者の社労士業務への介入のおそれを排除する規定である。したがって、派遣する社労士
の資格の対象となっている業務については、派遣元の個別の指揮命令が及ばない旨を契
約あるいは法律において明確にしたとしても、無資格者である派遣元が、派遣先に社労士
を派遣してサービスを提供させ、当該派遣の対価を得ること自体が、派遣元の包括的な指
揮命令の行使による実質的な社労士業務の取扱いとして評価されて、社労士法第２７条に
抵触するおそれがある。このことは、派遣先が社労士法人であるかどうかは関係ない。

2236020
株式会社東京リー
ガルマインド
（50020）

士業派遣特区

労働者派遣につい
ての定義に関し、士
業者についての例
外を設ける

21 / 22 ページ



09　厚生労働省　再々検討要請（特区）第３次

2.管理コー
ド

3.規制の特例事項名
6.措置の
分類

7.措置の
内容

8.措置の概要(対応策)
11．各省庁からの回答に対する構造改革特区推進室からの再検

討要請

12．「措置
の分類」
の見直し

13．「措置
の内容」
の見直し

14．各省庁からの再検討要請に対する回答
15．各省庁からの回答に対する構造改革特区推進室からの再々

検討要請

16．「措置
の分類」
の見直し

17．「措置
の内容」
の見直し

18．各省庁からの再々検討要請に対する回答
規制特例提
案事項管理
番号

提案主体名 特区計画の名称
規制の特例事項（事

項名）

090830
社会保険労務士の
労働者派遣の対象
化

Ｃ Ⅰ

 労働者派遣事業者が社会保険労務士（以下「社労士」と略する。）の労働者派遣事業を行
うことを認めると、実質的に労働者派遣事業者が派遣社労士を通じて派遣先の社労士業
務を取り扱うことになり、社労士又は社労士法人以外の者が社労士業務を行うことを禁止
した社労士法第２７条に抵触するおそれがある。
　　特に、これを認めると、労働者派遣事業者が実質的に社労士法人と同様の機能を果た
しうることになるが、このことは、社員を社労士のみに限っている社労士法人制度を潜脱
し、同制度の意義を没却するおそれがある。
  このような社労士法第２７条の規制について、特区という特定の地域内に限定してその規
制対象・範囲を限定することは、派遣先企業が他地域に所在する支店等に係る各種申請・
届出を処理している場合、派遣の効果が特区外に及ぶこととなることからして、場所的な限
定は意味をもたないから相当ではない。
  したがって、この問題は特定の地域内のみを対象に検討すべき事柄ではなく、全国的に
資格法制全体の在り方を視野に入れて検討すべきものと考えるが、社労士法第２７条が、
社労士又は社労士法人以外の者が社労士業務を行うことを禁止しているのは、厳格な資
格要件が設けられ、かつ、その職務の誠実適正な遂行のための必要な規律に服すべきも
のとされるなど、労働社会保険諸法令に関する専門家としての能力的・倫理的担保を図る
ための諸般の措置が講じられた社労士が社労士業務を独占することが、労働者を始めと
する国民の権利利益を保護する観点から必要とされたからである。このような同条の趣旨
は現在なお合理性、妥当性を有するものであり、同条の規制対象・範囲を変更することは
相当ではない。

貴省の回答では「労働者派遣業者が実質的に社労士法人と
同様の機能を果たしうることになるが、このことは、社員を社
労士のみに限っている社労士法人制度を潜脱し、同制度の
意義を没却するおそれがある」とあるが、労働者派遣業者に
よって派遣される社労士の派遣先が社労士法人である場
合、サービスの受益者の立場からすれば、社員を社労士の
みに限っている社労士法人となんら変わることはなく、問題
ないのではないか、この点を踏まえ、再度検討し回答された
い。

Ｃ Ⅰ

　原回答のとおり。
　社労士を労働者派遣の対象とすべきでないのは、前回述べたとおり、これを認めると、労
働者派遣業者が、社労士との間の雇用契約に基づく指揮命令を通じて、実質的に派遣先
の社労士業務を取り扱うことになるおそれがあり、社労士法第２７条に抵触する事態が生じ
るからである。
　派遣先が社労士法人の場合であっても、顧客に社労士サービスを提供する社労士が労
働者派遣業者に雇用されその指揮命令を受けること自体が、労働者派遣業者が実質的に
社労士業務を取り扱うことにつながるのであって、このことは派遣先が社労士法人であって
も同様である。

・法人制度が導入されたことから、当該資格者について「資
格者個人がそれぞれ業務の委託を受けて当該業務を行う
（当該業務については指揮命令を受けることがない）ことか
ら、労働者派遣の対象とならないものである」とする「労働者
派遣事業関係業務取扱要領」の規定については、廃止すべ
きではないか、検討の上、厚生労働省と調整されたい。
・貴省の回答では、「第27条に抵触するおそれ」があるとされ
ているが、抵触しない場合もあるものと理解できることから、
抵触しない場合について明確にできないか。
・貴省の回答では、派遣元が資格者を通じて派遣先事業者
の業務を行うこととなり、業務独占規定に抵触するおそれが
あるとのことであるが、派遣元と派遣資格者との間の雇用関
係に基づく指導・監督権限が資格の対象となっている業務に
及ばないよう、労働者派遣契約で明確にすれば資格者の派
遣は可能ではないか。契約では不十分であれば、外国法事
務弁護士法第49条に倣って法的に担保することが考えられ
ないか。特に、派遣先でインハウスの業務を行う場合、派遣
先が社会保険労務士法人の場合の両方について検討され
たい。

Ｃ Ⅰ

原回答のとおり。
　社労士を労働者派遣の対象とすべきではないことは、前回述べたとおりである。

・「労働者派遣事業関係業務取扱要領」において、「資格者個人がそれぞれ業務の委託を
受けて当該業務を行う（当該業務については指揮命令を受けることがない）ことから、労働
者派遣の対象とならないものとする」と規定しているのは、前回述べたように、資格を有し
ない労働者派遣業者が、社労士との間の雇用契約に基づく指揮命令を通じて、実質的に
派遣先の社労士業務を取り扱うおそれがあるなど、社労士法第２７条に抵触する事態を生
じることから、これを禁じているものである。他方、社労士法人制度（社労士法第２５条の８
第１項）は社員を社労士に限定しており、同規定の趣旨に抵触ないし矛盾するものではな
い。したがって、同規定を廃止する必要はない。

・労働者派遣事業者が社労士の労働者派遣事業を行うことを認めると、実質的に労働者派
遣業者が派遣社労士を通じて派遣先の社労士業務を取り扱うことになり、社労士法第２７
条に抵触するおそれがあることは、これまで述べてきたとおりであるが、同条は、犯罪構成
要件になっており（社労士法第３２条の２第１項第６号）、犯罪の成否は、証拠に基づき具体
的な事実関係によって認定されるべきものであって、具体的な証拠関係・事実関係を離れ
てその成否を論ずることは困難である。

・雇用関係における指揮監督権の行使は、個別的な指揮命令のみならず包括的な指揮命
令も含むものであり、社労士法第２７条は、そのような包括的な指揮命令も含めて、無資格
者の社労士業務への介入のおそれを排除する規定である。したがって、派遣する社労士
の資格の対象となっている業務については、派遣元の個別の指揮命令が及ばない旨を契
約あるいは法律において明確にしたとしても、無資格者である派遣元が、派遣先に社労士
を派遣してサービスを提供させ、当該派遣の対価を得ること自体が、派遣元の包括的な指
揮命令の行使による実質的な社労士業務の取扱いとして評価されて、社労士法第２７条に
抵触するおそれがある。このことは、派遣先が社労士法人であるかどうかは関係ない。

2236030
株式会社東京リー
ガルマインド
（50020）

士業派遣特区
労働者派遣事業に
関する制限規定の
削除

090840
一般労働者派遣事
業の許可申請書の
英語表記の可能化

Ｃ －
要望の提案者が、許可申請者に対し、申請書への日本語による記載を補助するための窓
口を設けることなどにより、要望の目的は達成可能である。

現行規定上、申請書を日本語以外の言語で表記することは
可能か、確認し回答されたい。
また、地方公共団体が英語能力のある職員を確保し、受付
体制を整えることを条件として、申請書の英語表記を認めら
れないか、再度検討し回答されたい。

Ｃ －

　一般労働者派遣事業の許可申請書につき、申請書に記載すべき言語が何であるかを明
文で規定したものはないが、行政事務を適切かつ円滑に遂行するため、日本語で記載され
ていることが必要である。
　「地方公共団体が英語能力のある職員を確保し、受付体制を整えることを条件と」すると
のご提案については、一般労働者派遣事業の許可申請の受付は、国の機関である公共職
業安定所であり、受け入れられない。
　本要望については、地方公共団体である提案者において、申請書の日本語による記載を
補助するための窓口を設けることなどにより、要望の目的は十分に達成可能と考える。

対日投資促進の観点から、要望を実現できないか､検討し回
答されたい。

－ －

原回答のとおり、行政事務を適切かつ円滑に遂行するため、許可申請書については日本
語で記載されていることが必要であるが、提案者において、申請書の日本語による記載を
補助するための窓口を設けることなどにより、要望の目的及び再々検討要請の目的は十
分に達成可能と考える。

2117060 三沢市（2207）
ＭＩＳＡＷＡ・アメリカ
村国際商業特区

外国人が出店しや
すいよう営業許可申
請書を英語表記とす
る。

090850

精神障害者につい
て障害者雇用促進
法に基づく法定雇用
率の対象化

Ｃ Ⅰ

精神障害者を雇用率制度の対象とすることについては、①人権に配慮した対象者の把握・
確認方法の確立等の課題を解決することや、②当事者団体や医療関係者、事業主団体等
の関係者のコンセンサスを得ていくことが必要であり、現在、「精神障害者の雇用の促進等
に関する研究会」の中でこれらの課題について検討を行っており、2004年の夏前にはとり
まとめを行うこととしている。
そのため、特区において先行して精神障害者を雇用率の適用対象とすることは、人権に配
慮した対象者の把握・確認方法が十分確立していない現状においては、精神障害者の認
定を適切に行うことが困難であり、また、関係者の合意を得られていない状況であることか
ら、適当ではない。
また、特区においてのみ精神障害者を雇用率の対象とすることは、すべての事業主に対し
て等しく障害者の雇用義務を課し、納付金等により経済的負担の調整を行っている制度の
基本的な仕組みから見て、企業の雇用義務に差が生じることから、適当ではない。

平成１６年度中に実施することを明確化できないか、再度検
討し回答されたい。

Ｃ Ⅰ

　精神障害者を雇用率制度の対象とすることについては、人権に配慮した対象者の把握・
確認方法の確立といった課題に加えて、関係者間の合意形成についても研究会で検討を
行っているところであり、現段階で平成１６年度中に実施することを明示することは困難で
ある。

提案主体からの意見では､
①精神障害者の把握・確認方法については、特定求職者雇
用開発助成金等の現行制度における方法を適用する、
②精神障害者自らが障害を明らかにして求職活動を行い雇
用された者に限定し､採用後精神障害者は適用外とすること
により、人権に配慮した把握・確認方法の問題を解消する、
③精神障害者は、身体及び知的障害者と比べて雇用しやす
いとは言えないため、一部の地域においてのみ精神障害者
を対象としても不平等性はない、
とあり、この点を踏まえ､地域の精神障害者の雇用促進並び
に「精神障害者の雇用の促進等に関する研究会」による検
討及びその結論に基づく全国的な実施に資するとの観点か
ら、特区において要望を実施できないか､検討し回答された
い。

Ｃ Ⅰ

次のような理由から、特区において先行して精神障害者を雇用率の適用対象とすることは
適当ではない。
　
①　特定求職者雇用開発助成金等の現行制度における精神障害者の把握・確認の方法
は、精神障害者保健福祉手帳又は主治医の意見書により、あくまで助成金の支給対象と
なるかどうかを個別に確認するためのものであり、これを雇用率（雇用義務）の対象となる
精神障害者の範囲の基準に活用できるかどうかについては、当事者団体、医療関係者、
事業主団体等の関係者間で十分な検討を行ったうえで合意形成が必要であること。
②　雇用率制度の対象を手帳所持者等に限定するにしても、手帳所持者等の雇用者数等
の実態は、現時点では明らかではなく、雇用率制度を適用することとした場合の具体的な
雇用負担も予測できない中で、法的に雇用義務を課すことは困難であること。
③　特区においてのみ精神障害者を雇用率制度の対象とすることは、すべての事業主に
対して等しく障害者の雇用義務を課し、納付金等により経済的負担の調整を行っている制
度の基本的な仕組みから見て、企業の雇用義務に差が生じることからも、適当ではないこ
と。

なお、ご要望の事項については、現在、「精神障害者の雇用の促進等に関する研究会」に
おいて、精神障害者の雇用実態の把握を行うとともに、雇用率制度の対象基準やその内
容について具体的な検討を行っているところであり、2004年の夏前には検討結果を取りま
とめることとしている。
また、ご提案の趣旨を踏まえて、地域における精神障害者の雇用の促進を図るため、精神
障害者の医療、保健、福祉の拠点として計画的に取り組んでいる地域において、精神障害
者を雇用する事業主が施設整備、雇用管理面の配慮を行う場合には、モデル的な取組と
して十分な連携・協力を図ってまいりたい。

2036030
財団法人正光会
(50060)

総合精神医療・保
健・福祉特区計画

精神障害者の就労
リハビリテーション促
進のために精神障
害者を対象とする障
害者雇用促進法の
規制緩和
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